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 本報告書は，公正取引委員会事務総局の委託により財団法人公正取引協会が実施した平

成１５年度委託調査の調査結果を活用し，競争政策研究センター研究報告書として取りま

とめたものである。 

なお，本報告書の分析に用いたデータのうち，アンケートによるものについては，公正

取引委員会事務総局経済取引局調整課及び経済調査課が実施したアンケート調査の結果等
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第１ ブロードバンド・サービスの概観と報告書の方針  

 

インターネットへのブロードバンド・アクセス（以下「ブロードバンド・サービス」

という。）は，ＡＤＳＬ等のアクセス料金の低廉化によって急速に普及しつつある。最

近ではＩＰ電話が登場したことで，ブロードバンド・サービスが音声の電話網を代替

する可能性すら出てきた。電気通信市場の競争条件を考える際には，もはや音声通話

部分だけではなく，ブロードバンド・サービスをも対象に含める必要がある。ここか

ら様々の問題が生じてくる。例えば，ブロードバンド・サービスにおいて，競争政策

上問題となる要因はあるのだろうか。独占禁止法上の措置の必要性はどのような場面

でどの程度発生すると見込まれるのか。 

もとより，私的独占，カルテル及び不公正な取引方法などの反競争的行為について

は厳格に対処されて当然である。しかし，電気通信産業にはいくつかの特殊条件があ

り，そのような通常の競争政策を超える政策の必要性が唱えられてきた。例えば，ア

ンバンドル規制や相互接続ルールなどは，一種の競争政策と解釈することができる。

銅線のアンバンドルはＡＤＳＬでの競争を，また電話の相互接続ルールは電話キャリ

ア間の競争を促進することに成功してきた。このような独禁法に基づく反競争的行為

の監視・排除を越えた措置がブロードバンド・サービスで今以上に必要であろうか。 

本報告書の目的は，これらの問いに答えるための基礎的事実を分析し，資料として

提供する点にある。 

   

１ ブロードバンド・サービスの範囲（分析の対象） 

 

 まず，ブロードバンド・サービスに何を含めるべきかを決めておく。本報告書では

ブロードバンド・サービスといった場合，個人・家庭（あるいは小規模自営事業者程

度）がインターネットへの接続に使う回線の中で，速度が数百Ｋｂｐｓを超えるもの

を指すことにする。この定義では，ＡＤＳＬ（Asymmetric Digital Subscriber Line）, 

ＣＡＴＶ（ケーブルテレビ）インターネット, ＦＴＴＨ（Fiber to the Home）がブロ

ードバンドに当てはまる。さらに 無線ＬＡＮ（Wireless ＬＡＮ），ＦＷＡ(Fixed 

Wireless Access)もブロードバンド・サービスになるが，この２つの接続方法のシェ

アは圧倒的に少ないので，事実上，ブロードバンド・サービスとはＡＤＳＬ，ＦＴＴ

Ｈ及びＣＡＴＶインターネットと考えてよいだろう。本報告書ではこの３つをブロー

ドバンド・サービスとする。一方，速度がこれに満たない接続方法（ナローバンド）

の代表は，Dial Up とＩＳＤＮである。比較の対象としては，この２つも入れ，最終的

に Dial Up，ＩＳＤＮ，ＡＤＳＬ，ＦＴＴＨ及びＣＡＴＶインターネットの５つの接続

方法を分析の対象とする。 

なお，本報告書では，一般企業向けのインターネット接続方法は分析対象外とする。
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一般企業はセキュリティやＱｏＳ(Quality of Service,通信の質)を確保するために，

専用線やＩＰ-ＶＰＮ,広帯域 Ether net などを使うことが多い。これらは公衆網を使

わないという点で，家庭・個人向けのサービスとはサービス内容を異にしており，価

格も一桁から二桁以上高くなっている。1 

表１ インターネット接続方法の分類 

 低速（数十Ｋｂｐｓ） 高速（数百Ｋｂｐｓ以上） 

家庭・個人 Dial Up，ＩＳＤＮ 
ＡＤＳＬ， ＣＡＴＶインターネット， 

ＦＴＴＨ，ＦＷＡ，無線ＬＡＮ 

一般企業 Dial Up，ＩＳＤＮ 
専用線，ＩＰ-ＶＰＮ，広帯域 Ether net 

（一部でＡＤＳＬ） 

  

図１に本報告書で分析対象とするＡＤＳＬ,ＦＴＴＨ及びＣＡＴＶインターネット

のユーザー数（ストックベース）の推移を示す。ＡＤＳＬが急激に伸びており，ブロ

ードバンド・サービス全体に占める割合でも圧倒的に大きいことが分かるだろう。Ｃ

ＡＴＶインターネットは緩やかな成長にとどまっており，絶対数は減ってはいないが，

ブロードバンド・サービス全体に占める割合としては低下傾向にある。ＦＴＴＨは絶

対数は少ないものの，急速に伸びており，ブロードバンド・サービス全体に占める割

合としても伸びている。 
図１ ブロードバンドユーザー数（ストックベース）の推移 
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出所：総務省 

                                                 
1 インターネットＶＰＮという企業向けサービスがあり，これは公衆網を使用する。しかし，セキュリテ

ィを通信事業者が確保して提供するという点で，家庭向けのサービスとは異なっている。 
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２ 市場の画定について 

 

 競争状態を判定する際，市場画定がしばしば問題になる。例えば，ソフトバンクＢ

ＢはＡＤＳＬでは大きな市場シェアを獲得しているが，ＣＡＴＶインターネット，Ｆ

ＴＴＨ及びＡＤＳＬを合わせて１つの市場と考えれば市場シェアは低下する。ＣＡＴ

Ｖインターネットは，これだけでみれば各社が地域独占の状態にあるが，ＡＤＳＬと

ＦＴＴＨも合わせれば，各社の市場シェアはわずかなものとなる。このように，市場

画定は市場シェアを測定するための前提になるもので，市場シェアが分析の中心とな

るとすれば分析に先だって確認しておかなければならない。 

 しかし，本報告書では，次の３つの理由により，市場の画定は最初には行わない。

第一に，市場の画定は市場シェアを計算するために必要とされるが，市場シェアは競

争状態を判定する上で最も重要な要因ではなく，競争にとって最も重要なのは，参入

の可能性であると考えるからである。シェアが高くても参入の可能性があれば，高シ

ェア企業といえども，価格を長期にわたって高く維持することや効率化の努力を怠た

り続けることはできない。なぜなら，そのような不効率で高価格の企業が存在すれば，

これをビジネスチャンスとみて，より効率的な企業が低価格で新規参入してくるため

である（contestability）。また，寡占企業間の暗黙の協調を打ち破る最大の要因も新

規参入である。暗黙の協調は，個々の企業のシェアが少なくとも，参入が無ければプ

レイヤーが固定されるため維持し得る。しかし，参入が起こると協調の維持は困難と

なる。 

もし，参入に重きを置くならば，参入を妨げ得る様々の要因，すなわち，規模の経

済やネットワーク外部性，不可欠設備の有無，スイッチングコスト，さらには政府の

規制に分析の焦点を当てるべきである。その場合，市場の画定を行わずとも，参入阻

害要因別に分析を始めることができる。 

 第二に，自然な単位である個別市場――この場合ではＡＤＳＬ，ＦＴＴＨ及びＣＡ

ＴＶインターネット――が競争的であれば，これら市場についてどの範囲で市場が画

定されるかを特に問題にする必要はない。市場の画定が問題になるのは，これら市場

が競争的でない場合である。例えば，ＣＡＴＶインターネット市場が事実上独占で競

争的ではないと判定されたとするなら，その時にはじめて他の市場（例えば，ＡＤＳ

Ｌ市場）との間での市場間競争を調べる必要が生じる。市場間競争があるかどうかは，

ユーザーが２つの市場（ＣＡＴＶインターネット市場とＡＤＳＬ市場）を代替物とし

てみているかどうかであるから，これに答えることは市場の画定を行うことに他なら

ない。分析のスタイルとしては，まず自然に定義される個別市場について競争状況を

分析し2，その上で競争的でないと判定された場合に，市場間競争の分析に進むという

                                                 
2 ここで理論的には自然に定義される個別市場とは何かという問題が生じる。これに厳密に答えるのは困
難であるが，通常は，ある程度，市場において財・サービスのカテゴリー分けが行われている。すなわち，
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ステップを採ることができる。 

 第三に，市場の画定は一意には決まりにくい。市場の画定は需要側が２つの財・サ

ービスをどれくらい代替物とみているかで決まるので，ユーザーの嗜好を調べなけれ

ばならない。方法としては，需要の交差弾力性を測定するのが代表的方法である。し

かし，どれくらいの代替性がみられれば同じ市場とみなすかの線引きは困難である｡例

えば，自動車であれば，乗用車とトラックは同じ市場であろうか。さらに，乗用車の

中の４ドアセダン，ワンボックスカー，スポーツカー，軽自動車は同じ市場であろう

か。このような線引きの根拠を現時点で見出すことは困難である｡おそらく，多くの市

場で経験を積み重ねれば，最後には比較的妥当な線引きに達するのかもしれないが，

現時点ではそのような線引きは困難であるとみるべきである。市場の画定を最初に行

うと，その区分けに縛られ続けるので，分析の出発点でそれを仮定することはリスク

が大きすぎる。 

以上３つの理由で，本報告書では市場の画定は，最後に市場間競争という形で検討

する。 

 

３ 本報告書の構成と結論 

 

 参入を阻む要因としては，規模の経済，ネットワーク外部性，スイッチングコスト

の３点を取り上げ，併せて，市場間競争も検討する。 

第一に，最初の要因として規模の経済性を取り上げる｡大きな規模の経済が存在する

と，理論的には参入が困難となって独占又は寡占が成立しやすい。現実的には，独占

又は寡占を導くほどの大きな規模の経済が続くケースはまれであるが，検討しておく

必要はある。 

ブロードバンドの中で規模の経済が存在する可能性が疑われるのは，ＡＤＳＬであ

る。ＡＤＳＬではソフトバンクＢＢの参入以来，価格が急激に下がり続けて，採算割

れになった企業もあるといわれる。実際，ソフトバンクＢＢ自体も最大シェアを獲得

しながら，いまだ黒字転換していない。同質財で規模の経済がある場合に価格競争を

行うと，コストを割り込む水準まで価格競争が進展する傾向があることが知られてい

る。したがって，ＡＤＳＬ市場で規模の経済が働いている可能性がある。 

我々は，ＡＤＳＬ個別企業の財務データから生産関数を推定することで，規模の経

済の検証を行った。結果として規模の経済はほとんど無いか，あるいはあってもわず

かであることが示された。すなわち規模の経済による独占化の可能性は小さいと考え

られる。 

第二に，２番目の要因として，ネットワーク外部性を取り上げる｡ネットワーク外部

性は，ネットワークに参加するユーザーの数が増えるとネットワークの価値が上がる

                                                                                                                                               
市場参加者が「売るために」決めている分類があり，これを援用することができる。 
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ことである。このとき，相互接続が不完全であると，１つのネットワークが一方的に

ユーザーを増やして独占となる傾向がある。 

ブロードバンド・サービスはインターネット利用に関しては，すべて相互接続が完

全なので，独占化傾向はない。ネットワーク外部性による独占の可能性があるのはＩ

Ｐ電話である。ＩＰ電話は無料通話できる相手が同じ事業者の利用者同士に限られる

ため，ユーザー数が多い事業者と契約した方が，無料で通話できる人の数が多いため

にユーザーの利便性が高い。ユーザー数が増えると，この利便性はますます上昇する

ので，さらにそのネットワークのユーザーが増え，独占傾向が生じる。 

我々は，アンケート調査で，ユーザーがＩＰ電話についてネットワーク外部性を意

識しているかを尋ね，その後に，ロジット分析でネットワーク外部性が働いているか

どうかを推定した。結果として，ネットワーク外部性は意識されているものの，現状

ではそれほど大きな効果は持っていないという結果が得られた。現時点において市場

が拡大している点を踏まえれば，ＩＰ電話についてネットワーク外部性による独占化

傾向を心配する必要はないと思われる。 

第三に，市場間競争を取り上げる。市場間競争による競争圧力が十分に働いていれ

ば，個別市場が独占でも市場支配力は生じない。例えば，ＣＡＴＶインターネットは

地域独占であるが，インターネット接続に関してＡＤＳＬと競争関係にあれば，価格

を引き上げることは難しくなる。別な表現を使えば，ユーザーからみてＡＤＳＬ,ＣＡ

ＴＶインターネット及びＦＴＴＨが十分に代替的であれば，ユーザーにとって，これ

らは「高速インターネットアクセス」とでも呼ぶべき１つの市場を形成していること

になる。この場合は，そのうちのどれか１つの市場が十分に競争的であれば，他の市

場にも競争圧力がかかる。 

我々はアンケート調査とロジット分析を使って，市場間競争の度合いを調べた。そ

の結果，ナローバンドとブロードバンドの間の市場間競争は乏しく，異なる市場と考

えられるが，ブロードバンド３回線（ＡＤＳＬ,ＦＴＴＨ及びＣＡＴＶインターネット）

については，ヒアリング結果なども加味すると，市場間競争はある程度起こっており，

異なる市場とはいいにくいとの暫定的な結論を得た。なお，競争の実態としては，Ａ

ＤＳＬが競争的であり，他のサービスがそれに対抗するために価格を下げているとい

う形で進行している。 

第四に，新規参入を阻害する３番目の要因としてスイッチングコストを取り上げる。

スイッチングコストとは，アクセスの種類あるいはＩＳＰなどの企業を変更する際に

掛かる一時的なコストのことで，これが存在すると既存ユーザーは企業間を移りにく

くなる。したがって，ライバル企業あるいは新規参入企業がコストの削減や優れたア

イデアのサービスを出してもユーザーを奪いにくくなるので，競争圧力は低下する。 

ブロードバンド・サービスでの主なスイッチングコストとしては，モデム設定の手

間とメールアドレスの変更の手間が考えられる。一般ユーザーにとって設定は面倒な
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ものであり，メールアドレスは長年使った場合，変更通知に手間がかかるからである。 

我々は，アンケート調査で直接スイッチングコストを尋ねるとともに，スイッチン

グコストが消費者の行動に影響を与えているかどうかを調べた。スイッチングコスト

の推定値は設問の立て方によって変わるので明確なことは分からないが，確かに存在

しており，また，消費者の行動に多少影響を与えているという結果が得られた。ただ

し，それほど大きな影響ではない。スイッチングコストはまだ研究途上である。ただ，

スイッチングコストの場合，減らすことが経済厚生を高めるので，政策的にはＩＳＰ

変更時に一定期間のメール転送を義務付けるなどスイッチングコスト削減のアイデア

を出すことが課題であろう。 

全体を通した結論として，ブロードバンド・サービスでは，規模の経済性もネット

ワーク外部性も弱く，市場間競争もかなり働いていることから，参入阻害要因や市場

間競争の観点から独禁法に基づく反競争的行為の監視・排除を越えた措置を今以上に

採る必要はないと思われる｡スイッチングコストを下げる以外は大きな政策発動の必

要性は乏しく，反競争的行為の監視・排除を行えば足りるということである｡ただし，

いくつかの重要な留意事項はある｡ 

第一に，ＩＰ電話のネットワーク外部性は注視していく必要がある。ＩＰ電話のネ

ットワーク外部性はまだユーザー数が少ないために顕在化していないが，今後ユーザ

ー数が増えるにつれて大きな要因になり得る。 

第二に，ＦＴＴＨの競争状況を注視していく必要がある。ブロードバンドで市場が

競争的なのは主としてＡＤＳＬであり，ＦＴＴＨは，専らＡＤＳＬとの市場間競争に

さらされて価格を下げている。しかし，ＡＤＳＬには技術的な壁があるため，ＦＴＴ

Ｈの速度でのみ円滑な利用が可能となるコンテンツやサービスが増えていくと，やが

て，ＦＴＴＨ内部で競争を起こす必要が出てくる。ＦＴＴＨで，独禁法に基づく反競

争的行為の監視・排除を越えた措置を今以上に採ることによって競争を起こす必要が

あるかどうかは，今回の報告書ではデータ不足もあって不充分であった。特に，光フ

ァイバーの現在のアンバンドル規制が妥当かどうかという問題は重要であり，これが

まだ手つかずの状態で残っている。 
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第２ ＡＤＳＬ 

 

１ はじめに 

 

本章では，ＡＤＳＬを１つの個別市場と仮定し，その競争の実態について検証する

ことを目的とする。ＡＤＳＬは，ブロードバンド・サービスの中で最も利用されてい

る（ブロードバンドユーザーのうち，７割強のユーザーがＡＤＳＬを利用している〔図

１〕。）。 

ＡＤＳＬとは，既存の電話回線を使用し，ユーザーにブロードバンド・サービスを

提供するサービスである。電話回線を保有する事業者（東日本電信電話及び西日本電

信電話）（以下両社を合わせて「ＮＴＴ」という。）以外の事業者は，ＮＴＴ局舎にコ

ロケーションしてサービスを提供している。（ここでいう事業者には，他事業者からＡ

ＤＳＬの卸売を受けたり，他事業者のＡＤＳＬサービスを取次ぎする事業者は含まれ

ていない。） 

参入阻害要因に重きを置く立場からは，ＡＤＳＬにおける参入阻害要因として，ま

ず規模の経済に着目すべきである。ＡＤＳＬでは，ソフトバンクＢＢの参入以来価格

が急激に下がり続け，実際，ソフトバンクＢＢ自体も最大シェアを獲得しながらまだ

黒字転換していない。同質財で規模の経済があるときに価格競争を行うと，コストを

割り込む水準まで価格競争が進展する傾向があることが知られている。したがって，

ＡＤＳＬで規模の経済が働いている可能性がある。 

ＡＤＳＬにおける参入阻害要因としては，規模の経済性の他に，ネットワーク外部

性，不可欠設備，スイッチングコストについても考慮すべきである。 

ネットワーク外部性は，ＡＤＳＬそのものでは働かない3が，ＡＤＳＬの付加サービ

スであるＩＰ電話において働くと考えられる。ＩＰ電話はこれまで，ＡＤＳＬの付加

サービスとして提供されることが多かったものの，ＩＰ電話におけるネットワーク外

部性は他の回線の種類についても同様に働くものであるため，別途検討することとす

る（第３章）。 

不可欠設備の有無に関しては，ＡＤＳＬを提供するに当たっての不可欠設備である

加入者回線部分の銅線に対しては既に事業法の規制が課されている。本章では，そう

した規制を所与として当該サービスの競争の実態を把握するという立場を採る。 

スイッチングコストについても，ネットワーク外部性と同様にＡＤＳＬに特有の問

題ではなく，すべてのブロードバンド・サービスに関係する問題である。スイッチン

                                                 
3 広義のネットワーク外部性として，友人が買うから自分も買うというようなバンドワゴン効果を含める
ことがあるが，ＡＤＳＬ市場において，あえて，ネットワーク外部性が働き得るとすればそのようなバン
ドワゴン効果が考えられる。ただ，ユーザーアンケート結果によれば，友人の勧め等によりＡＤＳＬ回線
提供事業者を選択した人は複数回答で１割に満たないことから，そうした効果はほとんどないと考えてよ
いと思われる。 
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グコストについては，第５章において詳細に検討されているが，本章ではＡＤＳＬ内

の事業者をスイッチする場合のスイッチングコストについて簡単に触れることとする。 

第２節では，市場構造，価格動向など市場の概観について整理する。第３節では，

規模の経済性について検証する。第４節では，事業者間競争の実態について概観する。

第５節で結論を述べる。 

 

２ 市場の概観 

 

(1) 市場構造等 

 ＡＤＳＬは，その成長率は鈍化してきているものの市場規模は引き続き拡大傾向

にある（図２）。市場の拡大と共に，ＡＤＳＬにおける事業者数は，２００２年半ば

にかけて増加の一途をたどり（図３4），営業エリア等に違いはあるものの，調査時点

で把握し得た限りにおいて，４９社がＡＤＳＬを提供している。5 

市場構造については，まず，ストックベースでの市場構造をみると（図４），上位

３社集中度は徐々に上昇してきており，２００３年６月時点で７０％を超えている。

個別事業者についてみると，ソフトバンクＢＢのシェアが徐々に上昇している（２

００２年７月２１％から２００３年１１月３６％に上昇。）。一方，ＮＴＴ東西合算

では２００２年７月から２００３年１１月の間に４２％から３７％になっており，

わずかに減少している。その他の事業者については，２００２年７月に合算シェア

で３８％あったものが，２００３年１１月には２７％になっており減少傾向にある

といえる。 

図２ ＡＤＳＬ加入者数（ストック・フロー）推移 
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出所：総務省 

                                                 
4 現時点の事業者４９社のうち，事業者アンケートにより回答が得られた事業者２９社について集計した
ものである。すべての事業者のデータではないが，傾向は把握できるものと思われる。 
5 企業数は直近では横ばいで推移している。 



9 

 

図３ ＡＤＳＬにおける事業者数推移 
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出所：事業者アンケート（サンプル数２９社） 

 

図４  回線提供事業者別のストックベースシェア推移 
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出所：総務省及び事業者公表データ 

 

ただ，フローベースでみると（図５），やはりソフトバンクＢＢに勢いはあると思

われるもののそのシェアにはかなり変動がみられ，必ずしも圧倒的にシェアを伸ば

し続けているとまではいえない。これらのシェアデータから，激しい加入者獲得競

争が行われている中で，ソフトバンクＢＢがやや優勢であるとみることができる。 
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図５ 回線提供事業者別のフローベースシェア推移 
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出所：総務省及び事業者公表データ 

 

こうした成長市場においては，市場構造は流動的である可能性が高く，シェアは

競争実態の指標としての重要性はより低いことに注意を要する。 

 

(2) 価格の動向 

各社の代表的なＡＤＳＬサービスの価格6を加入者数で加重平均した価格の推移を

みると（図６），一貫して低下していることが分かる。価格競争を牽引したのは，２

００１年１０月に参入したソフトバンクＢＢである。ソフトバンクＢＢは，ＡＤＳ

Ｌ料金，ＩＳＰ料金，モデム料金，加入者回線網使用料（ＮＴＴ以外）込みで３１

８４円（８Ｍｂｐｓ）という，当時としては非常に安い価格で参入した。それを機

に，価格が大きく低下していることが分かる。また，実際には，各社とも利用開始

時の期間限定無料キャンペーンなどを活発に行っており，それらを反映した実質的

な価格は更に低いと思われる。 

さらに，最大契約速度は急速に上昇しており（８Ｍｂｐｓ→１２Ｍｂｐｓ→２６

Ｍｂｐｓ→４０Ｍｂｐｓ程度），そうした品質の向上を考慮し，料金を最大契約速度

で割った１００Ｋｂｐｓ当りの価格を示したものが図７である。それによると，２

００１年から２００３年８月にかけて１００Ｋｂｐｓ当りの価格は半分以下に下落

                                                 
6 各社の価格は，ＡＤＳＬ料金，ＩＳＰ料金，モデム料金，加入者回線網使用料（ＮＴＴ以外）を含んだ
ものである。 
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している。価格及び速度の動向から，ＡＤＳＬにおいては，競争が活発に行われて

いると推測される。 

 

図６ ＡＤＳＬサービスの価格推移 
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出所：事業者アンケート 

 

図７ １００Ｋｂｐｓ当りの価格の推移 
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     出所：事業者アンケート及び事業者公表データ 

注：ソフトバンクＢＢが各期に提供する最速のサービス（８Ｍｂｐｓ→１２Ｍｂｐｓ〔２００
２年８月～〕→２６Ｍｂｐｓ〔２００３年７月～〕）について，その料金を速度で割ったも
のである。 

 

(3) 地域的な競争状況 

事業者ごとに営業地域が異なるために，事業者数はエリアごとに異なるというの

が実態である。ＮＴＴとソフトバンクＢＢは全国網羅的であるが，アッカネットワ



12 

ークス及びイーアクセスは政令指定都市及び都市部が中心である。その他の事業者

は，地域限定でサービスを提供している。都市部以外では，ユーザーが利用可能な

事業者がＮＴＴのみという地域もある。図４は，全国市場でのシェアであるが，都

道府県別7のＮＴＴシェア（図８）を見ると，大都市圏を含む都道府県の方がＮＴＴ

のシェアが低いという傾向がみられる。最も低いところでは神奈川県２４．６％で

あるが，最も高いところでは山口県８０．８％と極めて高くなっている。 

都市部では参入も多く競争は活発であるが，利用可能事業者が限られているエリ

ア，つまり，ＮＴＴのみあるいはＮＴＴ及びソフトバンクＢＢという地域における

競争は都市部に比べて制限されているといえるのだろうか。現時点では，各事業者

とも営業エリア内においては同一の料金体系を適用しており，よって，事業者がＮ

ＴＴのみというエリアにおいてさえも，もっとも競争的なエリアと同水準の料金と

なっている。したがって，少なくとも，事業者が少ない地域で競争が不十分である

ために料金が高止まりしているというような状況があるわけではない。一方で，非

価格競争に差異があるという可能性は残されているが，それに関して重大な問題が

あるという事実は把握できていない。 

 
図８ 都道府県別ＮＴＴシェア 

（上位１０県，下位１０府県のみ，２００３年７月 ストック） 
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出所：総務省 

 

(4) 垂直的に隣接する市場との関係について 

インターネット接続サービスは，ユーザーとその本源的需要の間に，いくつかの

階層（レイヤー）が構成されており，垂直的な構造になっているといえる。ユーザ

                                                 
7各都道府県の中にも都市部とそうでない地域があり，都道府県レベルでの比較は不十分であるが，都市部
を多く含む都道府県とそうでない都道府県の差として大まかな傾向をつかむことはできる。 



13 

ーは，ＡＤＳＬ，さらにＩＳＰを通じて，その先にあるメール相手，あるいは音楽

コンテンツなどの本源的な目的に到達する。ＡＤＳＬ事業者の中には，ＡＤＳＬと

垂直的な関係にあるサービスを提供する事業者もある。そのような事業者が，垂直

的なレイヤーの１つにおいて強大な市場支配力を持つ場合には，その事業者がその

市場支配力を梃子として，隣接するレイヤーでも市場支配力を形成することが可能

である場合がある。ＡＤＳＬにおいて，現時点で圧倒的な強さを持つ事業者がいな

い場合でも，そのうちのある事業者が隣接するレイヤーにおいて既に市場支配力を

持っている場合には，その事業者がＡＤＳＬでも支配力を形成するおそれがある。

そこで，ＩＳＰ市場等ＡＤＳＬと垂直的な関係にあるサービス市場の市場構造を見

ておくことにする。 

ＡＤＳＬユーザーが利用するＩＳＰのシェアをみると，首位企業ヤフーのシェア

が３３％と比較的高いが，他に数多くの競争者が存在している（図９）。 

 
図９ ＡＤＳＬユーザーの利用ＩＳＰ 
（２００３年１０月時点ストック） 

 
出所：ユーザーアンケート（サンプル数１３２３） 

 

また，映像・音楽などのコンテンツ，ショッピング，ニュース，情報収集といっ

たユーザーの本源的需要について１企業が市場支配力を持っているかどうかについ

ては，本源的需要には様々なものがあり，8現時点では，それら全体について，１つ

の企業が独占的に強い市場支配力を持っている状態にはないものと思われる。 

                                                 
8 ユーザーアンケートによると，インターネット利用の目的は多岐にわたっていることが分かる。ＡＤＳ
Ｌユーザーの仕事以外でのインターネットの主たる利用目的（複数回答）の集計結果は下記のとおり。 
メール 掲示板 チャット ニュース 情報収集 ショッピ

ング 
ゲーム 音楽 映画・動画 

９４％ ３９％ １０％ ５８％ ９１％ ６２％ ２０％ １９％ １７％ 
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３ 規模の経済性の検証 

  

規模の経済性とは，生産量の拡大に伴って長期平均費用が低下していく現象のこと

である。規模の経済性は，多かれ少なかれ多くの産業において見られるが，あくまで

も市場規模との比較において問題になる。市場規模に対して規模の経済性が十分大き

い場合，１社が生産する場合が最も平均費用が低くなることを意味する。9 

規模の経済性がある同質財市場において価格競争が行われる場合，各社が赤字を抱

えながら激しい価格競争を続け，結果として１社のみが生き残り自然独占となり得る。

また，規模の経済性の存在と参入後に起こるであろう価格競争を予想する事業者は参

入そのものを差し控えることとなる。自然独占となるとき，（コンテスタブル市場のよ

うに潜在的競争圧力により独占事業者の行動が規律されるという場合もあるが，）競争

が働かなくなることから厚生ロスの発生が危惧される。 

ＡＤＳＬ市場では，これまでのところ，第１節でみたように，価格競争を中心とし

て活発な競争10が行われており，各社ともに赤字体質が続いている状況がみられること
11から，規模の経済性が働いている可能性がある。 

ここでは，統計的手法を用いて，ＡＤＳＬ市場において規模の経済性が働き得るか

という点について検証する。規模の経済性の検証方法には，大別して生産関数を推計

する場合と費用関数を推計する場合とがあるが，本報告書では，データの制約から，

生産関数の推計により規模の経済性を検証する方法を採る。 

規模の経済性の計測には，既に多くの先行研究がある。特に，それまでの自然独占

性を前提とした規制の是非を問う電気通信産業の規制緩和の議論の中で，加入者回線

部分に規模の経済性があるかどうかについての検証が欧米で数多く行われ，日本にお

いてもいくつかの先行研究がみられる。12ただし，ＡＤＳＬ事業についての規模の経済

性に関する先行研究は知り得る限り見当たらない。なお，ここでの推定ではアンケー

トによってＡＤＳＬ事業に関わる資本と労働を尋ね，それを使って推定をしている点

が特徴となっている。ＡＤＳＬ事業者は企業としては他の事業を同時に行っているこ

とが多く，財務諸表上，ＡＤＳＬ部門とそれ以外が分けられない。この推定ではアン

ケートでそれを分けて尋ねた点が特徴であり，より精度の高い推定ができる。ただし，

その代償としてデータ数が減少している。 

 

 

                                                 
9 本報告書において，規模の経済性がある（あるいは働いている）と表現する場合，規模の経済性が市場
規模に対して十分に大きく，自然独占性が高いということを意味している。 
10 価格競争のみならず非価格競争も活発に行われており，ある程度差別化が行われている（完全な同質市
場ではない。）。しかし，後の図１０にみられるように機能か品質の差はほとんどユーザーに認められてい
ない。価格競争が主であることは，広告のセールスポイントからみて動かし難い。 
11 直近では，黒字転換を予想する事業者も出始めている。 
12 伊藤・中島（１９９３），浅井・中村（１９９７）を参照のこと。 
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(1) モデル 

  関数型 コブ・ダグラス（Cobb-Douglas）型13 

２つの生産要素 K，W により生産を行う場合のコブ・ダグラス型生産関数は次の

ようになる。 

βαWAKQ =  

推定方法は，両辺に対数を取って 

  wkaq βα ++=  

 となる式を推定することである。ただし， WwKkQq log,log,log === である。 

 

(2) データセット 

 事業者アンケートにより，事業者ごとのＡＤＳＬ事業分門に係る生産物，及び生

産要素に関するデータを収集した。生産物としてはＡＤＳＬの売上高と加入者数，

生産要素として資本（Ｋ）・労働（Ｗ）のデータを用いた（２０００年～２００２年，

年次データ）。14 

生産物15 

ケース１ 各事業者のＡＤＳＬ事業部門の売上高 

ケース２ 各事業者のＡＤＳＬ加入者数 

資本16 

  Ｋ＝ＡＤＳＬ事業に係る設備保有額（円）＋リース残高×３（円）17 

  労働 

    Ｗ＝ＡＤＳＬ事業に係る正社員数＋派遣社員数＋アルバイト・パート社員数 

 

(3) 推定結果 

３年分の事業者のデータはパネルデータとして得られるのでパネル推定となる。

ハウスマンテストにより Fixed effect model を採用する。 

 

                                                 
13生産関数の推定に用いる代表的な関数型としては，コブ・ダグラス型の他に，トランスログ型，ＣＥＳ型
がある。コブ・ダグラス型は生産要素間の交差弾力性を１と仮定するという強い制約がある。一方，ＣＥ
Ｓ型，トランスログ型は，生産要素間の交差弾力性についての制約が少なくより一般的であるが，サンプ
ル数をより多く必要とする。ここでは，規模の経済性だけに関心があり，生産要素ＫとＬの代替の弾力性
を問わないこと，また，データ数が少ないことからコブ・ダグラス型を採用している。 
14ＡＤＳＬ事業４９社のうち，ＡＤＳＬに係るデータ部分の回答が得られたのは，わずか１３社にとどまる。
今回集めることができたデータは極めて限定的なものであり，より正確な分析のためには，まずは，デー
タの整備が必要である。 
15ＩＳＰ事業なども含め多角化している事業者も多いが，ここではＡＤＳＬ事業部分のデータのみを使って
いる。資本，労働についても同じである。 
16ＡＤＳＬの提供に必要とされる設備には，ＮＴＴ局舎に設置するルーター等の通信設備やＩＳＰまでの専
用線などがある。事業者はそれらを自ら設置又は賃借する。 
17 リース期間が３年であると仮定した。 
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表２ 推定結果 

 

ケース１（生産物＝ＡＤＳＬ事業部門の売上高） 

 Pooled Between Within 

lnK 
lnW 
C 

0.5738(3.52)*** 
0.6619(3.54)*** 
-4.931(-1.79)** 

0.4644(3.48)*** 
0.7657(5.29)*** 
-3.05(-1.34) 

0.77(2.03)** 
2.012(2.27)** 

R2 
Adjusted R2 

0.9601 
0.9521 

0.9874 
0.9791 

0.992 
0.982 

N=13（Unbalanced Panel Data）。( )内はｔ値。***１％有意，**５％有意。 

  

ケース２（生産物＝ＡＤＳＬ加入者数） 

 Pooled Between Within 

lnK 

lnW 

C 

0.4399(1.72)* 

0.6756(2.38)** 

7.9793(1.82)** 

0.3211(0.89) 

0.7463(1.92)** 

10.083(1.63)* 

1.387(4.43)*** 

0.113(0.17) 

R2 

Adjusted R2 
0.7556 

0.725 

0.6864 

0.5968 

0.99 

0.974 

N=19（Unbalanced Panel Data）。( )内はｔ値。***１％有意，**５％有意，*１０％有意。 

 

規模の経済性はすべての生産要素の比例的増加率以上に生産物が増加するという

関係があることによって確認することができる。ここでは，説明変数である各生産

要素の係数の合計が１と異なるかどうかによって規模の経済性の有無を判断するこ

ととなる。表２では，すべてのデータをプールした分析（Pooled）,各事業者の平均

的な数値のクロスセクション分析（Between）,時系列分析（Within）の結果を示し

ている。この中で，Within の係数は時系列がわずか２～３年分しかないことから不

安定である。実際ケース１とケース２で大きく値が異なっており，使用に耐えない。

そこでクロスセクションであるBetweenと素朴に合わせたPooledについてlnKとlnW

の係数の和が１と有意に異なるかどうかの検定を行った。その結果，ケース２の売

上高については規模の経済は検証されなかった。ケース１については有意水準を１

０％まで下げると規模の経済が見出せる。ただし，係数の和は１．２程度であり，

規模の程度は低い。全体として，規模の経済性がほとんどない，あるいは，あって

もわずかであるということを示していると考えられる。18 

                                                 
18規模の経済性に近い概念に範囲の経済性がある。これは，２つの財を別々の企業が生産するよりも１つの
企業が生産する方が費用が低くなることを意味する。例えば，ある設備などを他の財の生産において共通
に活用することができるとすれば，他社よりも低コストでの生産が可能になり，理論上はそれらの複数の
生産物市場において独占が生まれるということがあり得る。したがって，ＡＤＳＬ市場でも，例えば，個
人向けとＳＯＨＯ向けという複数の生産物を生産する場合には複数を生産することによるコスト上のメリ
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この実証はデータ数が少ない点で難があり，今後の検証を要する。しかし，デー

タ分析に限らず，ヒアリングでも，規模の経済性をうかがわせる内容はほとんどみ

られなかった。規模の拡大によって費用が引き下げられるなら，規模拡大競争につ

いての言及がみられるはずであるが，それがなかったということである。すなわち

ソフトバンクＢＢの低価格に対し，対抗上価格を下げざるを得ないが，価格を下げ

るためには規模を大きくする必要があるという言明が，他の事業者からほとんど聞

かれなかったということである。 

以上をまとめて，規模の経済は無いかあるいはあってもわずかであると結論付け

たい。 

規模の経済性がないということから，現状のような激しい競争がみられるとして

も，その結果として独占あるいは極めて高度な寡占市場が現れ，新規参入者による

チャレンジも期待できないというような状況となることはないと考えられる。 

 

４ 事業者間競争 

 

 ＡＤＳＬでは，規模の経済性もない，あるいはあってもわずかであることから，そ

の意味での参入障壁は低いものと認められ，また，シェアや価格の動向からソフトバ

ンクＢＢが牽引する形で競争が活発に行われていることが分かった。本節では，補足

的に，事業者間の競争がどのように行われているのかということについて，ユーザー

アンケート19の結果を用いて概観する｡ 

 

(1) 事業者選択の理由 

ユーザーアンケートにより，現在利用している回線提供事業者の選択理由を尋ね，

その結果を集計したものが図１０である。 

ＮＴＴユーザーは，「知名度」及び既にＮＴＴの別のサービスを利用していたこと
20を選択理由として挙げている。また，ソフトバンクＢＢユーザーの８割が，「月額

利用料が安かったため」を選択しており，ソフトバンクＢＢは低価格戦略がユーザ

                                                                                                                                               
ットにより競争上有利になるということがあり得る。よって，範囲の経済性の検証を行うことに一定の意
味があると考えられるが，データ上の制約から検証していない。 

19今回，ユーザーアンケートとして，公正取引委員会消費者モニター及び電子商取引調査員（以下，「消費
者モニター」という。）とＷｅｂモニターという２つの対象に対して別々に同じ調査を実施した（概要は資
料１）。２つの調査結果を突合することにより，結果の信頼性を高めることが可能である。本報告書では，
サンプルとしてより充実しているＷｅｂモニターに対する調査結果を採用している。よって，ユーザーア
ンケートという場合，Ｗｅｂモニターアンケートを指している。消費者モニターアンケート結果について
は，別添の資料２を参照のこと。 
20 「ＮＴＴの別のサービス」は「ナローバンド・サービス」を意味する場合が多いとすると，ナローバン
ドからＡＤＳＬへ移るユーザーはＮＴＴ志向が強いということになる。ユーザーアンケート結果によると，
ナローバンドからＡＤＳＬへの移動ユーザーのうちＮＴＴのＡＤＳＬを選択した割合は５３％，一方，イ
ンターネット接続はＡＤＳＬが初めてという新規ユーザーのうちＮＴＴのＡＤＳＬを選んだのは３９％と
なっていた。ナローバンドからの移動ユーザーの獲得についてＮＴＴが有利であると思われる。 
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ーから高い評価を受けている。アッカネットワークス及びイーアクセスについては，

「ＩＳＰを重視しており回線提供事業者については特に考慮していない」，次いで

「月額利用料が安かったため」が選ばれている。回線提供事業者に特に大きな特徴

がない限り，ユーザーは，既存のＩＳＰが提供可能な回線事業者の中から選ぶとい

う行動を取ることが分かる。また，品質面（速度)・サービス面では，ユーザーは各

事業者に大きな差があるとは認識していない。 

 

図１０  回線提供事業者選択理由（複数回答） 

 

 
出所：ユーザーアンケート（サンプル数 ＮＴＴユーザー４６６，ソフトバンクＢＢユーザー４３４，

アッカネットワークス及びイーアクセスユーザー３４１） 

 

(2) ユーザーによる事業者間の移動とロックイン 

ＡＤＳＬ事業者によるユーザーの獲得は，インターネット接続サービスを全く経

験したことがない新規のユーザーの獲得，ナローバンドユーザーの獲得，ＡＤＳＬ

同業他社のユーザーの獲得，他のブロードバンド・サービスのユーザーの獲得に分

類できるが，現状ではナローバンドからの移動が多い。21 

                                                 
21 ユーザーアンケートにおいて，ＡＤＳＬユーザー１３２３人のうち，新規ユーザー３８１（２８．８％），
ナローバンドからの移動７３２（５５．３％），ＡＤＳＬ他社からの移動１８５（１４．０％），他のブロ
ードバンドからの移動２５（１．９％）であった。 
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0.0%
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他の回線提供事業者よりも月額利用料が安かったため

他の回線提供事業者よりも顧客サービス等の面で優れていたため

他の回線提供事業者よりも回線の品質（実効速度が速い等）がよかったた
め

既にその回線提供事業者の別のサービスを利用していたため

ＩＰ電話で話したい相手がその回線提供事業者を利用していたため

知名度のある回線提供事業者だったため

現在住んでいる地域にはその回線提供事業者しかいなかったため

現在住んでいる集合住宅ではその回線提供事業者を利用することとなって
いたため

パソコンを購入した小売店や友人等から薦められたため

ＩＳＰを重視しており，回線提供事業者については考慮していない

その他

ＮＴＴユーザー ソフトバンクＢＢユーザー アッカネットワークス及びイーアクセスユーザー
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既にインターネット接続サービスを利用しているユーザーが回線の種類，ＩＳＰ

又は回線提供事業者をスイッチする場合にはスイッチングコスト22が発生するが，ナ

ローバンドからの移行ユーザーや新規ユーザーの獲得競争が主体となっている現段

階ではスイッチングコストはあまり大きな問題にはならない。なぜならば，新規ユ

ーザーが加入する際にはスイッチングコストは関係せず，また，ナローバンドユー

ザーがブロードバンドに乗り換える場合には，速度や料金体系に大きな差があるた

めに，スイッチングコストがあるとしてもそれを補って余りあるメリットがあるの

で，スイッチングコストの存在が余り問題にならないからである。23ただし，長期的

には普及度が上昇するにつれて，同業他社間におけるＡＤＳＬユーザーの獲得競争

が大きなウエイトを占めるようになると思われる。このときは，ＡＤＳＬ事業者間

の移動では，速さや料金に（他のブロードバンド回線との比較においてほど）差が

ないので，スイッチングコストがあればより乗換えは起こりにくい。 

実際に，他のＡＤＳＬユーザーを乗り換えさせることを困難にする理由があるか

どうかについて事業者に尋ねたところ，回答があったＡＤＳＬ事業者２８社のうち

１９社（６８％）が競合他社のＡＤＳＬユーザーが自社のＡＤＳＬに乗り換えるこ

とを困難にさせる要因が「ある」と回答している。24 

現在は，市場が成長期にあり，ナローバンドからの移行ユーザーや新規ユーザー

の獲得競争が激しいステージにあると思われるが，ＡＤＳＬ市場が成熟しロックイ

ンされた既存ユーザーだけのマーケットになれば，25スイッチングコストによる競争

の減殺が顕在化する可能性はある。 

 

５ 結語 

 

参入阻害要因である規模の経済性の検証を行った結果，規模の経済性はほとんどない

か，あるいはあってもわずかであることが示された。規模の経済性が働いていない以上，

現在の激しい競争の結果，独占化へ向かう可能性は低く，その観点からの競争政策的介

入の必要性は小さいと考えられる。 

また，価格やシェアの動向をみると，現時点では，新規参入者に牽引される形で競争

が活発に行われているものと思われる。 

また，ＡＤＳＬ内では事業者間の乗換えは行われにくく，長期的にはスイッチングコ

                                                 
22 スイッチングコストについての包括的な議論は第５章を参照のこと。 
23 第５章の分析結果を参照のこと。 
24 具体的には，乗換えを困難にさせる理由としては，メールアドレスの変更，モデムの買替え（借換え），
インターネットを利用できない空白期間の発生などが挙げられている。これらはいずれもスイッチングコ
ストである。 
25 光ファイバーの普及とその価格の低下によりＡＤＳＬユーザーの多くがＦＴＴＨへ移動すると考えられ
るものの，ＡＤＳＬの速度で十分であると感じるユーザーはＡＤＳＬに留まる。ユーザーアンケート調査
結果によると，他のブロードバンド回線の価格が低下しても乗り換えないと回答したＡＤＳＬユーザーは
２割であったことからすると，ある一定のユーザーは，ＡＤＳＬに留まり続けるものと思われる。 
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ストの存在が競争上の問題が生じる素地となるおそれも考えられる。 

なお，ＩＰ電話におけるネットワーク外部性の影響も考慮する必要があるが，それに

ついては後述する（第３章）。 
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第３ ＩＰ電話とネットワーク外部性 

 

１ はじめに 

 

 本章では，第１章において参入を阻害する要因として挙げたネットワーク外部性に

ついて検討する。インターネット接続の利用については，相互接続が完全なのでネッ

トワーク外部性は働かない。ブロードバンド・サービスに関係して，ネットワーク外

部性が働く可能性があるのは，会員同士など一定の通話が無料となるＩＰ電話サービ

スである。ＩＰ電話サービスは，個人利用ではブロードバンド・サービスの付加サー

ビスとして次第に注目を集めつつある新しいサービスである。ＩＰ電話サービスは，

これまでは専らＡＤＳＬの付加サービスとして提供されることが多かったが，他のブ

ロードバンド回線においても広まりつつある。ＩＰ電話サービスにおけるネットワー

ク外部性を考えることは，すべてのブロードバンド回線に関わってくる問題であると

いえる。 

ネットワーク外部性が働く場合，あるユーザーが利用するネットワークに参加する

他のユーザーが増えるほどそのユーザーにとってそのネットワークの価値が高くなる

ことから，１つのネットワークが一人勝ちして独占となる傾向がある。ネットワーク

外部性によって確立された市場支配力は強固であり，それにチャレンジしようする他

の事業者の参入を困難にする。本章では，ＩＰ電話サービスにおいてネットワーク外

部性が働いているのではないか，また，そのことがユーザーのブロードバンド・サー

ビス選択行動になんらかの影響を及ぼしているのではないかという仮説について検証

することを目的とする。 

 ２節では，ＩＰ電話においてネットワーク外部性が働く可能性及びその市場支配力

がブロードバンド・サービスに及ぼす影響についての考え方について整理する。３節

では，ＩＰ電話の概観，４節ではアンケート調査によるＩＰ電話市場におけるネット

ワーク外部性の検証，５節では統計的手法によるＩＰ電話におけるネットワーク外部

性の検証，６節ではブロードバンド・サービスへのＩＰ電話の影響についての考察，

７節で結論を述べる。 

 

２ ＩＰ電話におけるネットワーク外部性 

 

(1) ＩＰ電話とは 

ここで，ＩＰ電話とは，ネットワークの一部又は全部においてＩＰネットワーク

技術を利用して提供する音声電話サービスであり，０５０番号を取得している，あ

るいは取得することが可能なサービスとする。ただし，ＷＷＷ等のアプリケーショ

ンに利用されているものと同じＩＰネットワーク（いわゆるインターネット）を利
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用する，いわゆるインターネット電話は除く。26ＩＰ電話利用開始に当たってはＩＰ

電話機能付のモデムやアダプターの設定が必要になるが，それさえ行えば従来の電

話機をそのまま使うことができる。ＩＰ電話サービスは，発信可能な相手が一部限

定されているなど，その利便性は現時点では従来の固定電話に及ばないが，徐々に

改善される方向にある。通話料は，会員同士あるいは提携先の加入者との通話は無

料である場合が多く，国内の一般加入者との通話や国際電話の場合でも，一般の固

定電話と比較しておおむね低価格である。 

 

(2) ＩＰ電話サービスにおけるネットワーク外部性 

ネットワーク外部性とは，その財・サービスを利用するユーザーが増えるほどそ

のユーザーの効用が高くなるという現象である。27ＩＰ電話は，同じＩＰ電話事業者

（あるいは提携ＩＰ電話事業者）の利用者同士であれば無料通話が可能であるため，

ユーザー数が多い事業者と契約した方が，電話料金をより節約することができるこ

とから，ユーザーの利便性が高い。また，よく通話する相手がＩＰ電話に加入して

いる場合，自分もそのＩＰ電話に加入することにより電話料金が節約できるので，

その相手と同じＩＰ電話に加入しようとする力が働く。このこともネットワーク外

部性であるといえる。ネットワーク外部性には直接的外部性と間接的外部性がある

が，ＩＰ電話において働くのは直接的なネットワーク外部性である。 

ネットワーク外部性が存在する場合，ユーザー数が増えるほど利便性が向上する

ので，さらにユーザーが増え，１つの事業者（あるいはグループ）が一人勝ちする

方向へ向かう力が働く。ひとたび勝負がつくと，その強い市場支配力により，一人

勝ち企業が独占価格を付け超過利潤を享受することが可能になる。技術革新が活発

な市場においては，新技術によって既存の独占企業を乗り越えることも可能である

が，そうでない場合，独占による厚生ロスが発生する可能性が高い。 

ネットワーク外部性により独占が形成され，競争が減退し，その弊害が明らかで

ある場合には，競争政策としての介入が検討されるべきである。28 

 

(3) ＩＰ電話におけるネットワーク外部性とブロードバンド・サービスへの影響 

ＩＰ電話においてネットワーク外部性が強く働き一人勝ちする企業がある場合，

ＩＰ電話を利用するためにはブロードバンドへの加入が基本的に必要であることか

ら，ＩＰ電話における強い市場支配力が，ブロードバンド・サービスにおいても地

                                                 
26 インターネット電話はユーザーがソフトウエアをＰＣ上にインストールして行うもので，事業者の関与
は極めて小さく，極端なケースでは全くなくてもよい。ソフトバンクＢＢのＢＢフォンなどのいわゆるＩ
Ｐ電話サービスとは，ビジネスモデルがはっきり異なっており，ここでは分析の対象外とする。 
27 ネットワーク外部性の考え方については，Rohlfs(１９７４)，Katz and Shapiro(１９９４)などを参照
のこと。 
28 ネットワーク外部性が働く場合の独占禁止法上の対応については，田中・矢﨑・村上（２００３）第１
章を参照のこと。 
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位を拡大する要因となり得る。 

 

３ ＩＰ電話サービス概観 

 

(1) 参入状況 

ＡＤＳＬを使ったＩＰ電話サービスの提供開始時期は，ＢＢフォン（ソフトバン

クＢＢがＡＤＳＬと併せて提供しているＩＰ電話）が２００２年４月であり，また

他の事業者についてはSo-netフォンなど２００３年はじめごろにサービス提供を開

始したものがほとんどである。また最近では，ＣＡＴＶインターネット，ＦＴＴＨ

を使ったブロードバンド・サービスにおいても利用可能となっており，新規参入が

続いている。 

 

(2) 市場構造  

 図１１によれば，２００３年１０月時点でのストックベースで，ＢＢフォンのシ

ェアが７５％と圧倒的に高い。29 

ただし，ブロードバンドユーザーのうちＩＰ電話を利用しているのはまだ１９．

２％にすぎない（ストックベース）（図１２）。また，ユーザーアンケートによれば，

現在ＩＰ電話を利用していないブロードバンドユーザーのうち，ここ１，２年の間

にＩＰ電話を利用する予定である者はわずか１７．４％にとどまっている。ＩＰ電

話の普及はまだ始まったばかりであり，どの程度の広がりをみせるかはＩＰ電話が

どの程度固定電話の代替財となり得るのか30という要因に左右される部分があるた

め，予想は困難であると思われる。31 

ただし，ＩＰ電話が成長市場である場合には今後のシェアの推移は流動的になる

ことが予想され，現時点でのシェアが高いことをもってして，直ちに競争阻害の素

地となると判断できるかどうかという点については注意を要する。 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 ユーザーアンケート回収時点（２００３年１０月）でのＩＰ電話利用者３９８サンプルから事業者別シ
ェアを算出した。その時点でのストックベースのシェアである。 
30ユーザーアンケート結果によると，ＩＰ電話利用により固定電話全体の支出が減少しており，ＩＰ電話は
固定電話と代替的に利用されていると思われる。 
31固定電話に対抗するためにＩＰ電話各社が連携する方向にあるなど，ＩＰ電話の利便性が高まれば，急速
に普及することも考えられる。 
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図１１ 事業者別シェア（２００３年１０月時点ストック） 

ＢＢフォン
75.6%

＠ｎｉｆｔｙフォン
2.0%

ＯＣＮ．フォン
2.8%

Ｓｏ－ｎｅｔフォン
1.0%

ぷららフォン
2.8%

その他
15.8%

 
出所：ユーザーアンケート（サンプル数３９８） 

 
図１２ ブロードバンドユーザーのうちのＩＰ電話利用者割合 

（２００３年１０月時点ストック） 

利用している
19.2%

利用していない
80.8%

 

 

 ＢＢフォンが極めて高いシェアを占めるに至った要因としては，サービスの提供

開始が早かったことによる優位性（ファーストムーバーアドバンテージ），低価格戦

略，32無料キャンペーンや広告宣伝など様々な要因が考えられるが，ここでは，ネッ

トワーク外部性に着目する。 

次節以降，ＩＰ電話にはネットワーク外部性が働いているのではないかという
                                                 
32 ネットワーク外部性が働く場合，独占を達成するまでの段階で極端に価格を下げてシェアを獲得し，圧
倒的に高いシェアに到達した後に価格を引き上げるという戦略的価格設定がみられることがある。ＢＢフ
ォンは，月額基本料金を無料にするなど低価格戦略を採っている。この戦略は，ネットワーク外部性を意
識した戦略的価格設定である可能性もある。 

出所：ユーザーアンケート（サンプル数２０７８） 
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我々の仮説を，アンケート調査と統計的手法という２つの方法により検証した。 

 

４ アンケート調査 

 

 ユーザーアンケート結果について，まず，ＩＰ電話会社を選択した理由をＢＢフォ

ンユーザーとその他のＩＰ電話会社ユーザーに分けて集計した結果が図１３である。 

ＢＢフォンを選択した理由としてはネットワーク外部性を示す「ユーザー数が多い

ことから無料通話できる相手が多いため」を挙げた者が約３割いる（ＢＢフォン以外

のユーザーでは約 1 割）。同様に「電話したい相手がそのＩＰ電話会社を使っていたた

め」の回答数が多い。ＢＢフォンを選んだ他の理由としては「価格の安さ」「キャンペ

ーン」「知名度」「これまで利用してきたＩＳＰだから」などの回答数が多い。33 

一方，ＢＢフォン以外のユーザーについては，半数以上のユーザーが，「これまで利

用してきたＩＳＰが提供しているＩＰ電話だったため」を選択しており，それ以外の

選択率は低い。既存のインターネットユーザーがＩＰ電話事業者を選択する場合，Ｉ

Ｐ電話サービスの内容に大きな差異がないならば，既に利用しているＩＳＰと同じ事

業者を選択するという慣性が働くといえる。 

したがって，最大シェアを持つＢＢフォンを選択する場合，ユーザーはネットワー

ク外部性をある程度意識しているということができる。 

 

図１３  ＩＰ電話会社選択理由（複数回答） 

6.6%

32.2%

30.2%

20.9%

33.2%

2.3%

22.6%

28.9%

4.7%

8.6%

14.4%

10.3%

10.3%

13.4%

16.5%

5.2%

13.4%

55.7%

2.1%

12.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

通話品質が良いため

ユーザー数が多いことから､無料通話ができる相手が多いため

固定電話・携帯電話にかけたときの通話料が他のＩＰ電話会社より安いため

電話したい相手がそのＩＰ電話会社を使っていたため

導入時の無料キャンペーン期間が長かったため

顧客サービス・対応が良かったため

知名度のある事業者だったため

これまで利用してきたＩＳＰが提供しているＩＰ電話だったため

現在住んでいる地域で利用可能なＩＰ電話会社はその会社しかないため

その他

ＢＢフォンユーザー その他ユーザー

 
 出所：ユーザーアンケート（サンプル数 ＢＢフォンユーザー３０１，その他ユーザー９７） 

                                                 
33 最も重要な理由を選んでもらう単一選択の結果は，ＢＢフォンユーザーでは「これまで利用してきたＩ
ＳＰが提供しているから」２２．６％，「通話料の安さ」１８．９％，「無料通話ができる相手が多い」１
５．６％，その他のユーザーについては「これまで利用してきたＩＳＰが提供しているから」５１．５％
となっている。 
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また，それと同時に，「ＩＰ電話加入時に加入者数を考慮したか」との問いに対して

は，ＩＰ電話ユーザー（３９８）の３７％が「考慮した」と回答している（図１４）。

さらに，加入者数を考慮したといっても，無料通話相手が多いという意味で考慮して

いるとは限らない。例えば，加入者数が多ければその事業者の経営が安定していると

考えるがゆえに，その事業者を選択しているユーザーがいるかもしれない。そこで，

加入者数を考慮した理由についても尋ねた。その結果，ＩＰ電話加入時に加入者数を

考慮したユーザー（１４６）のうち，６８％が加入者数を考慮した理由として「ユー

ザー数が多ければ，無料通話ができる相手が多いと考えられるため」と回答している

（図１５）。 

以上のとおり，ユーザーアンケートからは，ユーザーはＩＰ電話を選択する際にネ

ットワーク外部性を意識しているということを示唆する結果が得られた。 

 

図１４  ＩＰ電話加入時に加入者数を考慮したか 

考慮した
36.7%

考慮しなかった
62.6%

その他
0.8%

 

出所：ユーザーアンケート（サンプル数３９８） 

 

図１５ ＩＰ電話事業者の加入者数を考慮した理由 

21.9%

9.6%

68.5%

ユーザー数が多ければ，経営状況について信
頼できるため

ユーザー数が多ければ，営業所が多く，顧客
サービスが充実していると考えられるため

ユーザー数が多ければ，無料通話ができる相
手が多いと考えらえるため

 出所：ユーザーアンケート（サンプル数１４６） 
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一方，事業者アンケートの結果によると，事業者は，ＩＰ電話事業の拡大において

加入者数は重要な要因であると考えてはいるものの（図１６），現在最大のシェアを持

つ事業者のシェアが増えつづけるとは必ずしも考えていない（図１７）。その理由とし

ては，２位以下の事業者が互いに連携して相互通話を無料化すれば対抗できると考え

ているという結果（図１８）が得られた。34したがって，他の事業者が，首位企業に対

抗する余地は十分にあると考えられる。 

 

図１６  加入者数は重要な要因か 

重要な要因である
86.2%

それほど重要な要因で
はない
3.4%

多少有利であろうが，
重要な要因ではない

10.3%

  

出所：事業者アンケート（サンプル数５８） 

図１７  最大シェアの事業者のシェアが増えるか 

増える
32.1%

増えるとは限らない
67.9%

 

出所：事業者アンケート（サンプル数５６） 

                                                 
34ＩＰ電話に未加入の既存のブロードバンドユーザーを潜在的なＩＰ電話ユーザーであると考えると，提携
グループのＩＰ電話加入者数がＢＢフォンユーザー数を圧倒することは可能である。  
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図１８  最大シェアの事業者のシェアが増えると思わない理由（複数回答） 

 

13.2%

65.8%

7.9%

26.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

その他

2位以下の事業者が互いに連携して相互通話を無料化
すれば対抗できるため

IP電話自体が重要なサービスになるとは思えないため

IP電話以外でも，他のサービスで対抗できるため

 

出所：事業者アンケート（サンプル数３８） 

 

５ ロジットモデルによる検証 

 

次に，統計的手法によってネットワーク外部性を検証することとする。ネットワー

ク外部性は，既に様々な統計的手法により検証されてきた。 

ネットワーク外部性検証の代表的な統計的手法に，ヘドニックプライスモデルがあ

る。35ただし，ヘドニックプライスモデルは，既に競争が決着した状態においてユーザ

ーのネットワーク外部性に対する評価を検証するために有益な手法であり，まだ市場

が立ち上がったばかりで，今後の拡張が見込まれる現段階のＩＰ電話には，適切な手

法であるとはいえない。ヘドニックプライスモデルの他にＶＡＲ（Vector auto 

regression）も使われることがある。ここでは，ユーザーアンケートによりユーザー

各人の選好についての個票データがあることから，ロジットモデル（Conditional logit 

model）を採用することとする。36 

 

 

 

                                                 
35 ヘドニックプライスモデルを使ってネットワーク外部性を検証した先行研究に，Brynjolfsson and 
Kemerer（１９９６）, Gandal（１９９４），田中・矢崎・村上（２００３）などがある。 
36 Conditional logit modelによってネットワーク外部性を検証した先行研究に Tanaka and Murakami （２
００３）がある。Nested logit model を使ってネットワーク外部性を検証した先行研究に，Park （２０
０３），Ohashi （２００３），Rysman （２００３），Tanaka and Murakami（２００３），Yasaki and Murakami 
（２００３）などがある。 
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(1) モデル37 

個人 i がＩＰ電話サービスｊを選択する確率 Pij 及び個人のサービスｊに対する効

用 vij は以下のように表せる。 

jjjjiJ

k
ik

ij
ij NUpXv

v

v
P γαβ +−==

∑
=

　　　,
)exp(

)exp(

1

 

選択肢 j は，ＢＢフォンを含む４種類のＩＰ電話である。38また，Xj はＩＰ電話サ

ービス j の機能変数である。この場合，例えば，各ＩＰ電話サービスの品質，サービ

スや対応の良さなどを機能変数として加えることが望ましいが，そうした機能変数

を得ることができなかった。pj はＩＰ電話サービス j の価格，NUj はＩＰ電話サービ

ス j の一期前39の無料通話可能ユーザー数40である。最尤法によりパラメーターα，

β，γ を推定する。説明変数 NUj の係数γ が有意に正であれば，無料通話可能ユー

ザー数が多いＩＰ電話サービスほど選ばれやすくなるという関係があることとなり，

そのことはネットワーク外部性の存在を示唆するものである。 

 

(2) データセット 

説明変数 

ＩＰ電話料金 月額基本料＋一般通話の場合の通話料 

１期前の無料通話可能ユーザー数（月次）41  

 

(3) 推定結果 

表３ 推定結果 

説明変数 係数 ｔ値 

価格 -6.65E-04 0.89 

無料通話可能ユーザー数 8.23E-07 3.18** 

Log likelihood=-73.1234  n=89 
**５％水準で有意 

 

                                                 
37 Conditional logit model については，MacFadden （１９７４），Amemiya （１９８５）を参照のこと。 
38 必要なデータが入手可能であったのは，４つのＩＰ電話のみであった。サンプルを，その４つのＩＰ電
話がすべて利用可能な状態にあったユーザーの個票のみに限定すると，結果として，標本数は８９となっ
た。調査時点では，十分なサンプル数の確保は困難であった。 
39 １期（この場合は１か月）ラグ付きとしたのは，ユーザーは今期ではなく前期のシェアを認識している
と考えられるためである。もっとも，それが１期前なのかあるいは２期前なのかということについては別
途検討を要するが，この場合はデータ上の制約から１期前（１か月前）とした。また，このことにより，
同時性の問題を最低限クリアしている。 
40相手が無料通話可能であるためには，同じＩＳＰ（あるいは，提携しているＩＳＰ）に加盟しており，か
つ同じＶｏＩＰ基盤を使っていることを要する。同じＩＳＰに加入していても相手と自分のＶｏＩＰ基盤
が異なる場合には，無料通話はできない。 
41 事業者アンケートによって入手した月次データを用いた。 
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価格については，係数は負であったが有意ではなかった。無料通話可能ユーザー

数については，それが多いＩＰ電話ほど選ばれるという結果が得られた（５％有意）。

この結果は，ＩＰ電話サービスにおいてネットワーク外部性が存在することを示唆

するものであるという解釈が可能である。ただし，ＩＰ電話サービスは，まだデー

タの蓄積が浅く，ここでの分析も十分なデータに基づくものではない。極めて暫定

的な結論である。 

 

６ ＩＰ電話とブロードバンド・サービス 

 

ＩＰ電話におけるネットワーク外部性による市場支配力がブロードバンド・サービ

スあるいはＩＳＰに影響を与え得るということについては先に述べたが，調査時点に

おいて，その可能性がどの程度であるのかという点について，ユーザーアンケートと

事業者アンケートの結果を用いてみてみることとする。 

 

(1) ＩＰ電話と回線提供事業者及びＩＳＰの選択 

 ユーザーが回線提供事業者あるいはＩＳＰを選択する際に，ＩＰ電話サービスの

利便性をどの程度考慮に入れているのかということを，ユーザーアンケートにより

みてみることとする。 

ＡＤＳＬユーザーが回線提供事業者を選択する際の理由について集計した結果42

（複数回答）が図１９である。 

「ＩＰ電話で話したい相手がその回線提供事業者を利用していたため」を選択し

たのは，ソフトバンクＢＢユーザーについては１８．５％，その他の回線提供事業

者ユーザーでは２．１％であった。ソフトバンクＢＢユーザーが，他の回線提供事

業者ユーザーに比べてＩＰ電話サービスを意識しているという結果についてはこれ

までの結果とも整合的である。ただし，選択理由としては，価格や知名度など有力

な理由が他にもあることから，現時点では，ＩＰ電話サービスの利便性がユーザー

の回線提供事業者選択行動を左右するような極めて大きな影響を及ぼしているとま

ではいえないと思われる。 

同様に，ＡＤＳＬユーザーがＩＳＰを選択する際に，ＩＰ電話サービスの利便性

をどの程度考慮したかについてユーザーアンケートを集計した結果（複数回答）で

も，ヤフーユーザーとその他ＩＳＰユーザーとでは，ＩＰ電話を意識したかどうか

に歴然とした差があるものの（「ＩＰ電話で話したい相手がそのＩＳＰを利用してい

るため」を選んだのはヤフーユーザー１９．３％，その他ＩＳＰのユーザー０．８％），

現時点では，ＩＰ電話がユーザーのＩＳＰ選択行動に特に大きな影響を与えている
                                                 
42 ＢＢフォンの提供が開始された２００２年４月以降に新規加入したユーザーのみについて集計している。
この作業により，ＡＤＳＬ加入時にＩＰ電話を考慮することができたユーザーの回答に限定することを意
図している。 
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とまではいえないと思われる。 

 

図１９ ＡＤＳＬ事業者選択理由（複数回答）（２００２年４月以降加入者のみ） 

78.4%

10.8%

10.8%

3.5%

18.5%

22.8%

6.2%

0.0%

11.2%

5.0%

3.9%

26.9%

13.9%

13.4%

20.8%

2.1%

32.4%

15.3%

1.1%

7.8%

21.4%

6.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

他の回線提供事業者より月額利用料が安かったため

他の回線提供事業者より顧客サービスなどの面で優れていたため

他の回線提供事業者より回線の品質（実効速度が速い等）がよかったた
め

既にその回線提供事業者の別のサービスを利用していたため

ＩＰ電話で話したい相手がその回線提供事業者を利用していたため

知名度のある回線提供事業者だったため

現在住んでいる地域には､その回線提供事業者しかいなかったため

現在住んでいる集合住宅では､その回線提供事業者を利用することになっ
ていたため

パソコンを購入した小売店や友人等から薦められたため

ＩＳＰを重視しており､回線提供事業者については､考慮していない

その他

ソフトバンクＢＢユーザー その他ユーザー
 

出所：ユーザーアンケート（サンプル数 ソフトバンクＢＢユーザー４４３， 
その他ユーザー７６７） 

 

(2) ＩＰ電話サービスとＩＳＰのスイッチ 

上記(1)では，ブロードバンド・サービスとＩＰ電話の加入が同時である場合にＩ

Ｐ電話がユーザーのブロードバンド・サービス選択行動に与える影響をみたが，既

にブロードバンド・サービスに加入していて，後からＩＰ電話に加入する場合に，

ＩＰ電話が，既に利用しているＩＳＰの選択に与える影響をみることにする。ユー

ザーアンケートにおいて，ＩＰ電話加入時にＩＳＰを変更したかどうかについての

設問を設けたところ，ＩＰ電話利用開始に伴い，約３割のユーザーがＩＳＰを変更

し（図２０），そのうちの９割がヤフーへ移動していることから（図２１），ＢＢフ

ォンは既存のインターネット接続ユーザーのＩＳＰをヤフーに乗り換えさせる一定

の力を持っているといえる。 
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図２０ ＩＰ電話加入時のＩＳＰの変更 

変更した
32.7%

変更しなかった
67.3%

 

出所：ユーザーアンケート（サンプル数３９８） 

 

図２１ ＩＳＰ変更後の新ＩＳＰ 

 

出所：ユーザーアンケート（サンプル数１３０） 

 

(3) ＩＰ電話サービスの提供とブロードバンド会員獲得 

また，ＩＰ電話サービス事業への参入理由を尋ねた事業者アンケート結果によれ

ば，回答した５６社のうちの７割弱が「ブロードバンド接続会員獲得のため」を挙

げており，事業者は，ＩＰ電話サービスの提供がブロードバンド会員獲得のための

一定の牽引力となり得ると考えているということができる（図２２）。 

 

ヤフー
88.5%

その他
11.5%
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図２２ ＩＰ電話サービス事業への参入理由（複数回答） 

66.1%

62.5%

7.1%

8.9%

14.3%

3.6%

1.8%

0.0%

57.1%

12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ブロードバンドでのインターネット接続会員の獲得のため

ブロードバンド化に伴い普及することが予想されたため

収益が見込まれたため

加入者が増加傾向にあったため

参入に要するコストが低いため

制度上の規制が無い，又は，少ないため

既存のＩＰ電話事業者の数が少なかったため

既存のＩＰ電話事業者の料金が高かったため，それらの事業者
に対抗できると考えたため

他のＩＳＰが導入を進めており，対抗上参入する必要があった
ため

その他

 
出所：事業者アンケート（サンプル数５６社） 

 

７ 結語 

 

 アンケート結果から，ユーザーはＩＰ電話におけるネットワーク外部性を意識して

いることが示された。また，事業者もそのことを認識していることが分かった。さら

に，統計的手法による分析結果からも，暫定的ではあるものの，ＩＰ電話においてネ

ットワーク外部性が働いていることを示唆する結果が得られた。 

また，ＩＰ電話サービスにおけるネットワーク外部性の効果がブロードバンド・サ

ービスに及ぼす影響については，ＩＰ電話がユーザーのブロードバンド・サービスの

選択に一定の影響力を持つことは認められる。 

ただし，ネットワーク外部性の大きさが競争を大きく減殺するほどであるかという

と，そこまでの結果は得られていない。なにより，ＩＰ電話サービスはまだ立ち上が

って間もなく，現在拡張期にあることを考えると，他事業者の挑戦の余地は十分にあ

ると考えるべきである。現時点では，ネットワーク外部性がすぐ問題になるというわ

けではなく，無料通話の相互接続を義務付けるような政策的介入は不要であると考え

られる。ただし，今後も十分に注視していく必要がある。 
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第４ 市場間競争43  

 

１ 市場間競争の意義 

 

これまでの章では，ＡＤＳＬ，ＣＡＴＶインターネット，ＦＴＴＨのうち，特に市

場規模が最も大きいＡＤＳＬに特に焦点を当ててきた。ＡＤＳＬに関する限り，規模

の経済性もＩＰ電話のネットワーク外部性も現状ではそれほど深刻ではなく，それら

の観点から措置を発動するほどではないという結果が得られている。一方，ＣＡＴＶ

インターネットは事実上地域独占であることが多い。また，ＦＴＴＨはデータ不足で

分析できていない。ここまでの分析は，ブロードバンド・サービスの中でＡＤＳＬが

競争的であることを示したにとどまり，他の２つについては手つかずのままで残って

いる。 

しかしながら，ＡＤＳＬ，ＣＡＴＶインターネット及びＦＴＴＨの市場間競争が十

分であれば，問題は大幅に軽減される。なぜなら，例えＣＡＴＶインターネットが地

域独占であっても，インターネットアクセスに関してＡＤＳＬとの競争にさらされて

いれば，ＡＤＳＬに対抗するために価格を引き下げざるを得ず，すなわち，競争は働

いていることになるからである。ＦＴＴＨについても同様にＡＤＳＬとの競争にさら

され得る。このように市場間競争が十分であれば，どこか１つの市場で競争が働いて

いれば他の市場でも競争が働くので，他市場のことは考える必要性は低下する。44 特

にＡＤＳＬは最大市場であるから影響は大きいはずで，ＡＤＳＬで競争が活発なら他

市場のことは考えなくてもよいとさえいえるかもしれない。 

では，果たして市場間競争は十分であろうか。これはユーザーが，ＡＤＳＬ，ＣＡ

ＴＶインターネット及びＦＴＴＨをどれくらい代替的サービスとみているかで決まる。

ユーザーが，これらをインターネットに高速にアクセスする手段として代替的にみて

いるとすれば，ユーザーは価格に反応して容易に市場間を移動するため，市場間競争

があることになる。このとき，３つの市場は，ユーザーからみれば「高速インターネ

ットアクセスサービス」とでも呼ぶべきサービスのメニューの差に過ぎない。すなわ

ち，ユーザーの側からすれば１つの市場であることになる。現実にそこまでの代替性

が見出せるだろうか。本章ではこの点を検討する。 

まず，２節では素朴なアンケート結果とともに，代替性の度合いを検討する。３節で

はロジットモデルを使って交差弾力性を調べ，第４節では入れ子型ロジットモデル

（Nested logit model）を使って市場の画定が可能かどうかを検討する。第５節はこれ

らを踏まえての考察に充てられる。結論として，ＡＤＳＬ,ＦＴＴＨ及びＣＡＴＶイン

ターネットの間の代替の強弱について明示的なことはいえないが，少なくとも，これら
                                                 
43 本章については，京都大学の依田研究室より有益な示唆を受けた。 
44 このように言い切るためには，供給側にある程度の同質性が必要である。特に重要なのは技術機会（技
術革新の可能性）に違いが無いことである。この点は後述する。 
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３つを異なる市場として分けることを積極的に支持する結果は得られなかった。ヒアリ

ング調査の結果も踏まえると，暫定的結論としては，これら３つの市場間の競争はある

程度働いていると思われる。 

 

２ アンケート結果 

 

まず，素朴な方法として，事業者アンケート及びユーザーアンケートで，現在提供

中あるいは利用中のアクセス方法のライバルとなるアクセス方法を尋ねた。 

事業者に対して尋ねた結果が図２３である。各事業者に対して，価格が下がってく

れば第一の競合相手になり得るアクセス方法は何かを尋ねた結果を表示した。(i)がＡ

ＤＳＬ事業者に聞いた場合である。図の読み方はＡＤＳＬ事業者の中でＦＴＴＨが競

争相手になると答えた事業者が１３社おり，ＣＡＴＶインターネットが競争相手にな

ると答えた事業者が５社，そしてＩＳＤＮが競争相手になると答えた事業者が１社で

あったことを示している。(ii)はＦＴＴＨ事業者に尋ねた場合で，６社すべてが競合

するのはＡＤＳＬと答えている。(iii)のＣＡＴＶインターネット事業者に聞いた場合

でもＡＤＳＬが圧倒的に多い。 

図２３ 事業者のみた競合するアクセス方法（縦軸は企業数） 

(i)ＡＤＳＬ事業者からみた競合するアクセス方法 
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 (ii)ＦＴＴＨ事業者からみた競合するアクセス方法 
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出所：事業者アンケート（サンプル数１９社） 

出所：事業者アンケート（サンプル数６社） 
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(iii)ＣＡＴＶインターネット事業者からみた競合するアクセス方法 
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出所：事業者アンケート（サンプル数１５１社） 

 

この図からまず分かるのは，ナローバンドであるＩＳＤＮを競争相手とみている事

業者はほとんどいないという事実である。ナローバンドとの競争がほとんど意識され

ていないことからみて，ナローバンドとブロードバンドの間の代替性は低いとみるべ

きである。すなわち，ナローバンドとブロードバンドは別の市場である。 

ブロードバンドはブロードバンド同士で競合している。競合の仕方は，まずＡＤＳ

ＬとＦＴＴＨが互いに第一の競争相手とみて戦っている。もっとも，事業者アンケー

トでは「競合するサービスは無い」という選択肢を設けていなかったため，速度の最

も大きいＦＴＴＨ事業者の回答の見方には一定の留保が必要である。また，ＣＡＴＶ

インターネットはＡＤＳＬとの競合を意識している。 

 

図２４ 事業者からみた競合関係 

 

 

                                矢印の意味 

                       Ａ     Ｂ  

                          ＡがＢを競合事業者とみなしている 

  

ここで，ＡＤＳＬ事業者が，速度がほぼ等しいＣＡＴＶインターネットをライバル

とみておらず，ＦＴＴＨをライバルとみているということは注目に値する。もし，Ａ

ＤＳＬとＣＡＴＶインターネットがそれぞれＦＴＴＨではなく互いに相手をライバル

視しているのであれば，速度によってブロードバンド・サービスは複数の市場に分け

られているという解釈が可能である。しかし，ＡＤＳＬはＦＴＴＨをライバルとみな

しており，そのような「速度による市場の分割」という解釈に疑問を投げかける結果

になっている。 

なお，事業者に対しては，どれくらいの価格差を付ければ競争相手に対抗できるか

ＡＤＳＬ 

ＦＴＴＨ 

ＣＡＴＶ
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も尋ねた。棒グラフの下の書き込みがそれである。例えば，（i）でいえば，ＡＤＳＬ

事業者は，ＦＴＴＨに対しては月額利用料金が平均値で１９３３円安ければ対抗でき

ると回答したこと示している。同様にＣＡＴＶインターネットに対しては８３３円安

ければ対抗できると答えている。価格差は最高でも２０００円程度である。これにつ

いては，実際の価格差もＡＤＳＬとＦＴＴＨの価格差が最大で２０００円程度である

ので，実態と合致している。45 

次に，ユーザーアンケートの結果をまとめたものが図２５である。ユーザーには，

料金が下がってくれば乗り換えたいアクセス方法は何かを尋ねた。（i）はＡＤＳＬユ

ーザーの場合で，半数のユーザーがＦＴＴＨを乗換え候補と考えている。ここは事業

者アンケートと整合的である。（ii）はＦＴＴＨユーザーであるが，６割を超えるユー

ザーが乗換えを予定していない。ここで，「特にない」とは，この「価格が下がれば乗

り換えたい他のアクセス方法がありますか」との問いに対して，乗換えの予定はない

と答えた者である。ＦＴＴＨにおいてこれが圧倒的である理由は，ＦＴＴＨはブロー

ドバンドの中では速度が最も速いためと考えられる。ただし，事業者アンケートでは

ＦＴＴＨ事業者はＡＤＳＬを競合事業者と答えており，整合的ではない。46（iii）は

ＣＡＴＶインターネットユーザーで，ＦＴＴＨを乗換え候補とみており，これも事業

者アンケートの結果と整合的でない。 

 

図２５ ユーザーが料金が下がれば乗換えを考えるアクセス方法 

(i)ＡＤＳＬユーザーが乗換えを考えるアクセス方法 
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45 ちなみに，事業者間で整合性が取れていない（例えば，ＡＤＳＬとＣＡＴＶインターネットは互いに相
手より安くしないと対抗できないと答えている）理由は，スイッチングコストのためと考えられる。この
問いは，既存ユーザーを変えさせるかためか，新規ユーザーを取るためかを特定化しなかったため，スイ
ッチングコストが混入した可能性が高い。スイッチングコストについては第５章を参照のこと。 
46 ただ，事業者アンケートでは「競合するサービスは無い」という選択肢を設けなかったため，そのまま
比較することに無理はある。 

出所：ユーザーアンケート（サンプル数１３２３） 



38 

(ii)ＦＴＴＨユーザーが乗換えを考えるアクセス方法 
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出所：ユーザーアンケート（サンプル数３４０） 

 

 (iii)ＣＡＴＶインターネットユーザーが乗換えを考えるアクセス方法 
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出所：ユーザーアンケート（サンプル数３８５） 

 

図２６ ユーザーからみた競合関係 

 

                          矢印の意味 

                     Ａ     Ｂ 

                         ＡがＢを乗換え候補とみなしている 

 

 

これらの不整合は，なぜ生じたのであろうか。１つの仮説として，ユーザーの行動

特性が考えられる。まず，ブロードバンドとしてユーザーが望む通信速度はユーザー

が見たいコンテンツで決まり，現在はそれがＡＤＳＬやＣＡＴＶインターネットの速

ＡＤＳＬ 

ＦＴＴＨ 

ＣＡＴＶ
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度帯であると考えられる。そもそも，ユーザーが消費したいと思うのは速度そのもの

ではなく，その速度で見られるコンテンツである。そして現在，ネット上で提供され

ているコンテンツは，静止画，音楽又は簡単な動画が主であり，ＡＤＳＬ程度の速度

（実効で３Ｍｂｐｓ前後）で十分である。この速度帯であればＡＤＳＬとＦＴＴＨは

代替サービスになり得る。すなわち新規にブロードバンドを利用したいユーザーは，

ＡＤＳＬとＦＴＴＨの間で迷うことになる。事業者アンケートで，事業者がＡＤＳＬ

とＦＴＴＨを互いに競合するサービスと答えているのは，このためであるとも考えら

れる。 

しかし，いったんアクセス方法を選んでしまった後で，次に利用したいアクセス方

法は何かと問われた場合，ユーザーは現時点で利用するコンテンツを超えるコンテン

ツ，すなわち長編動画とか滑らかなテレビ電話などを想定する可能性がある。アンケ

ートでは，「料金が下がったら利用してみたいブロードバンド回線」は何かと尋ねた。

この問いに対しては，同じ通信速度であるが料金が安ければそちらに移りたいものを

発想するよりは，今より一段上の速度のサービスへ移ることを発想するということで

ある。47ＡＤＳＬとＣＡＴＶインターネットのユーザーが共に，乗換え対象としてＦＴ

ＴＨを挙げているのはこのためと考えられる。また，こう考えると，ＦＴＴＨユーザ

ーが料金が下がってもＡＤＳＬやＣＡＴＶインターネットに乗り換える予定はないと

答えているのも，自然に理解できる。 

ここで，全体を通してみると，ブロードバンド３種のアクセスの中に明瞭な区分け

が見出せないように思われる。図２３で，事業者が答えた対抗できる価格差が最大で

も２０００円以下であることを思い起こされたい。この値は最大値であり，さらに，

スイッチングコストも含まれていると考えられるので，実際の価格差の平均値はもっ

と低いはずである。仮に大まかに半分とすれば１０００円程度になるが，これはブロ

ードバンドの平均的な利用料金（５０００円程度）と比較してそれほど大きな値では

ない。また，図２５のユーザーアンケートでは，ＡＤＳＬユーザーもＣＡＴＶインタ

ーネットユーザーも，価格が下がれば乗り換えたい候補はＦＴＴＨとしており，それ

ぞれアクセス方法の間を価格次第で動くようにみえる。 

比較のために，同じ調査を自動車に関して行い，選択肢として４ドアセダン，ＲＶ

車及びトラックを用意したとしよう。４ドアセダンのメーカーに対し競合する車種と

対抗できる価格差を尋ねたとすると，ＲＶ車を挙げ，３割安など何がしかの価格差を

答えるであろう。しかし，トラックに対抗する価格差を尋ねても，そもそも意味を成

さない問であり，強いて言えば法外な価格差を書かざるを得ないだろう。48 ユーザー

からみても，セダン車のユーザーが，安いＲＶ車があれば次はＲＶ車にしたいと答え

                                                 
47 この点はアンケートの設計上のミスともいえる。 
48 「４ドアセダンのユーザーをトラックに乗り換えさせないために（あるいは，逆にトラックユーザーを
セダン車に乗り換えさせるために），どれくらいセダン車とトラックに価格差を付ければよいか」という問
を行うことは意味を成さないであろう。 
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ることはあり得ても，安いトラックがあれば買い換えたいというユーザーはいそうに

ない。すなわち，図２７のように，メーカーに聞いてもユーザーに聞いても競合関係

は一致し，かつ双方向的になる。この場合はセダン車とＲＶ車が代替的で同じ市場で

あり，トラックがそれらとは異なる市場といってよいだろう。 

 

図２７ 自動車についての競合関係（仮想例） 

 

       メーカーの見解           ユーザーの見解 

 

 

 

 

 

しかしながら，ブロードバンド・サービスではそのようなきれいな区分けが生じて

いない。既に出た図をまとめると図２８のようになる。この図から，市場を切り分け

ることは困難である。 

 

図２８ 競合関係のまとめ 

 

   事業者の見解          既存ユーザーの見解 

 

 

 

 

 

 強いて市場をグループ化して切り分けるとすると，２つの方法が考えられる。１つ

は事業者アンケートで互いにライバルとみなされているＡＤＳＬとＦＴＴＨを１つの

市場にまとめる方法である。ＣＡＴＶインターネットを切り離す理由としてはＣＡＴ

Ｖインターネットがテレビ放送を伴う複合財であることが挙げられる｡もう１つの切

り分けは，ＣＡＴＶインターネットとＡＤＳＬを１つにまとめ，ＦＴＴＨを別市場と

する方法である。ＦＴＴＨを切り離す理由は，通信速度帯が異なるからであり，上の

図でいえばユーザーアンケートでＦＴＴＨから矢印が出ていないこと，すなわち，Ｆ

ＴＴＨがユーザー選択の最終地点になっている点がその理由である。 

しかし，このような切り分けは強引であり，すぐに疑問や反論が示せる。自動車で

の仮想例ほどの説得力はない。より素直な解釈は，３つのアクセス方法は切り分ける

ことはできず，代替的であるという解釈である。すなわち，現在の主要なコンテンツ
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向けの速度はＡＤＳＬ程度で十分であり，この速度帯（３Ｍｂｐｓ前後）に関する限

りは３つのアクセス方法は代替的であり，したがって，市場間競争はあるという解釈

である。将来はともかくとして，現時点で３つのアクセス方法をグループに切り分け

る根拠は乏しい。以上をまとめると，事業者アンケート及びユーザーアンケートで競

合するサービスを尋ねた結果から，ブロードバンド・サービスをさらに分けて市場を

画定することは難しいということである。 

 

３ 交差弾力性 

 

ユーザーが複数のサービスをどれくらい代替的にみているかは，通常は需要の交差

弾力性で測られる。49しかし，交差弾力性を測定するためには，複数の市場の需要供給

曲線を同時推定しなければならないので，相当の量のデータが必要となる。不幸にし

てブロードバンド・サービスはまだ立ち上がってから日が浅いため，十分なデータが

得られない。ＦＴＴＨの月次ユーザー数や，ＡＤＳＬ,ＦＴＴＨ,ＣＡＴＶインターネ

ットそれぞれのコスト変数の月次データなど入手が難しいものが多い。そこで，代替

的な方法として，ユーザーアンケートからロジットモデルを使って，交差弾力性を推

定する。ロジットモデルは個人の効用関数にかなり強い仮定を置くが，その代わり個々

人の選択行動から需要関数を推定することが可能になる。50ただし，この方法で推定し

た弾力性が，通常の時系列データを使った需要供給曲線推定で得た弾力性と近い値に

なるかどうかはまだ分からない。その意味で，推定手法上，検討すべき課題は残って

いるが，ここでは代替的な手法としてこのロジット推定を適用してみる。なお，同じ

ようにロジットモデルでブロードバンドでの価格弾力性を推定した例として，

Rappoport, et al. (２００１)，Crandall, et al. (２００２)，依田・黒田（２００４）

がある。 

ロジットモデル（Conditional Logit model）では個人 i がアクセス方法 j を選ぶ確

率を Pij とすると Pij は次式で与えられる。 
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)exp(

)exp(
  ijijij pspeedv βα += )ln(  

           j=1,2,3 (1:ＡＤＳＬ, 2:ＦＴＴＨ, 3:ＣＡＴＶインターネット) 

 

                                                 
49企業結合の審査の際には，市場の画定に交差弾力性ではなく自己弾力性が使われることがある（米国１９
９２企業結合ガイドライン）。ただし，代替性をより直接的に測れるのは交差弾力性の方であろう。 
50 個人の効用が extreme value distribution という分布をするという仮定を置く。この仮定は，個人の相
対的な選択確率が，選択肢の追加によっては変わらないという仮定（IIA，Independence of Irrelevant 
Alternatives）と同義である。  
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ここで，v ij は個人 i がサービス j を利用する時の効用水準を表す。効用は速度が速い

ほど高くなるから α>0，価格が安いほど高くなるから β<0 が期待される。この効用 v ij

を元にして，個人 i がアクセス方法 j を採用する確率は，上の Pij の式で与えられる。ア

クセス方法 j の速度が速いほど（speedij），価格が安いほど(pij)，そのアクセス方法がそ

の個人 i に採用される確率が高くなる。分母には他のアクセス方法の効用 v ik が来るの

で，そこに含まれる価格 pikで微分することでサービス k からサービス j への交差弾力

性を計算できる。なお，推定対象はブロードバンド３種に絞った。51 

確率は市場で観察される場合はシェアとみなせるので，これは一種の需要関数とみ

ることができる。入手データがシェアだけの場合は供給曲線も合わせて同時推定する

ことになるが，我々はユーザーアンケート調査で個々人のデータを持っているので，

この確率を直接計算できる。ここから最尤法を使って係数を推定する。なお，ユーザ

ーの住んでいる場所によってはすべてのアクセス方法が利用可能とは限らない。そこ

ですべてのアクセス方法が利用可能なユーザーにサンプルを絞った（サンプル数１５

５３）。 

  使用した変数の詳細は以下のとおりである。 

speedij  個人 i が直面するアクセス方法 j の速度である。単位はＫｂｐｓである。ア

クセス方法の速度はその個人の環境（ＡＤＳＬならＮＴＴ局舎からの距離，ＣＡＴＶ

インターネットやＦＴＴＨなら同時に視聴・利用するユーザーの数）に依存する。個

人 i が現在使用中のアクセス方法の速度は，その個人には既知である。しかし，個人 i

が使用していないアクセス方法の速度は未知であり，知る方法がない。そこで，ここ

では今回のアンケートで得た平均速度を使った。この計算方法は次のような仮定を行

ったことを意味する。ユーザーは彼が選んだアクセス方法の速度については十分調べ

てから選んでいるが，それ以外のアクセス方法の速度については市場での平均的な値

を参考にしている。この仮定は問題があるかもしれないが近似として採用する。なお，

速度には名目速度と実効速度（速度測定サイトで測定）があるが，どちらを使っても

価格弾力性の値はあまり変わりはなかった。ただ，当てはまりなど他の部分では名目

値の方が良い結果を出したので，ここでは名目値を使った結果を記す。52 

なお，推定にあたっては速度の自然対数をつかった。これは，ユーザーの速度への

評価が絶対水準（例えば１００Ｋｂｐｓの差）ではなく，相対的比率（２倍，３倍）

という形で行われていると仮定することである。すなわち，６４Ｋｂｐｓà６４０Ｋｂ

ｐｓとなることと，１Ｍｂｐｓà１０Ｍｂｐｓになることは速度が１０倍になるという

意味で，ほぼ同じ効用増をもたらすと仮定する。なお，結果として，対数を取った方

                                                 
51 ナローバンドも含めると，ナローバンドとブロードバンドはサービスの性質が異なるので，後述するよ
うに Nested logit model で推定する必要性が出てくる。 
52 名目値の方が結果が良いのは，ユーザーにとって実際に利用するまで実効速度が分からないからと考え
られる。利用開始後には気付くが，スイッチングコストがあればユーザーはすぐには動けないので，名目
値で選んだ結果がそのまま残ることになる。 
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が当てはまりも良かった。 

pij  個人 i が直面するアクセス方法 j の月額利用料金である。単位は１０００円であ

る。これも個人によって異なり得る。なぜなら個人 i が利用可能な事業者が個人ごとに

異なるからである。ＣＡＴＶインターネット事業者は地域ごとに異なるし，ＡＤＳＬ，

ＦＴＴＨにおいてもすべての事業者が全国展開しているわけではない。そこで，速度

と同じ仮定をおいた。すなわち，個人 i が現在利用しているアクセス方法については，

実際の月額利用料金を使い，それ以外のアクセス方法についてはアンケートの平均値

を用いた。 

推定結果は表４のとおりである。残念ながら，擬似 R2（MacFadden’s pseudo 

R-Square）の値にみるように当てはまりの度合いは非常に悪かった。その点で推定自

体に難があるが，以下，それを承知の上で係数評価してみよう。まず，速度はほとん

ど有意ではなく，選択に影響を与えていない。速度を名目速度ではなく実効速度に変

えても，状況は変わらずむしろ悪化する。ブロードバンド３種に関しては速度は選択

に影響を与えていないという結果となった。これも，前節で述べたように，現在の主

たる速度帯が３Ｍｂｐｓそこそこであり，実際のコンテンツがそれに合わせて作られ

ているという解釈をとれば理解することが出来る。この速度帯で利用する限りは３つ

のサービスはほとんど代替物だからである。 

これに対して，ここでの焦点である価格は非常に明確に有意となった。ｔ値は１４

を超えており，非常にはっきりした影響が見て取れる。この係数（－０．５４６）を

使って，自己の価格が１％変化したときの自己の選択確率の変化率（ ownε ）および自

己の価格が１％変化したときの他のサービスの選択確率の変化率（ crossε ）を計算した

のが表５である。サービス k の ownε およびサービス k の他のサービス j に対する crossε 53

は以下の式で与えられる。 
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ロジットモデルで計算される ownε ， crossε はシェアに依存する割合が大きいので，解

釈には注意が必要である。また，それらは選択確率に対する弾力性であり，需要量に

対する弾力性ではないことにも注意を要する。例えば，弾力性が１のとき，需要量へ

の弾力性なら総売上一定となるが，選択確率への弾力性のときは，総売上一定とはな

                                                 
53 なお，ロジットモデルでは，サービス k の交差弾力性はどの相手 j に対しても一定値となる。これはロ
ジットモデルの欠点である。 
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らない。 

 

            表４ ロジットモデル推定結果 

 

推定値 標準誤差 ｔ値 ｐ値
対数名目速度（ln(Kbps)) 0.001 0.031 0.032 0.974
料金（千円） -0.546 0.038 -14.288 0.000

  McFadden's pseudo R-square:0.091
  n=1553  

 

表５ ブロードバンドの弾力性と限界効果 

ADSL FTTH
CATVイン
ターネット

料金の係数 -0.546 -0.546 -0.546

シェア 0.753 0.056 0.191

平均料金（1000円） 3.791 5.214 4.539

-0.511 -2.686 -2.004

1.558 0.159 0.473

dProb/ ＡＤＳＬ -0.102 0.023 0.078

dPrice ＦＴＴＨ -0.029 0.006

ＣＡＴＶインターネット -0.084

ownε
crossε

 

 

ownε を見るとＡＤＳＬが１を下回り，ＦＴＴＨとＣＡＴＶインターネットが２を超え

ている。これは意外な結果であった。実際の普及過程ではＡＤＳＬが価格低下によって

爆発的に普及したので，ＡＤＳＬの ownε が高く出てもよさそうなものである。また，値

としても１を下回るというのは時系列変化から予想される値よりはるかに低い。54 ロ

ジットモデルによる弾力性はクロスセクションデータで，かつ個々人の選択確率から計

算されており，通常の時系列での需要供給曲線推定とは異なった推定方法であるためか

もしれない。既に述べたが，通常の需要曲線との整合性は今後の課題である。 

さて，注目点である crossε は表５のように，ＡＤＳＬでは１．５５８と他の２つよりも

格段に大きな値となった。ＡＤＳＬでの価格低下により，多くの新規ユーザーがＦＴＴ

ＨとＣＡＴＶインターネットからＡＤＳＬに選択を変更することを意味する。ＣＡＴＶ

インターネットの crossε は低いがそれでも０．５近くには達しており，ＡＤＳＬを競争

相手と考えればＡＤＳＬの ownε ０．５１１に迫る値である。すなわち，ＡＤＳＬが価格

を低下させて自己のユーザーを守ろうとしても，ＣＡＴＶが同程度に価格を下げれば，

ユーザーを奪えるということを意味する。 
                                                 
54 依田・黒田（２００４）ではさらに低い弾性値，－０．３が得られている。ただし，アメリカでの推定
ではいずれもＡＤＳＬの自己価格弾力性は絶対値で１を超える値が得られており（Rappoport, et al. 〔２
００１〕, Crandall, et al.〔２００２〕），ここはやや論争的である。 
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ＦＴＴＨの crossε が低いが，この一因はＦＴＴＨのシェアが非常に低いためである。

crossε は，シェアが極端に違う場合は実態を表しにくい。そこで価格が１０００円変化

した場合の，選択確率（シェア）の変化分すなわち限界効果をその下に示した

(d(Prob)/d(Price))。これを見ると，ＡＤＳＬとＦＴＴＨの間の限界効果が０．０２３

なので，ＡＤＳＬもＦＴＴＨも１０００円の価格低下で相手からシェア２．３％ポイン

トのユーザーを奪える。この値はＦＴＴＨ自身の係数（の絶対値）０．０２９とほぼ等

しい。ゆえにＦＴＴＨが１０００円価格を低下させてユーザーを増やそうとしても，Ａ

ＤＳＬが同じように１０００円価格を低下させれば，その効果を相殺できる。これは市

場間競争が働いていることを意味する。55全体として交差価格弾力性あるいは交差効果

の値は大きく，価格変化に伴いユーザーがサービス間を活発に動くようにみえる。56推

定自体の当てはまりの悪さと通常の需要曲線との整合性に難があり，強く主張すること

は控えるべきである。しかし，それを前提で言えば，ここでの推定結果はブロードバン

ド３市場の間での市場間競争は働いていることを示している。 

 

４ Nested logit model による検討 

 

次に，ユーザーアンケートからアクセス方法の選択について入れ子型ロジットモデ

ル（Nested logit model）を適用し，nest の区分けを使って市場の画定を試みること

を考える。 

ロジットモデルではユーザーがサービスの質と価格（ここでは速度と料金）に対し

て効用を感じとり，効用が最大になるような選択肢を選ぶと仮定する。ここで，与え

られた変数では表されないユーザーの効用部分，すなわち，誤差項に相関がある場合

は，相関があるもの同士をまとめて扱う必要が生じる。これが nest である。例えば，

車で言えば，セダン車とＲＶ車とトラックを考えると，セダン車に高い効用を感じる

人はＲＶ車に効用を感じる可能性が高く，トラックに効用はあまり感じないだろう。

このような相関があるなら，セダン車とＲＶ車が１つの nest に入る。 

ブロードバンドで言えば Dial Up を選んでいる人は，Dial Up が何らかの理由で利用

できないならＩＳＤＮを選ぶ傾向があるだろうという相関である。ナローバンドでい

いと決めている人であればそのような傾向はありそうである。同様にＡＤＳＬを選ぶ

人は，ＦＴＴＨやＣＡＴＶインターネットを選ぶ確率も高いだろう。すなわち，特定

                                                 
55 なお，ＦＴＴＨとＣＡＴＶインターネットの間の限界効果は０．００６と低い。したがって，市場間競
争はＡＤＳＬとＦＴＴＨ，ＡＤＳＬとＣＡＴＶインターネットの間で行われているとみることができる。
これは事業者アンケートの結果と整合的である。 
56 なお，自己弾力性についてみても同様の解釈が可能である。ＡＤＳＬの自己弾力性は１以下であるが，
ＡＤＳＬ市場は活発な参入が続いている市場で競争は十分働いている。問題は参入が活発でなく集中度が
高いＣＡＴＶインターネットとＦＴＴＨであるが，その自己弾力性は２を超えており，価格の上昇がユー
ザーの急減を招くことが分かる。これは価格を上げればＡＤＳＬにユーザーを奪われるからと解釈できる。
そうだとすれば市場間競争の証とみることができる。 
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の選択肢の組み合わせの選好には相関がある。ユーザーの選好間の相関が高いという

ことは，ユーザーがそれらを似た財とみなしていることを意味するから，nest は代替

性の高いものをまとめてグループ化したものとみなせる。ここから，nest をそのまま

市場の画定の基準として使う方法が考えられる。すなわち，nest された市場をまとめ

て１つの市場とみなし，その中では市場間競争が行われているとみるという方法であ

る。本節ではこれを試みる。 

 ただし，あらかじめ断っておくと，この方法で得られる市場の画定がどれくらい信

頼できるものであるかは，まだ経験の蓄積が足りないのでよくは分からない。Nested 

logit model の推定例は多くあるが，このような市場画定の目的に使った例はあまり知

られていない。その意味ではこの節での結果は参考資料としての位置付けになる。 

 Nested logit model の推定は以下のようになる。nest によって選択肢が複数のグル

ープに分けられており，これを g で表すとする。例えば，g =１，２で１がナローバン

ド（Dial Up , ＩＳＤＮ）で，２がブロードバンド（ＡＤＳＬ,ＦＴＴＨ,ＣＡＴＶイ

ンターネット）である。選択はまず，どのグループを選ぶかに関して行われ，その後

にグループ内でどれを選ぶかが選択される。 

 

   図２９ インターネット接続のグループ分け 

 

 

 

 

 

 

個人 i が選択肢 j を選ぶ確率 Pij は，２つの確率の積に分解される。個人 i がグループ

g を選ぶ確率 Pi,g と，グループ g を選んだという前提のもとで，個人 i がその中の選択

肢 j を選ぶ確率 Pi,j|g の積である。それぞれの確率は次式で表現される。 
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ここで，σ g=1- λ g はグループ g の中の選択肢間の相関の強さを表す指数である。も

しλ g=1 のときは相関σ g はゼロとなり，推定式は Conditional logit model と一致し，

nest は不要となる。この推定を nest のやり方を変えて行い，σ g の値とそのときの最

大化された尤度を記したのが表６である。なお，所得が有意に影響を与えており，所

得を変数に追加した。 

表６で，まず(1)は，これまでの自然な分類に沿って，ナローバンドとブロードバン

ドにグループ化した場合である。グループ内の相関は０．４８３と０．３３２となっ

た（ただし，統計的に有意にゼロと異なるとは言えない）。ナローバンドとブロードバ

ンドの分類が妥当かどうかをみるために，分類を変更して推定を行った。ＩＳＤＮを

ブロードバンドの方に分類した場合が(2)，Dial Up をブロードバンドに分類した場合

が(3)である。いずれもブロードバンド内の相関が低下しており，異質な選択肢が混入

したことが示唆される。ブロードバンドとナローバンドの区分けは比較的自然なよう

にみえる。 

しかし，ブロードバンド内をさらにグループ化する試みはうまくいかない。その一

例として(4)にＡＤＳＬとＣＡＴＶインターネットを１つのグループとみなした推定

を挙げた。ＡＤＳＬとＣＡＴＶインターネットの相関はひどく低く，ほとんどゼロに

なってしまう。そもそも，推定結果は不安定である。例えば，(1)と(4)の違いはブロ

ードバンドを２つに分類したことであるが，これによってナローバンドの相関も大き

く低下する。ＡＤＳＬとＦＴＴＨを nest した場合も同じような状況が現れる。このよ

うな不安定性に加えて，さらに尤度の大きさがほとんど変わらないので，当てはまり

の良さの比較が難しい。全体として，nest を入れたこの推定は不調であり，芳しい成

果を上げていない。ブロードバンドとナローバンドの区分けができることはある程度

主張できても，ブロードバンド内部でのグループ分けについて，ここから含意を引き

出すことは難しい。結論として，ＡＤＳＬ,ＦＴＴＨ及びＣＡＴＶインターネットのブ

ロードバンド３種の市場について，はっきりとしたグループ分けは見出せなかったと

結論付けたい。これも消極的ながら，ブロードバンド３種がユーザーにとって似たサ

ービスであり，３市場が市場間で競争していることを示唆する結果と考えられる。 
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表６ Nested logit による市場の画定の試み 

(1) （Dial Up，ＩＳＤＮ） （ＡＤＳＬ，ＣＡＴＶ，ＦＴＴＨ） 

        0.483                 0.332          L=0.29179 

(2) （Dial Up） （ＩＳＤＮ，ＡＤＳＬ，ＣＡＴＶ，ＦＴＴＨ） 

                     0.069                          L=0.29182 

(3) （ＩＳＤＮ） （Dial Up，ＡＤＳＬ，ＣＡＴＶ，ＦＴＴＨ） 

                      0.1899                         L=0.29229 

(4) （Dial Up，ＩＳＤＮ） （ＡＤＳＬ，ＣＡＴＶ） （ＦＴＴＨ） 

       0.199                   0.086                         L=0.29355 
括弧が nest された組み合わせ，その下の数値は相関の度合い（σ g）。Lは尤度。    

 

５ 要約と考察 

 

 ＣＡＴＶインターネットは地域独占であり，ＦＴＴＨは寡占度が高いが，もしＡＤ

ＳＬとの市場間競争が働いていれば，競争圧力がかかるはずである。そこで，本章で

は市場間競争があるかどうかを調べた。その結果，現状の速度帯に関する限りは，ブ

ロードバンド間での市場間競争はある程度働いていると思われる。 

まず，事業者アンケートによれば，競合するアクセス方法へ対抗するための価格差

はそれほど大きくなく，最高でも２０００円であり，実際の価格差も２０００円程度

以下に収まっている。ユーザーアンケートでも価格が下がればＡＤＳＬ,ＣＡＴＶイン

ターネットユーザーはＦＴＴＨへの乗換えを考えている。すなわち，事業者もユーザ

ーもブロードバンド３種をある程度代替的に考えている。 

また，ブロードバンド・サービスが複数の市場に分割されているようにも思われな

い。本来，ＦＴＴＨは通信速度が他２者と大きく異なるので別の市場になり得るはず

であるが，そうはなっていない。これは現在の主たるコンテンツがＡＤＳＬ程度の速

度で十分であり，その速度帯（３Ｍｂｐｓ程度）に関する限り，ＦＴＴＨもＡＤＳＬ

などと代替物とみなせるからと考えられる。 

ロジットモデルでブロードバンド３種の間の交差弾力性を測定しても，かなり高い

値が得られる。例えば，ＡＤＳＬの価格低下はＦＴＴＨとＣＡＴＶインターネットか

らユーザーを大きく奪う効果を持っている。推定自体に検討すべき課題はあるが，ユ

ーザーはブロードバンド３種間での価格変化に反応して選択を敏感に変えている可能

性が高い。 

さらに，Nested logit model を使って，nest によって市場間競争を調べることも試

みた。手法自体の信頼性がまだはっきりしないが，ブロードバンド３種を更にグルー

プ化して分割すべきという示唆はやはり得られなかった。 

 以上をまとめると，ＡＤＳＬ，ＦＴＴＨ及びＣＡＴＶインターネットの３つの市場
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の間の競争は行われている可能性が高い。これら３つの市場のいくつかがグループ化

されて別の市場になっている証拠もみられない。すなわち，独占的あるいは寡占的に

みえるＣＡＴＶインターネット，ＦＴＴＨも，ＡＤＳＬとの競争にさらされており，

価格を上げることができない。事業者へのヒアリングでもこの点はうかがい知ること

ができた。市場間競争は行われており，ＡＤＳＬの競争がＦＴＴＨとＣＡＴＶインタ

ーネットに競争圧力を与えていると結論付けたい。 

 ただし，この結論には重要な留保条件が１つ付く。それは人々が見たいコンテンツ

の大半が，ＡＤＳＬの速度帯，すなわち，３Ｍｂｐｓ程度の速度帯で見られるコンテ

ンツであるという条件である。言い換えれば，ユーザーが見たいネット上の主たるコ

ンテンツが静止画・音楽・短編低画質動画であるということである。このとき，ＦＴ

ＴＨを生かすコンテンツはネット上にないため，ＦＴＴＨの能力は発揮されず，ＦＴ

ＴＨはＡＤＳＬ，ＣＡＴＶインターネットと代替物となる。したがって，ＡＤＳＬで

競争があれば市場間競争でＦＴＴＨにも競争圧力を与えられることになる。現状はこ

の状態にあると考えられる。 

しかし，やがて需要がシフトしてそれ以上の速度を必要とするコンテンツ，すなわ

ち，長編動画・高画質動画・滑らかなテレビ電話などに移ることが予想される。ＡＤ

ＳＬの技術進歩の機会は既に尽きており速度には上限があるので，このような需要に

対応できるのはＦＴＴＨだけとなる。その時にはＡＤＳＬとの市場間競争に頼ること

はできないため，ＦＴＴＨ市場自体を競争的にしなければならない。本節の結論―Ａ

ＤＳＬとの市場間競争がＦＴＴＨ市場に競争圧力を与えているという結論―は，この

意味で現状のスナップショットの判断でしかない。将来をにらむなら，ＦＴＴＨ市場

自体の競争条件を更に整備する必要があり得ることを留意点として挙げておきたい。 

ＦＴＴＨ市場の競争条件で問題になるのは，光ファイバーの開放義務である。光フ

ァイバーの開放については現在２つの見解が対立している。一方の見解は，ＡＤＳＬ

と同じように最後のアクセス部分を開放させるという立場で，現在この立場が採用さ

れ，ＮＴＴ保有の光ファイバーが開放されている。ＡＤＳＬの成功に倣うなら，光フ

ァイバーでも同じように開放をと考えるのは自然な発想である。しかし，他方では，

光ファイバーの開放が行われると，リスクを取って光ファイバーの建設投資を行って

も行わなくても光ファイバーは利用できてしまうことになる。そうだとすれば投資し

てもリスクを負うだけ損なので，誰も光ファイバーへ投資しようとしなくなるという

反論がある。どちらの要因が大きいのか，これは実際の調査で明らかにすべきことで

あろう。今回の分析はそこまで踏み込んでいないために，ここで判断を下すことはで

きない。今後の課題としたい。 
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第５ スイッチングコスト 

 

１ はじめに 

 

 一般に，消費者が既に利用しているブロードバンド回線から別のものに変更したり，

事業者を変えたりする際には労力や資源の投入が必要となる。本節ではこれらの投入

がどの程度のものであり，競争状況にどのような影響を及ぼしているかを議論する。 

 本章の構成は次のとおりである。次節では，このような労力や資源の総称であるス

イッチングコストについて簡単に解説する。続く各節では，アンケート調査の結果を

用いて日本のブロードバンド・サービスにおけるスイッチングコストの実態，決定要

因，影響について検討する。第３節では，ブロードバンド・サービスにおいてスイッ

チングコストがどのような形を取っているかを示す。第４節では，スイッチングコス

トがどの程度の大きさであるかを算出する。第５節では，何がスイッチングコストの

大きさの決定要因となっているかを取り上げる。第６節では，スイッチングコストの

存在が消費者の行動にどのような影響を及ぼしているかを議論する。これらを踏まえ，

第７節で政策的な含意を検討する。第８節において議論が取りまとめられる。 

 

２ スイッチングコストとは 

 

 消費者が財やサービスの購入元を変更する際に労力や資源を投入する必要がある場

合，これらはスイッチングコストと呼ばれる。57スイッチングコストには，新たなモジ

ュールや機器を購入することに掛かる対価や手間，新購入元との間に関係を構築する

のに要する手間，新購入元が提供する財やサービスへの習熟に掛かる手間などの実物

的な費用の他，企業による価格設定における初期価格などの金銭的な費用が含まれる。 

 スイッチングコストが存在すると，消費者は既に取引関係を有している企業にロッ

クインされる傾向が生じ，企業間の価格競争や品質競争は緩和される。 

 スイッチングコストのために十分に多数の消費者がロックインされた後では企業は

高価格を設定することができるが，財・サービスの導入時には企業は価格を低く設定

して顧客を獲得しようとするので，価格が全体で見て上昇するとは限らない。しかし，

スイッチングコストとそれ起因するロックインは次のような影響を経済に及ぼす。第

１に，財・サービスの導入時における顧客獲得のための過剰な広告やマーケティング

に伴い社会的な費用が生じる傾向がある。第２に，消費者のロックインは企業と消費

者の間のマッチングが非効率になることを意味し，社会的な損失が発生する。第３に，

実際に消費者が購入元を変更する際には，スイッチングコストが社会的損失として発

                                                 
57 スイッチングコストについての理論的研究を概観し，政策的含意を議論しているものとして Klemperer 
(１９９５) と Farrell and Klemperer (２００２) が有用である。 
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生する。第４に，スイッチングコストが存在すると新規参入企業は顧客を獲得しにく

くなり，参入が阻害される傾向が生じる。したがって，政策上は，スイッチングコス

トがある場合にはそうでない場合よりも，既存企業による市場の独占化行動や合併に

ついてより細かい注意を払っておく必要が生じる。第５に，消費者が既存技術を用い

て作られた財にロックインされる結果，技術革新が阻害される。 

 したがって，一般的に，スイッチングコストを小さくすることができるのであれば

それは社会厚生の改善に貢献する。 

 なお，スイッチングコストは通常消費者によって異なるのみならず観察不能である

ことから，ミクロデータを用いての直接的なスイッチングコストの実証研究はほとん

ど行われてきていない。 

 

３ ブロードバンド・サービスにおけるスイッチングコスト 

 

 ユーザーアンケートと事業者アンケートの結果は，ユーザーがブロードバンド・サ

ービスの提供元を変更する際にスイッチングコストがかかっていることを示唆してい

る。 

 まず，ユーザーアンケートで，「現在ご利用のブロードバンド回線を変更する具体的

な予定はありますか」（問５－１－３）に対して「変更できない」又は「変更予定がな

い」と回答したユーザーに，そのブロードバンド回線を利用し続けている理由を複数

回答で尋ねた（問５－１－４）ところ，図３０にまとめられる回答が得られた。 

図３０ 現在利用のブロードバンド回線利用継続理由（複数回答） 
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メールアドレスの変更を周知することや，モデムの再設定といった手間が掛かるため

回線の種類を切り替える際に，インターネットを利用できない期間が生じるため

現在住んでいる地域に，その回線以外にブロードバンドの回線が提供されていない
ため

今以上に速度の速い回線を利用してまで，利用したいコンテンツやサービスが存在し
ないため

他のブロードバンド回線の月額利用料が高いため

他のブロードバンド回線に変更する際の初期費用が高いため

競争により，現在利用している回線の月額利用料が下がったり，通信速度が上がっ
てきているため

その他

ADSLユーザー FTTHユーザー CATVユーザー

 
 

 

 
出所：ユーザーアンケート（サンプル数 ＡＤＳＬユーザー１１０７，ＦＴＴＨユーザー

３２４，ＣＡＴＶインターネットユーザー３４３） 
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 また，これらの中で特に重要な理由を改めて尋ねた（問５－１－５）ところ，回答

結果は図３１のとおりであった。 

 

図３１ 現在利用のブロードバンド回線利用継続理由（単一回答） 
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今以上に速度の速い回線を利用してまで，利用したいコンテンツやサービスが存在
しないため

他のブロードバンド回線の月額利用料が高いため

他のブロードバンド回線に変更する際の初期費用が高いため

競争により，現在利用している回線の月額利用料が下がったり，通信速度が上がっ
てきているため

その他

ADSLユーザー FTTHユーザー CATVユーザー
 

出所：ユーザーアンケート（サンプル数 ＡＤＳＬユーザー１１０７，ＦＴＴＨユーザー３２４，
ＣＡＴＶインターネットユーザー３４３） 

 

 この設問で「回線変更に伴う工事が面倒なため」，「回線を変更すると，メールアド

レスの変更を周知することや，モデムの再設定といった手間がかかるため」，「回線の

種類を切り替える際に，インターネットを利用できない期間が生じるため」，「他のブ

ロードバンド回線に変更する際の初期費用が高いため」の各選択肢はスイッチングコ

ストを表すものである。ＡＤＳＬから他の回線に変更することができない又は変更す

る具体的な予定がないというユーザーのうち４６．０％がその理由としてスイッチン

グコストを表す要因を挙げており，ＣＡＴＶインターネットについてもこの数字が４

２．３％であったことは，スイッチングコストが，消費者によるブロードバンド回線

の変更を妨げていることを示している。ＦＴＴＨユーザーについてはこの数字は２

６％と若干低くなっており，これはＦＴＴＨよりもよい種類の回線が存在しないこと

を反映している。 

 事業者アンケートでは，ＡＤＳＬサービス提供事業者に対して「競合他社のＡＤＳ

Ｌユーザーが貴社ＡＤＳＬに乗り換えることを困難にさせる要因はありますか」と質

問した。この設問に対しては２８社から回答が得られ，うち１９社（６８％）は「あ

る」と回答した。これはスイッチングコストの存在が事業者側にも意識されているこ

とを表している。事業者に対して行ったヒアリングからも，多くの事業者は，消費者

はいったん回線を選ぶとそこから変更しない傾向があることを意識していることが看
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取された。なお，上記１９社に対して更に乗換えを困難にさせる要因を複数回答で尋

ねたところ，１９社から回答があり，結果は図３２のとおりであった。 

 

図３２ ＡＤＳＬ事業者間の乗換えを困難にさせる要因（複数回答） 
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事業者の変更に伴い，ユーザーにメールアドレスの変更をしても
らわなければならないため

事業者を変更するとユーザーがモデムの接続を変更するときに
システムトラブルが起こることがあるため

ユーザーの前契約の解約が，すぐにできない場合があるため

ユーザーがインターネットサービスを利用できない期間が生じる
ため

ユーザーがモデムの買い替え，又は，借り換えをしなければなら
ないため

 

出所：事業者アンケート（サンプル数１９社） 

 

 これらアンケート結果はブロードバンド・サービスにおいてスイッチングコストが

働いていることを示している。 

 

４ ブロードバンド・サービスにおけるスイッチングコストの推計 

 

 本節では，ユーザーアンケートのデータに基づいて，日本のブロードバンド・サー

ビスにおいてどの程度の大きさのスイッチングコストがあるかを検討する。次の３通

りの方法で推計を行った。第１は，代替的なサービスの料金がいくらであればそれに

変更するかを，手間が掛かる場合と掛からない場合について尋ね，各ユーザーのこれ

らへの回答の差をみる方法である。第２は，モデム等の再設定やメールアドレスの変

更に手間が掛からなくなるという仮想的な付加サービスに対していくら払うかを各ユ

ーザーに直接尋ねる方法である。第３は，代替的なサービス料金がいくらであればそ

れに変更するかについての設問への回答を集計し，料金差がどの程度であればあるサ

ービスＡからもう１つのサービスＢへの変更が起き，どの程度であれば逆方向の変更

が起きるかをみることによってスイッチングコストの上限を計算する方法である。 

 以下，それぞれについて詳しくみていく。 
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(1) 代替的なサービスの料金と変更の際の手間の有無 

ア 回線の種類 

 ユーザーアンケートでは，「今後，仮に料金が下がれば利用してみたいとお考え

のブロードバンド回線はありますか。下記の選択肢の中から最も利用してみたい

ブロードバンド回線を１つお選びください」（問６－１）との設問に対していずれ

かのブロードバンド回線（ＡＤＳＬ，ＦＴＴＨ，ＣＡＴＶインターネット，公衆

無線ＬＡＮ，ＦＷＡ）を挙げたユーザーに対し，「問６－１で選択された種類のブ

ロードバンド回線の月額利用料（ＩＳＰ利用料，回線利用料等含む。）がいくらぐ

らいであれば，現在の回線をやめて，問６－１で選択されたブロードバンド回線

に切り替えますか」（問６－２）と尋ねた。更にこれらのユーザーに対し「仮に，

回線の種類を切り替えても，モデムの再設定やメールアドレスの変更などを行わ

なくてもよい場合があったとします。その場合，そうした手間を掛けなくて済む

ならば，月額利用料が問６－２でお答えいただいた月額利用料より多少高くても

構わないと考えますか」（問６－３）と尋ね，これに対して「多少高くても構わな

い」と回答したユーザーに対して「その月額利用料がいくらであれば回線の種類

を替えますか。」（問６－４）と尋ねた。問６－４への回答はスイッチングコスト

がないという仮想的な状況における切替え後のサービスのユーザーによる評価額

である。 

 回線の種類を変更することに伴うスイッチングコストは，問６－３に対して「手

間のあるなしに関わらず，同じ金額しか払わない」と答えた各ユーザーについて

は０円であり，問６－４への回答があった各ユーザーについては，問６－２で答

えた金額と問６－４で答えた金額の差で表される。 

 この金額の分布をヒストグラムで表すと図３３のとおりである。回線種類の変

更に伴うスイッチングコストの平均値は月額２０７円であった。58ただし，問６－

３への全有効回答（１８６４人）中，「手間のあるなしに関わらず，同じ金額しか

払わない」と回答したユーザーが７６％（１４２１人）であった。スイッチング

コストが０円となる回答を除外した標本（４４３人）では，平均値は月額８７２

円であった。59 

なお，このようにして算出したスイッチングコストの，スイッチングコストが

ない仮想的な状況における切替え後のサービスの評価額に対する割合は，全有効

回答（１８５８人）でみると５．７％，スイッチングコストが０円となる回答を
                                                 
58 最大値は月額４９００円であった。 
59消費者モニターに対しても同様の質問を行ったところ，スイッチングコストの平均値は月額２９４円，最
大値は月額１６０００円であった。ただし，全有効回答（４３３人）中，スイッチングコストが０円とな
る回答が７０％（３０５人）あり，これらを除外した上では平均値は月額９９６円となった。ユーザーア
ンケートと消費者モニターの母集団がやや異なるため，次節以降の分析では両者のデータを混合せず，ユ
ーザーアンケートからのデータを用いた。 
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除外した標本（４４３人）でみると２３．８％であった。60 

 

図３３ 回線種類の変更に伴うスイッチングコスト 
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出所：ユーザーアンケート（サンプル数１８６４） 

 

 ただし，ここではスイッチングコストの源泉としてメールアドレスの変更とモ

デムの再設定を特に記述した上で設問しているので，工事・申込みの手間や利用

の空白期間により生じる損失は計上されていない。 

 

イ ＩＳＰ 

 ユーザーアンケートでは，利用している回線の種類はそのままでＩＳＰのみ変

更する場合について，「他のＩＳＰが月額利用料（ＩＳＰ利用料，回線利用料等含

む）をいくらに設定すれば，現在利用しているＩＳＰをやめて他のＩＳＰに切り

替えますか」（問７－１）と尋ねた。なお，料金がいくらでも変えないというユー

ザーには０円と回答してもらった。また，「仮に，ＩＳＰを切り替えても，モデム

の再設定やメールアドレスの変更などを行わなくてもよい場合があったとします。

その場合，そうした手間を掛けなくて済むならば，月額利用料が（問７－１で）

お答えいただいた月額利用料より多少高くても構わないと考えますか」（問７－

                                                 
60割合を算出するために，スイッチングコストがない仮想的な状況における切替え後のサービスを０円と評
価するユーザーは除外してある。 
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２）と尋ね，この設問に「多少高くても構わない」と回答したユーザーに対して

は更に「その月額利用料がいくらぐらいであればＩＳＰを切り替えますか」（問７

－３）と尋ねた。 

 ＩＳＰを変更することに伴うスイッチングコストは，問７－２に対して「手間

のあるなしに関わらず，同じ金額しか払わない」と答えた各ユーザーについては

０円であり，問７－３への回答があった各ユーザーについては，問７－１で答え

た金額と問７－３で答えた金額の差で表される。 

 この金額の分布をヒストグラムで表すと図３４のとおりである。ＩＳＰの変更

に伴うスイッチングコストの平均値は月額１５２円であった。61ただし，問７－２

への全有効回答（２５７５人）中，「手間のあるなしに関わらず，同じ金額しか払

わない」と回答したユーザーが８４％（２１５３人）であった。スイッチングコ

ストが０円となる回答を除外した標本（４２２人）では，平均値は月額９２７円

であった。62 

なお，このようにして算出したスイッチングコストの，スイッチングコストが

ない仮想的な状況における切替え後のサービスの評価額に対する割合は，全有効

回答（１５５８人）で見ると１１．４％，スイッチングコストが０円となる回答

を除外した標本（４２２人）で見ると４２．２％であった。63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 最大値は月額１００００円であった。 
62消費者モニターに対して同様の質問をしたところ，このスイッチングコストの平均値は月額２０５円，最
大値は月額８０００円であった。ただし，全有効回答（７２２人）中，スイッチングコストが０円となる
回答が８０％（５７６人）あり，これらを除いて平均値を求めると月額１０１２円となった。 
63割合を算出するために，スイッチングコストがない仮想的な状況における切替え後のサービスを０円と評
価するユーザーは除外してある。このようなユーザーが多数（１０１７人）いたのは問７－１で「料金が
いくらでも変えないという方は０円とお答えください」と尋ねたためと考えられる。 
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図３４ ＩＳＰの変更に伴うスイッチングコスト 
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出所：ユーザーアンケート（サンプル数２５７５） 

 

 なお，上記アの場合と同様，ここでもスイッチングコストの源泉としてメール

アドレスの変更とモデムの再設定を特に記述した上で設問しているので，工事・

申し込みの手間や利用の空白期間が生じることからの損失は計上されていない可

能性がある。 

 

(2) 手間が掛からなくなるような付加サービスの評価 

 ユーザーアンケートでは，回線の種類又はＩＳＰを変更しても，メールアドレス

の変更やモデムの再設定などを行わなくてもよいという有料の付加サービスがあっ

た場合，いくらくらいであればその付加サービスを利用するかを回答してもらった

（問８）。そのようなサービスを必要ないと思うユーザーには０円と回答してもらっ

た。これは，スイッチングコストを解消するような付加サービスに一回払いでいく

ら払うつもりがあるかを尋ねることによって，スイッチングコストを直接的に調べ

るものである。 

 この金額をヒストグラムにまとめると図３５のとおりである。一回払いのスイッ

チングコストの平均値は５３４円であった。64なお，ここでも有効回答（２６０３人）

中５９％（１５２８人）が０円と回答しており，これらユーザーを除外した平均値

を求めると１２９４円であった。65 

                                                 
64 最大値は１００００円であった。 
65 これについても消費者モニターを対象に同様の調査を行った。スイッチングコストの平均値は９２４円，
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図３５ 回線種類又はＩＳＰの変更の際にメールアドレスの変更・ 
モデムの再設定が不要となるような仮想的付加サービスの評価 
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出所：ユーザーアンケート（サンプル数２６０３） 

 

 やはりここでもスイッチングコストの源泉としてメールアドレスの変更とモデム

の再設定を特定して設問しているので，工事・申込みの手間や利用の空白期間から

生じる損失は計上されていないことに留意する必要がある。また，回線の種類の変

更とＩＳＰの変更を区別していないことにも注意する必要がある。 

 

(3) 代替的な回線種類に移行する価格の逆方向の移行についての比較 

 上記(1)で紹介したように，ユーザーアンケートでは，代替的な回線種類の料金が

いくらであればそれに変更するかを尋ねている（問６－２）。ＡＤＳＬ，ＣＡＴＶイ

ンターネット，ＦＴＴＨそれぞれの間の移行について，競合サービスの価格がどの

程度であれば変更するかを集計し，あるサービスＡともう１つのサービスＢの価格

差がどの程度あればＡからＢへの移動が起きるか，またどの程度であればＢからＡ

の移動が起きるかを計算し，そこからスイッチングコストの上限を算出することが

できる。 

 まず，ＡＤＳＬユーザーに対して料金が下がったら利用したい回線種類を尋ねた

ところ，図３６にまとめられる回答を得た。これらのうちＦＴＴＨを利用したいと

するユーザーについて，ＦＴＴＨの料金がいくらになったら乗り換えるかの回答と

（現在使っている）ＡＤＳＬの料金の差を算出し，平均を取ると，ＦＴＴＨがＡＤ

                                                                                                                                               
最大値は３６０００円であった。全有効回答（７３０人）中４９％（３５６人）にとってはスイッチング
コストは０円であり，これらを除外して平均値を求めると１８０３円となった。 
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ＳＬよりも月額３３５円安ければ乗り換えるとの結果となった。ＣＡＴＶを利用し

たいとするユーザーについて同様のことを行ったところ，ＣＡＴＶインターネット

がＡＤＳＬよりも月額１０３２円安ければＣＡＴＶインターネットに乗り換えると

の結果となった。 

 

図３６ 料金が下がったら利用したい回線種類（ＡＤＳＬユーザ－） 
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21.0%

 
出所：ユーザーアンケート（サンプル数１３２３） 

 

 次に，ＦＴＴＨユーザーに対して同様に料金が下がったら利用したい回線種類を

尋ねたところ，回答は図３７のとおりであった。これらのうちＡＤＳＬを利用した

いとするユーザーについて上記と同様の計算をすると，ＡＤＳＬがＦＴＴＨよりも

月額２９０７円安ければ乗り換えるとの結果となった。また，ＣＡＴＶを利用した

いとするユーザーについて同様のことを行ったところ，ＣＡＴＶインターネットが

ＦＴＴＨよりも月額１８１７円安ければＣＡＴＶインターネットに乗り換えるとの

結果となった。 
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図３７ 料金が下がったら利用したい回線種類（ＦＴＴＨユーザ－） 

ＡＤＳＬ
2.6% ＦＴＴＨ

17.6%

ＣＡＴＶ
インターネット

6.2%

公衆無線ＬＡＮ
8.2%

ＦＷＡ
0.9%

特にない
64.4%

 
出所：ユーザーアンケート（サンプル数３４０） 

 

 更に，ＣＡＴＶユーザーに対して同様の質問をしたところ，回答は図３８のとお

りとなった。これらのうちＦＴＴＨを利用したいとするユーザーについて同様の計

算をすると，ＦＴＴＨがＣＡＴＶインターネットよりも月額１２０２円安ければ乗

り換えるとの結果となった。また，ＡＤＳＬを利用したいとするユーザーについて

同様のことを行ったところ，ＡＤＳＬがＣＡＴＶインターネットよりも月額１７０

３円安ければＡＤＳＬに乗り換えるとの結果となった。 

 
図３８ 料金が下がったら利用したい回線種類（ＣＡＴＶインターネットユーザ－） 
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出所：ユーザーアンケート（サンプル数３８５） 

 

 ＡＤＳＬとＦＴＴＨの間の乗換えを例として，スイッチングコストの上限を算出
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する方法を説明する。図３９は，縦方向に価格を取ったグラフに，ＡＤＳＬの現在

料金 pAとＦＴＴＨの現在料金 pFを実線で表示したものである。また，あるＡＤＳＬ

ユーザーi について，ＡＤＳＬを利用することから得ている便益 uAとＦＴＴＨを利用

することから得られるであろう便益（スイッチングコストがある場合の便益 vF とな

い場合の便益 uF），更に，ＡＤＳＬからＦＴＴＨへの乗換えを実現させるＦＴＴＨの

料金 qF を表示している。ここで，このユーザーにとってのＡＤＳＬからＦＴＴＨへ

の乗換えに伴うスイッチングコストは uF-vFで表される。 

 このユーザーがＡＤＳＬの利用から得ている純便益は uA-pAであり，これはそもそ

もＦＴＴＨを利用していたら得られていたであろう純便益uF-pFよりも大きい。また，

ＦＴＴＨへの乗換えが実現するということは，このユーザーが乗り換えから得る純

便益vF-qFが現在のＡＤＳＬ利用からの純便益uA-pAよりも大きいということである。

したがって，vF-qFは uF-pFよりも大きく，換言すると，仮想的価格差 pF-qFはスイッ

チングコスト uF-vFよりも大きい。 

 

図３９ ＡＤＳＬ，ＦＴＴＨの料金水準とスイッチングコスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どのＡＤＳＬユーザーについてみても，ＡＤＳＬの現在料金と，ＦＴＴＨへの乗

 ＦＴＴＨの料金 pF 

 ＡＤＳＬの料金 pA 

 

仮想的価格差 

ユーザーiがこれな
らスイッチングコ
ストを負担の上で
ＦＴＴＨの利用に
対して支払うとい
う料金 qF 

スイッチン

グコスト 

 ユーザーiがＦＴＴＨから
受けるであろう便益 uF 

 ユーザーiがＡＤＳＬから
受けている便益uA 

 ユーザーiがスイッチ
ングコストを負担の
上でＦＴＴＨを利用
することから受ける
であろう便益 vｆ 



62 

換えを実現させるようなＦＴＴＨ料金との間の仮想的価格差が，スイッチングコス

トの上限となっている。したがって，この仮想的価格差の平均値はスイッチングコ

ストの平均値の上限となっている。 

 図４０は，縦方向に価格を取ったグラフに，ＡＤＳＬとＦＴＴＨの現在料金を実

線で，また一方からもう一方への乗換えが実現するための乗換え先のサービスの料

金を破線で，それぞれ表示したものである。 

 上記の説明から明らかなように，破線の料金水準は実線の料金水準よりスイッチ

ングコストの分以上低いものとなっている。ＡＤＳＬの実際の料金水準よりもＦＴ

ＴＨの破線の料金水準が３３５円（をいくらか下回る金額分だけ）安ければＡＤＳ

ＬからＦＴＴＨへの乗換えが起こる。また，ＦＴＴＨの実際の料金水準よりもＡＤ

ＳＬの破線の料金水準が２９０７円（をいくらか下回る金額分だけ）安ければＦＴ

ＴＨからＡＤＳＬへの乗換えが起こる。 

 仮想的価格差をＰＤで表すと，ＰＤ－３３５＋ＰＤ＝２９０７であることは図か

ら明らかである。ここから，仮想的価格差，つまりＡＤＳＬとＦＴＴＨの間のスイ

ッチングコストの上限は１６２１円であることが導出できる。ただしこの分析はＡ

ＤＳＬユーザーがＦＴＴＨに乗り換える際のスイッチングコストとＦＴＴＨユーザ

ーがＡＤＳＬに乗り換える際のスイッチングコストが等しいことを仮定しているこ

とには留意しておく必要がある。実際には，ＦＴＴＨ使用開始に当たって必要な工

事の方が大規模である場合が多く，ＡＤＳＬからＦＴＴＨへのスイッチングコスト

の方が逆方向のスイッチングコストよりも大きい可能性が高い。したがって，ここ

で算出した値はあくまでも暫定的なものである。66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 また，ＦＴＴＨからＡＤＳＬに乗り換えたユーザーの数は極めて少なく，この意味でも，ここでの算出
結果は暫定的なものに止まると考えるべきである。 
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図４０ ＡＤＳＬ，ＦＴＴＨの料金水準とスイッチングコスト 

 

 
 同様にして，ＡＤＳＬとＣＡＴＶインターネットとの間についてはスイッチング

コストは１３６７．５円，ＣＡＴＶインターネットとＦＴＴＨとの間については１

５０９．５円と計算することができる。 

 

(4) 考察 

 上記(1)～(3)のとおり，スイッチングコストの値は，月額２００円程度から１６

００円程度と，推計方法によって大きく異なったものとなっている。前述のように，

ヒアリングからは，事業者は明らかにスイッチングコストの存在を意識しているこ

とが伺える。また，スイッチングコストのうち，スイッチに伴ってサービスを受け

ることができない空白期間が生じることによるものは，(1)や(2)ではうまく捉えら

れていない可能性が強い。他方，(3)はスイッチングコストの上限を求めたものであ

る。これらを踏まえると，種々の要因を含めたスイッチングコストは，月額でみる

と，(1)で求めたものと(3)で求めたものの間に収まる可能性がある。 

 

５ ブロードバンド・サービスにおけるスイッチングコストの決定要因 

 

 本節では，スイッチングコストがどのような要因により決定されるかを分析する。

ユーザーアンケートの個票データを用いるため，ここでは上記４(2)で求めた，メール

2907 円

335 円 

仮 想 的 価

格差ＰＤ 

ＡＤＳＬの料金 

仮想的価

格差ＰＤ 

ＦＴＴＨの料金 
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アドレスの変更やモデムの再設定が不必要となるようなサービスに対して一括払いで

支払ってもよいと考える金額をスイッチングコストとして用いる。 

 スイッチングコストの主要な源泉の１つがメールアドレス変更とその周知に伴う手

間であることにかんがみると，メール受信数が多いユーザーほど大きなスイッチング

コストを受けると考えられる。モデム等の設定作業に伴う負担は，パソコンの操作に

習熟していないユーザーの方が大きいと考えられる。したがって，スイッチングコス

トは，受信メール数とパソコン習熟度の関数になると予想される。 

 ユーザーアンケートにおいては１日平均受信メール数（EMAIL）を尋ねている（問２

－２－１）ため，これを説明変数に用いる。またパソコン習熟度に関しては，ユーザ

ーアンケートで１日平均仕事でパソコンを何時間利用しているか（問１－２），また，

１日平均仕事以外でパソコンを何時間利用しているか（問１－３）を尋ねており，こ

れらを合計した１日平均パソコン利用時間（HOURSPC）で代理することとする。 

 被説明変数であるスイッチングコストの値は非負の領域に制約されており，また０

円を値として取っている頻度が高いため，トビットモデルを用いて推定を行う。推定

結果は次のとおりである。 

 

表７ 推定結果 

Parameter Estimate S. E. t-statistic P-value
C -478.296 98.8175 -4.84019 [.000] ***
HOURSPC -30.7548 13.4036 -2.29452 [.022] **
EMAIL 2.63037 1.19780 2.19600 [.028] **
SIGMA 2126.93 50.8856 41.7983 [.000] ***
No. of obs. = 2603 Log likelihood = -10647.1  

 

 したがって，パソコン習熟度が高いユーザーほどスイッチングコストは低く，受信

メール数が多いユーザーほどスイッチングコストは高いという予想が裏付けられる。 

 

６ スイッチングコストがユーザー行動に及ぼした影響 

 

 次に，スイッチングコストは，ユーザーによる回線種類間の乗換え行動を阻害する

影響を及ぼすか否か，またその程度について検証する。 

 ユーザーアンケートでは，インターネットに接続するためのアクセス方法（回線の

種類，ＩＳＰ及び回線提供事業者）を変更したことがあるか否かを尋ねている。この

有無を，ある場合は１，ない場合は０となる被説明変数として，スイッチングコスト

（SC8）がこれに有意な影響を及ぼしているかどうかを調べることができる。また，高

速アクセスを重視するユーザーほど，新規アクセス方法が開発されるとそれを用いよ

うとする傾向があると考えられる。そこで，これの代理変数として，１日平均インタ
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ーネット利用時間（問２－２－２）（HOURSINET）と，仕事以外でのインターネットの

主たる利用目的について複数回答で尋ねた質問（問２－２－３）で「映画・動画」の

選択肢を選んだか否かのダミー変数（INET_VIDEO）を説明変数に含めた。推定はプロ

ビットモデルによる。 

 当初 Dial Up を利用していたユーザーについては，次の結果が得られた。 

 

表８ 推定結果 

Parameter Estimate S. E. t-statistic P-value
C 0.532312 0.088016 6.04793 [.000] ***
SC8 0.0000387538 0.0000504072 0.768815 [.442]
HOURSINET 0.151942 0.031308 4.85319 [.000] ***
INET_VIDEO 0.52409 0.196389 2.66863 [.008] ***
No. of obs. = 981 Log likelihood = -427.197  

 

スイッチングコストは乗換え行動の有無に有意な影響を及ぼしていないことがみて

取れる。これは，Dial Up からであれば，ＡＤＳＬ，ＣＡＴＶ，ＦＴＴＨ等に乗り換え

ることから得られる便益が極めて大きく，スイッチングコストは乗換えの障害となっ

ていないことを示唆している。なお，高速アクセスに対する評価が高いほど他の回線

種類への乗換えが起きていることが分かる。 

 当初ＩＳＤＮを利用していたユーザーについての推定結果は次のとおりである。 

 

表９ 推定結果 

Parameter Estimate S. E. t-statistic P-value
C 0.366984 0.108398 3.38551 [.001] ***
SC8 -0.0000595641 0.0000412357 -1.44448 [.149]
HOURSINET 0.127808 0.035186 3.63231 [.000] ***
INET_VIDEO 0.534306 0.185794 2.87580 [.004] ***
No. of obs. = 634 Log likelihood = -328.782  

 

ＩＳＤＮユーザーについても，上記と同様の利用により，スイッチングコストは乗

換えの障害となっていないことが示唆される。高速アクセスに対する評価が高いユー

ザーほど他の回線種類に乗り換えていることも Dial Up の場合と同じである。 

 他方，当初からＡＤＳＬを利用していたユーザーについての結果は次のとおりであ

る。 
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表１０ 推定結果 

Parameter Estimate S. E. t-statistic P-value
C -0.23122 0.082864 -2.79035 [.005] ***
SC8 -0.0000855503 0.0000520739 -1.64286 [.100] *
HOURSINET 0.033525 0.019497 1.71951 [.086] *
INET_VIDEO 0.288937 0.126651 2.28137 [.023] **
No. of obs. = 699 Log likelihood = -475.734  

 

高速アクセスを重視するユーザーほど乗換え行動を起こしていることは Dial Up ユ

ーザ－やＩＳＤＮユーザーの場合と同じである。しかしスイッチングコストに関して

はこれらの場合とは異なり，乗換え行動に対して有意に負の影響を及ぼしている。こ

れは，ＡＤＳＬからだと他の回線種類に乗り換えることから得られる便益が比較的小

さいため，スイッチングコストの影響が相対的に大きくなり，乗換え行動がこれによ

り一定程度阻害されるためと考えられる。 

 なお，当初ＣＡＴＶインターネットを利用していたユーザーについては，Dial Up ユ

ーザーやＩＳＤＮユーザーの場合と同様，スイッチングコストがユーザーによる回線

種類の乗換え行動に有意な影響を及ぼしていない。当初ＦＴＴＨ，公衆無線ＬＡＮ又

はＦＷＡを利用していたユーザーに関しては，データ不足のため推定は行えていない。 

 

７ 政策的インプリケーション 

 

 スイッチングコストが存在することによる社会的な損失について，第２節の議論に

即して若干の検討を行う。 

 まず，ユーザーによる乗換え行動が実際に起きたときに生じる損失に関しては，算

出された各消費者のスイッチングコストを足し合わせることによって（あるいは近似

的に，平均的なスイッチングコストにスイッチした人数を掛け合わせることによって），

求めることが原理的には可能である。 

 スイッチングコストが価格設定に及ぼしている影響や，事業者とユーザーのマッチ

ングにおける非効率性をどれほど生み出しているかについては，今回のユーザ－アン

ケートで得たデータからは直接算定できず，産業構造と企業行動を理論的，実証的に

より詳細に把握することが必要となる。 

 第６節でみたように，ユーザーが低位の技術にロックインされる効果はある程度は

存在すると考えられるが，ＡＤＳＬのように，Dial Up やＩＳＤＮのような前段階の技

術より十分に高い便益をもたらすような技術であれば，このロックインは乗り越えら

れる程度のものであると考えられる。ただし，スイッチングコストが小さい方が，技

術革新はより活発に起きる可能性はある。 

 これらの損失は，スイッチングコストを下げることができれば，いずれも削減され



67 

得るものである。ブロードバンド・サービスにおいてスイッチングコストを下げる方

法として，次のようなものは考えられよう。第１に，現在はユーザーが回線提供事業

者を変更する際にアクセスを確保できない空白期間が生じているが，解約，契約の手

続きがより円滑に行えるようにすることを通じてこの空白期間を短くすることができ

れば，スイッチングコストは削減される。第２に，メールアドレスに関しては，消費

者が乗り換えた後，一定期間（例えば，半年間や１年間）は旧メールアドレスも使い

続けられるようにし，その間旧アドレスに届いたメールを新アドレスに転送するとい

うような制度を導入することにより，メールアドレス変更に伴うスイッチングコスト

を軽減することができる。 

 なお，これらの政策の導入を検討する際には，その実施に伴う種々の費用をも勘案

する必要があることはいうまでもない。 

 

８ 結語 

 

 本章では，ブロードバンド・サービスにおいて，ユーザ－が回線種類，回線提供事

業者やＩＳＰを変更しようとする際に発生するスイッチングコストを分析した。 

 スイッチングコストの大きさについては，推計方法により，月額２００円程度から

１６００円程度と大きなばらつきがみられた。各推計方法の特性や，事業者に対する

ヒアリングの結果を踏まえると，スイッチングコストは，その影響を詳細に分析する

に値する程度には大きいものであると考えられる。メール受信数はスイッチングコス

トに正の影響を及ぼし，パソコン習熟度は負の影響を及ぼす。 

 スイッチングコストがユーザ－による乗換えに影響を及ぼしたか否かに関しては，

当初 Dial Up やＩＳＤＮを用いていたユーザーについては有意な影響は観察されず，

当初からＡＤＳＬを用いていたユーザーについては有意に負の影響が観察された。こ

れは，Dial Up ユーザ－やＩＳＤＮユーザーにとっては乗換えが極めて大きな便益をも

たらすものであったのに対し，既にＡＤＳＬを用いているユーザーにとっては，乗換

えがもたらす追加的な便益は比較的小さいものであり，スイッチングコストによって

乗換えが一定程度阻害されるため，と解釈することができる。 

 スイッチングコストを減少させることができれば，それは一般的には社会厚生の増

加をもたらす。本章では，ブロードバンド・サービスにおいてどのような施策が考え

られるかについても言及した。 



68 

第６ 要約と考察 

 

  本報告書の内容を簡単に要約すると，次のとおりである｡ 

(1) ＡＤＳＬについては，個々の事業者の財務データを使って推定したところ，大き

な規模の経済性は認められなかった。規模の経済に基づく参入阻害は小さいと判断

できる。実際，ＡＤＳＬへの参入企業の数は多く，企業数が減少する傾向もみられ

ない。しばしば，ＡＤＳＬは過当競争で価格が下がりすぎるという言い方がされる

が，それは規模の経済による不安定性のためではない。価格が急速に下がるのは活

発な競争の成果（広い意味での技術革新の成果）によるもので，積極的に評価すべ

きものと思われる。したがって，この観点から独禁法に基づく反競争的行為の監視・

排除を越えた措置を今以上に採る必要はない。 

(2) ＩＰ電話に働くネットワーク外部性は，現状ではそれほど大きな効果を持ってい

ないという結果が得られた。ユーザーはこの外部性を意識はしているので，ＩＰ電

話ユーザー数が多くなってくれば，やがて大きな効果を発揮する可能性はある。し

かし，現状ではＩＰ電話サービスは始まったばかりであり，外部性の効果はそこま

では達していない。現状に関する限りは，この観点から独禁法に基づく反競争的行

為の監視・排除を越えた措置を今以上に採る必要はない。 

(3) ＡＤＳＬ，ＦＴＴＨ及びＣＡＴＶインターネットの市場間競争は，ある程度行わ

れているとみることができる。ユーザーの需要動向をみると，価格の変化に反応し

て需要がこの３つの市場間を動く傾向がみて取れる。このため，地域独占であるＣ

ＡＴＶインターネットと寡占度の高いＦＴＴＨでも，ＡＤＳＬとの対抗上，価格を

下げざるを得ない。すなわち，市場間競争は一定の規律をこれらの市場に与えてい

る。ただし，速度帯の違うＡＤＳＬとＦＴＴＨが互いに競争相手になっているのは，

現時点での人々のブロードバンド需要がＡＤＳＬの速度帯にあるからと考えられる。

この条件は将来崩れるかもしれない。しかし，そうなっていない現時点に関する限

りは，独禁法に基づく反競争的行為の監視・排除を越えた措置を今以上に採る必要

はない。 

(4) スイッチングコストは存在しているが，その大きさと効果にはまだ不明の部分が

多い。暫定的な結論としては，その効果は競争圧力を致命的に弱めるほどの大きさ

はないように思える。ただ，スイッチングコストを下げることは多くの場合厚生を

高めるので，競争政策として別途対策を考える価値はある。 

以上をまとめると，調査時点では独禁法に基づく反競争的行為の監視・排除を越え
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

た措置を今以上に採る必要はない
．．．．．．．．．．．．．．．

ということである。言い換えると，厚生改善的なス

イッチングコスト削減策を除くと，従来どおり，反競争的行為を監視・排除すれば足

りるということである。これが，本報告書の主要な結論である。 

ただし，この結論は調査時点のスナップショットでの結論であり，ブロードバンド・
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サービスについて，将来にわたって上記の結論が有効であるわけではない。潜在的に

は競争が減退する要因が２つあり，近い将来にそれが顕在化し得る。既に何度も触れ

ている点であるが，以下に，もう一度重複を恐れずまとめておく。 

第一に，ＩＰ電話のネットワーク外部性が巨大化して，独占化傾向が生じる可能性

がある。ＩＰ電話のネットワーク外部性は，ユーザー側には意識されており，確かに

存在している。しかし，事業者へのヒアリング調査などではあまり言及がなかった。

シェアの小さいＩＰ電話事業者がネットワーク外部性による不利を訴えそうなもので

あるが，そのような声が聞かれない。その理由は，まだＩＰ電話自体が出始めたばか

りのサービスであり，市場がどんどん拡大する時期にあるからと考えられる。自社が

顧客を増やしている限り，不満は出にくいだろう。また，ユーザーがネットワーク外

部性を意識しているといっても，まだ全体のユーザー数が少ない状態では，ネットワ

ーク外部性の利益はあったとしても小さいだろう。 

しかし，ＩＰ電話が次第に普及していくにつれて状況は変わり得る。潜在ユーザー

がある程度利用してしまうと，事業者がユーザーを奪い合うようになるし，ネットワ

ーク外部性も大きくなるので，競争上のハンディも大きくなる。例えば，全人口の半

分がＩＰ電話を使っている状況で，ある事業者Ａが過半のシェアをとり，他の事業者

が数％～１０％のシェアであるとしよう。この場合，事業者Ａは無料通話できる相手

が全人口の１／４に達することになり，競争上圧倒的に有利となる。これにより正の

フィードバックがかかり，独占化傾向が生じ得るだろう。この可能性を注視するべき

である。なお，この問題への対策は簡単で，無料通話の相互接続を事業者に強制すれ

ばよい。すなわち，電話草創期の相互接続問題と基本的には同じ解決策である。 

第二に，ＦＴＴＨの競争状況を注視する必要がある。ＦＴＴＨは今回の報告書では

主たる分析対象にはして来なかったが，これはＡＤＳＬとの市場間競争が働いており，

仮にＦＴＴＨが独占企業に支配されているとしても，その独占企業が自由に価格を上

げることができないと判断されるからである。 

しかし，ＡＤＳＬとの市場間競争が将来も有効に働くとは思えない。なぜなら，そ

もそもこの２つのサービス，ＦＴＴＨとＡＤＳＬには通信速度に大きな差があり，本

来的には代替的ではないからである。これは，ユーザーアンケートで，ＦＴＴＨユー

ザーの大半が，価格のいかんによらず他のサービスに乗り換えないと答えたことによ

く現れている。 

それにもかかわらず，現在ＡＤＳＬと市場間競争しているのは，ユーザーの求める

速度がちょうどＡＤＳＬが提供する速度になっているからであると考えられる。すな

わち，現時点で言えば，ＡＤＳＬ程度の速度（実効速度で３Ｍｂｐｓ程度）があれば

ほとんどのコンテンツが無理なく見られるので，それ以上の速度への需要が乏しい。

この速度帯であれば，ＡＤＳＬとＦＴＴＨは代替物である。しかしながら，将来，需

要はより高速のアクセス（数十Ｍｂｐｓ）にシフトするだろう。そうなると，ＡＤＳ
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Ｌの技術革新の可能性（技術機会）は既に尽きているので，アクセス方法としてはＦ

ＴＴＨを利用することになる。そのときはＡＤＳＬとの市場間競争にだけ任せておく

ことはできず，ＦＴＴＨにおいて，独禁法に基づく反競争的行為の監視・排除を越え

た措置を今以上に採ることによって競争を確保する必要がありうる。ＦＴＴＨにおけ

る競争をどのようにすれば促進できるかという点についての分析は，この報告書では

十分ではなかった。 

 ＦＴＴＨでの競争を考えるに当たり，重要なのは光ファイバーのアンバンドル政策

の是非である。光ファイバーのアンバンドルには対立する２つの見解がある。一方で，

ＡＤＳＬの銅線のアンバンドルと同じように加入者回線部分の光ファイバーのアンバ

ンドルが必要であるという意見があり，これは現在実施されている（ただし，電力系

保有分は除いてＮＴＴ保有分のみ。）。しかし，光ファイバーがアンバンドルされると

なると，光ファイバー投資への誘因が停滞し，ＦＴＴＨの立ち上がりが遅れるという

意見がある。アンバンドルした方としない方でどちらが競争促進的かは，より詳細な

実態調査が必要である。 

 以上２点は，留意事項として残しておきたい。これらはいずれも近い将来問題にな

り得る点であり，継続して調査対象とする価値があると考える。 
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アンケート調査の実施要領 

 

○ 事業者アンケート調査 

実施時期 ２００３年７月 

回収時期 ２００３年８月 

送付先（回収数） 

   

送付先 送付先数 回収数（回収率）

ＡＤＳＬ事業者 ４９社 ２９社（５９．２％）

ＦＴＴＨ事業者 １１社 ９社（８１．８％）

ＣＡＴＶインターネット事業者 ２７７社 １７０社（６１．４％）

ＦＷＡ事業者 ２０社 ２社（１０％）

公衆無線ＬＡＮ事業者 １１社 ７社（６３．６％）

ＩＰ電話事業者 ３３６社 ６７社(１９．９％)  

調査票別添 

 

○ ユーザーアンケート調査（Ｗｅｂアンケート） 

実施時期 ２００３年１０月４日 

回収時期 ２００３年１０月７日 

委託先 株式会社エヌ・ティ・ティ・エックス（ｇｏｏリサーチ） 

送付先 Ｗｅｂモニター 

サンプル数 ２６０３ 

回線の種類別サンプル数 

  Dial Up ＩＳＤＮ ＡＤＳＬ ＦＴＴＨ 
ＣＡＴＶイン
ターネット その他 合計 

標本数 ２３６ ２３６ １３２３ ３４０ ３８５ ８３ ２６０３ 

割合（％） ９．１ ９．１ ５０．８ １３．１ １４．８ ３．２ １００ 

＊各回線の種類とも，ある一定数に達するようにサンプルを集めた。 

調査票別添 

 

○ ユーザーアンケート調査（消費者モニター） 

実施時期 ２００３年９月 

回収時期 ２００３年１０月 

送付先 公正取引委員会消費者モニター及び電子商取引調査員 １１８０ 

回収状況 １１０９（９４％） 

サンプル数 ８０４（上記回収のうち，３０４については個人所有のパソコンでイン

ターネットに接続していない者） 

 

 資料１ 



74 

回線の種類別サンプル数 

Dial Up ＩＳＤＮ ＡＤＳＬ ＦＴＴＨ ＣＡＴＶイン
ターネット その他 合計

標本数 208 113 363 25 72 16 804

割合（％） 25.9 14.1 45.1 3.1 9 2 100

調査票別添 

   

 

また，今回のユーザーアンケートであるＷｅｂアンケート調査も消費者モニター調査も，

その標本にバイアスがかかっている可能性には留意する必要がある。 

 

（参考） 

回答者の属性（性別）（％） 

gooリ
サーチ

消費者モ
ニター

平成12年
国勢調査

男性 49.3 23.0 48.7

女性 50.7 77.0 51.3  

 

回答者の属性（年齢）（％） 

gooリ
サーチ

消費者
モニター

平成12年
国勢調査

20代 25.4 15.7 14.3
30代 41.1 33.0 13.3
40代 22.9 25.1 13.2
50代 5.9 15.4 15.1
60代 2.2 7.3 11.7
その他 2.5 3.5 32.4
合計 100.0 100.0 100.0  
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回答者の属性（居住地域）（％） 

gooリ
サーチ

消費者
モニター

平成12年
国勢調査

北海道 4.0 5.6 4.5

東北 3.5 8.2 7.7

関東 46.1 31.6 31.9

中部 13.1 14.8 17.0

近畿 21.1 16.9 17.9

中国 4.2 7.0 6.1

四国 2.0 4.5 3.3

九州 5.6 9.7 10.6

沖縄 0.2 1.7 1.0  

 

回答者の属性（年収）（％） 

gooリ
サーチ

平成11年
全国消費
実態調査

300万円未満 16.2 7.8
300万円以上500万
円未満 27.1 22.5
500万円以上800万
円未満 33.2 32.6
800万円以上1000万
円未満 12.0 14.9
1000万円以上1500
万円未満 8.6 16.2

1500万円以上 2.7 5.9  
消費者モニターについては収入に関する情報なし 
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消費者モニターアンケート結果 

 

 「ＡＤＳＬユーザーの利用ＩＳＰ」（図９に対応） 

@nifty
8.1%

OCN
12.6%

ヤフー
37.8%ODN

1.7%

DION
9.5%

So-net
4.2%

BIGLOBE
2.8%

ぷらら
6.7%

その他
16.5%

 

出所：消費者モニター（サンプル数３５７） 

 

 

「回線提供事業者選択理由（複数回答）」（図１０に対応） 

9.3%

13.2%

11.3%

39.7%

0.0%

34.4%

17.2%

1.3%

7.3%

11.3%

9.3%

73.5%

8.3%

13.6%

2.3%

26.5%

25.0%

1.5%

0.0%

15.2%

6.8%

7.6%

46.0%

22.0%

8.0%

8.0%

2.0%

18.0%

4.0%

0.0%

10.0%

32.0%

10.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

他の回線提供事業者より月額利用料が安かったため

他の回線提供事業者より顧客サービスなどの面で優れていたため

他の回線提供事業者より回線の品質（実効速度が速い等）がよかったため

既にその回線提供事業者の別のサービスを利用していたため

ＩＰ電話で話したい相手がその回線提供事業者を利用していたため

知名度のある回線提供事業者だったため

現在住んでいる地域には､その回線提供事業者しかいなかったため

現在住んでいる集合住宅では､その回線提供事業者を利用することになってい
たため

パソコンを購入した小売店や友人等から薦められたため

ＩＳＰを重視しており､回線提供事業者については､考慮していない

その他

ＮＴＴユーザー ソフトバンクＢＢユーザー アッカネットワークス及びイーアクセスユーザー

 

出所：消費者モニター（サンプル数 ソフトバンクＢＢユーザー１５１，ＮＴＴ
ユーザー１３２，アッカネットワークス及びイーアクセスユーザー５０） 

 

 資料２ 
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「ＩＰ電話事業者別シェア」（図１１に対応） 

ＢＢフォン
83.9%

その他
16.1%

 

ＢＢフォン ＠ｎｉｆｔｙ
フォン 

ＯＣＮフォン Ｓｏ－ｎｅｔフ
ォン 

ぷららフォン その他 

83.9% 1.7% 0.8% 1.7% 1.7% 10.2% 

出所：消費者モニター（サンプル数１１８） 

 

 

「ブロードバンドユーザーのうちのＩＰ電話利用者割合」（図１２に対応） 

利用している
25.9%

利用していない
74.1%

 

出所：消費者モニター（サンプル数４５６） 
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「ＩＰ電話会社選択理由（複数回答）」（図１３に対応） 

8.1%

45.5%

35.4%

29.3%

37.4%

1.0%

21.2%

15.2%

4.0%

14.1%

5.3%

15.8%

10.5%

10.5%

10.5%

5.3%

21.1%

63.2%

0.0%

10.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

通話品質が良いため

ユーザー数が多いことから，無料通話ができる相手が多いため

固定電話・携帯電話にかけたときの通話料が他のＩＰ電話会社より安いため

電話したい相手がそのＩＰ電話会社を使っていたため

導入時の無料キャンペーン期間が長かったため

顧客サービス・対応が良かったため

知名度のある事業者だったため

これまで利用してきたＩＳＰが提供しているＩＰ電話だったため

現在住んでいる地域で利用可能なＩＰ電話会社はその会社しかないため

その他

ＢＢフォンユーザー その他ユーザー
 

出所：消費者モニター（サンプル数 ＢＢフォンユーザー９９，その他ユーザー１８） 

 

「ＩＰ電話加入時に加入者数を考慮したか」（図１４に対応） 

考慮した
58.8%

考慮しなかった
40.3%

その他
0.8%

 
出所：消費者モニター（サンプル数１１９） 

 

「ＩＰ電話事業者の加入者数を考慮した理由」（図１５に対応） 

15.7%

17.1%

67.1%

ユーザー数が多ければ，経営状況につ
いて信頼できるため

ユーザー数が多ければ，営業所が多く，
顧客サービスが充実していると考えられ
るため

ユーザー数が多ければ，無料通話がで
きる相手が多いと考えらえるため

 

出所：消費者モニター（サンプル数７０） 
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「ＡＤＳＬ事業者選択理由（複数回答）」（図１９に対応） 

8.1%

11.6%

12.8%

39.5%

0.0%

39.5%

14.0%

1.2%

8.1%

15.1%

9.3%

72.2%

9.3%

13.4%

3.1%

30.9%

27.8%

1.0%

0.0%

16.5%

5.2%

7.2%

46.9%

21.9%

9.4%

12.5%

3.1%

21.9%

3.1%

0.0%

15.6%

28.1%

6.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

他の回線提供事業者より月額利用料が安かったため

他の回線提供事業者より顧客サービスなどの面で優れていたため

他の回線提供事業者より回線の品質（実効速度が速い等）がよかったため

既にその回線提供事業者の別のサービスを利用していたため

ＩＰ電話で話したい相手がその回線提供事業者を利用していたため

知名度のある回線提供事業者だったため

現在住んでいる地域には､その回線提供事業者しかいなかったため

現在住んでいる集合住宅では､その回線提供事業者を利用することになっていたた
め

パソコンを購入した小売店や友人等から薦められたため

ＩＳＰを重視しており､回線提供事業者については､考慮していない

その他

NTTユーザー ソフトバンクＢＢユーザー アッカネットワークス及びイーアクセスユーザー

 
出所：消費者モニター（サンプル数〔２００２年４月以降にＡＤＳＬに加入した

ユーザー〕 ソフトバンクＢＢユーザー９７，ＮＴＴユーザー８６，アッカ
ネットワークス及びイーアクセスユーザー３２） 

 

 

「ＩＰ電話加入時のＩＳＰの変更」（図２１に対応） 

変更した
49.2%

変更しなかった
50.8%

 

出所：消費者モニター（サンプル数１１８） 
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「ＩＳＰ変更後の新ＩＳＰ」（図２２に対応） 

ヤフー
91.4%

その他
8.6%

 
出所：消費者モニター（サンプル数５８） 

 

「ユーザーが料金が下がれば乗換えを考えるアクセス方法」(図２４に対応) 

（ⅰ）ＡＤＳＬユーザーが乗換えを考えるアクセス方法 

3.6%

29.8%

13.2%

6.3%

0.8%

43.8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

ＡＤＳＬ ＦＴＴＨ ＣＡＴＶインターネット 公衆無線ＬＡＮ ＦＷＡ 特にない

 

出所：消費者モニター（サンプル数３６３） 

 

（ⅱ）ＦＴＴＨユーザーが乗換えを考えるアクセス方法 

8.0% 8.0%

0.0%

16.0%

0.0%

64.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ＡＤＳＬ ＦＴＴＨ ＣＡＴＶインターネット 公衆無線ＬＡＮ ＦＷＡ 特にない

 
出所：消費者モニター（サンプル数２５） 
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（ⅲ）ＣＡＴＶインターネットユーザーが乗換えを考えるアクセス方法 

5.6%

16.7%

4.2% 4.2%
0.0%

63.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ＡＤＳＬ ＦＴＴＨ ＣＡＴＶインターネット 公衆無線ＬＡＮ ＦＷＡ 特にない

 

出所：消費者モニター（サンプル数７２） 

 

 

「現在利用のブロードバンド回線利用継続理由（複数回答）」（図３０に対応） 

55.5%

53.6%

18.2%

3.6%

1.5%

10.3%

17.3%

10.3%

7.6%

45.5%

13.6%

27.3%

9.1%

36.4%

13.6%

9.1%

4.5%

13.6%

55.0%

36.7%

21.7%

18.3%

1.7%

11.7%

6.7%

13.3%

6.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

通信速度，利用料金及びサービス面において満足しているため

回線提供事業者を変更すると，メールアドレスの変更を周知することや，モデムの再
設定といった手間が掛かるため

回線提供事業者の変更に伴う工事費等が高いため

現在住んでいる地域に，その回線提供事業者以外に同一種類のブロードバンドサー
ビスを提供する事業者がいないため

現在住んでいる集合住宅では，その回線提供事業者を利用することになっているた
め

回線提供事業者の変更に伴いＩＳＰも変更しなければならないため

どの回線提供事業者も通信速度，利用料金に差がないと考えているため

競争が激しいことにより，現在利用している回線提供事業者が月額利用料を下げた
り，通信速度を上げたりしているため（又は，そうなると考えられるため）

その他（具体的に記入）

ADSLユーザー FTTHユーザー ＣＡＴＶインターネットユーザー

 

出所：消費者モニター（サンプル数 ＡＤＳＬユーザー３３０， 
ＦＴＴＨユーザー２２，ＣＡＴＶインターネット６０） 
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「現在利用のブロードバンド回線利用継続理由（単一選択）」（図３１に対応） 
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5.0%

6.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

通信速度，利用料金及びサービス面において満足しているため

回線提供事業者を変更すると，メールアドレスの変更を周知することや，モデムの
再設定といった手間が掛かるため

回線提供事業者の変更に伴う工事費等が高いため

現在住んでいる地域に，その回線提供事業者以外に同一種類のブロードバンド
サービスを提供する事業者がいないため

現在住んでいる集合住宅では，その回線提供事業者を利用することになっているた
め

回線提供事業者の変更に伴いＩＳＰも変更しなければならないため

どの回線提供事業者も通信速度，利用料金に差がないと考えているため

競争が激しいことにより，現在利用している回線提供事業者が月額利用料を下げた
り，通信速度を上げたりしているため（又は，そうなると考えられるため）

その他（具体的に記入）

ADSLユーザー FTTHユーザー ＣＡＴＶインターネットユーザー

 
出所：消費者モニター（サンプル数 ＡＤＳＬユーザー３３０， 

ＦＴＴＨユーザー２２，ＣＡＴＶインターネット６０） 

 

 

「料金が下がったら利用したい回線種類（ＡＤＳＬユーザー）」(図３６に対応) 

ＡＤＳＬ
3.7%

ＦＴＴＨ
30.5%

ＣＡＴＶインターネッ
ト

13.6%公衆無線ＬＡＮ
6.5%

ＦＷＡ
0.8%

特にない
44.9%

 

出所：消費者モニター（サンプル数３５４） 
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「料金が下がったら利用したい回線種類（ＦＴＴＨユーザー）」(図３７に対応) 

ＡＤＳＬ
8.3%

ＦＴＴＨ
8.3%

公衆無線ＬＡＮ
16.7%

特にない
66.7%

 

出所：消費者モニター（サンプル数２４） 

 

 

「料金が下がったら利用したい回線種類（ＣＡＴＶインターネットユーザー）」(図３８に対応) 

ＡＤＳＬ
5.9%

ＦＴＴＨ
17.6%

ＣＡＴＶインター
ネット
4.4%

公衆無線ＬＡＮ
4.4%

特にない
67.6%

 

出所：消費者モニター（サンプル数６８） 
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ＡＤＳＬサービスに関する調査票 

 

会社名                    

 
 
 本調査票については，貴社のＡＤＳＬサービスに関しての記載をお願いいたします。ここでいう

ＡＤＳＬサービスとは，一般家庭向けのものを指します。 
 なお，過去にＡＤＳＬサービスを提供していて現在は撤退している場合につきましては，問９～

問１４を除き御回答ください（市場の動向を正確に把握するためには，ＡＤＳＬサービス事業から

撤退した事業者のデータも必要になりますので，御協力お願いいたします。）。 
 
１ ＡＤＳＬサービスの提供開始時期等 

 

問１ ＡＤＳＬサービスの提供開始時期を記載してください。既にＡＤＳＬサービス事業から撤退

した方は，撤退時期も記載してください。 

 

  開始時期       年    月  撤退時期       年    月 

 

問２ 貴社のＡＤＳＬサービスの各メニューの提供開始時期を記載してください。 

 

下りの最大速度 提供の有無 提供開始時期 

１．５Ｍタイプ 有 ・ 無      年     月 

８Ｍタイプ 有 ・ 無      年     月 

１２Ｍタイプ 有 ・ 無      年     月 

その他の速度（速度    ｋ・Ｍ）       年     月 

その他の速度（速度    ｋ・Ｍ）       年     月 

その他の速度（速度    ｋ・Ｍ）       年     月 

  

２ 規模 

 

問３ 貴社のＡＤＳＬサービスに係る年間売上高等を記載してください。 

 

 ２０００年 ２００１年 ２００２年 

売上高 円 円 円

営業損益（注２） 円 円 円

正社員 人 人 人

派遣社員 人 人 人

その他社員 

（パート・アルバイト） 
人 人 人

人件費（注３） 円 円 円

設備保有額 円 円 円

設備リース料 円 円 円

コロケーション費用 円 円 円

  注１：貴社事業年度ごとのものを記載してください。 

   ２：営業損益については，分かる範囲で記載してください。 

    ３：人件費には，派遣社員・パート・アルバイトに係る費用を含みます。 

   ４：データが無く，記載ができない項目については，記載欄に「不明」と記載してください。 

 

 

 

 

調査票：事業者アンケート
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３ サービス提供地域 

 

問４ 現在，ＡＤＳＬサービスを提供している都道府県に○を付けてください。既にＡＤＳＬサー

ビス事業から撤退している方は，過去に提供していた都道府県に○を付けてください。 

 

 全都道府県 

 

 北海道 青森  岩手  宮城  秋田  山形  福島  茨城  栃木  群馬 

 

 埼玉  千葉  東京  神奈川 新潟  長野  山梨  静岡  愛知  岐阜 

 

 三重  富山  石川  福井  滋賀  京都  奈良  大阪  兵庫  和歌山 

 

 鳥取  島根  岡山  広島  山口  徳島  香川  愛媛  高知  福岡 

 

 佐賀  長崎  熊本  大分  宮崎  鹿児島 沖縄 

 

 

 

４ 加入者数及び解約者数 

  加入者数及び解約者数については，記載項目が同じでありましたら貴社作成の既存資料の添付

や電子媒体による回答で構いません。 

 

[全体の推移] 

問５－１ 貴社のＡＤＳＬサービス加入者数，タイプ別の加入者数（累積数，開通済み，月末時点）

及び解約者数（月ごと，月末時点）を記載してください。既にＡＤＳＬサービス事業から

撤退した方は，提供していた期間の加入者数及び解約者数を記載してください。 

     なお，タイプ別の人数を把握していない方については，総数のみの記載で構いません。 

うち 1.5Ｍ うち 8Ｍ うち 12Ｍ  
加入者数 解約者数 

加入者数 解約者数 加入者数 解約者数 加入者数 解約者数

2000．1 人 人 人 人 人 人 人 人

2000．2 人 人 人 人 人 人 人 人

2000．3 人 人 人 人 人 人 人 人

2000．4 人 人 人 人 人 人 人 人

2000．5 人 人 人 人 人 人 人 人

2000．6 人 人 人 人 人 人 人 人

2000．7 人 人 人 人 人 人 人 人

2000．8 人 人 人 人 人 人 人 人

2000．9 人 人 人 人 人 人 人 人

2000．10 人 人 人 人 人 人 人 人

2000．11 人 人 人 人 人 人 人 人

2000．12 人 人 人 人 人 人 人 人

2001．1 人 人 人 人 人 人 人 人

2001．2 人 人 人 人 人 人 人 人

2001．3 人 人 人 人 人 人 人 人

2001．4 人 人 人 人 人 人 人 人

2001．5 人 人 人 人 人 人 人 人

2001．6 人 人 人 人 人 人 人 人

2001．7 人 人 人 人 人 人 人 人

2001．8 人 人 人 人 人 人 人 人

2001．9 人 人 人 人 人 人 人 人
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うち 1.5Ｍ うち 8Ｍ うち 12Ｍ  
加入者数 解約者数 加入者数 解約者数 加入者数 解約者数 加入者数 解約者数

2001．10 人 人 人 人 人 人 人 人

2001．11 人 人 人 人 人 人 人 人

2001．12 人 人 人 人 人 人 人 人

2002．1 人 人 人 人 人 人 人 人

2002．2 人 人 人 人 人 人 人 人

2002．3 人 人 人 人 人 人 人 人

2002．4 人 人 人 人 人 人 人 人

2002．5 人 人 人 人 人 人 人 人

2002．6 人 人 人 人 人 人 人 人

2002．7 人 人 人 人 人 人 人 人

2002．8 人 人 人 人 人 人 人 人

2002．9 人 人 人 人 人 人 人 人

2002．10 人 人 人 人 人 人 人 人

2002．11 人 人 人 人 人 人 人 人

2002．12 人 人 人 人 人 人 人 人

2003．1 人 人 人 人 人 人 人 人

2003．2 人 人 人 人 人 人 人 人

2003．3 人 人 人 人 人 人 人 人

2003．4 人 人 人 人 人 人 人 人

2003．5 人 人 人 人 人 人 人 人

2003．6 人 人 人 人 人 人 人 人

2003．7 人 人 人 人 人 人 人 人

 

[都道府県における推移]  

問５－２ 貴社がＡＤＳＬサービスを提供している都道府県について，ＡＤＳＬサービス加入者数

（累積数，開通済み，月末時点）の推移及び解約者数（月ごと，月末時点）を都道府県別

に記載してください。既にＡＤＳＬサービス事業から撤退した方は，提供していた期間の

加入者数及び解約者数を記載してください。 ＊別紙の様式を御利用ください。 

 

５ 今後の市場予測 

 

問６ 今後（１～２年後）のＡＤＳＬサービス市場における加入者数の増減の状況をどのように予

想していますか。以下の中から選び○を付けてください。 

 

    Ａ 急激に増加する    

    Ｂ 緩やかに増加する    

    Ｃ 横ばい     

    Ｄ 緩やかに減少する  

    Ｅ 急激に減少する 

 

問７ 問６でＡ又はＢとお答えになった方に伺います。その理由として考えられるもの（３つまで）

を以下の中から選び○を付けてください。 

 

    Ａ 高速化が進み，ＦＴＴＨサービス並みのサービス内容になる 

    Ｂ ＡＤＳＬサービス市場自体が拡大傾向を続ける 

    Ｃ 料金の低廉化が進む 

    Ｄ ＡＤＳＬサービスにより視聴可能な映像コンテンツがより流通する 

    Ｅ ＩＰ電話サービスなどＡＤＳＬサービスを利用した付加価値サービスが発展する 

    Ｆ その他（内容：                               ） 
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問８ 問６でＣ，Ｄ又はＥとお答えになった方に伺います。その理由として考えられるもの（３つ

まで）を以下の中から選び○を付けてください。 

 

    Ａ ＡＤＳＬサービス市場全体の加入者数が飽和状態になる 

    Ｂ ＦＴＴＨサービス等の他のブロードバンドサービスの方が選好されるようになる 

    Ｃ ＡＤＳＬサービスにより視聴可能なコンテンツがなかなか流通しない 

    Ｄ 料金の低廉化がこれ以上進まない 

    Ｅ ダークファイバーの利用条件が悪化する 

    Ｆ コロケーションの条件等に問題がある 

    Ｇ その他（その内容：                            ） 

 

 

６ 販売方法（既にＡＤＳＬサービス事業から撤退した方は回答不要です。８へお進みください。） 

 

問９ 貴社のＡＤＳＬサービスの販売方法を，以下の中から選び○を付けてください。 

  ＜複数回答可＞ 

 

    Ａ ホールセール（ＩＳＰへの卸売）型 

    Ｂ 自社単独でＡＤＳＬサービスを販売（ＩＳＰは取次ぎの役割）型 

    Ｃ 自社インターネット接続サービスとの一体提供型 

    Ｄ その他（内容：                              ） 

 

 

７ 料金設定（既にＡＤＳＬサービス事業から撤退した方は回答不要です。８へお進みください。） 

 

問１０ 貴社のＡＤＳＬサービス料金（1回線当たりの月額利用料金）の推移をタイプ別に，①ユ

ーザー向けＡＤＳＬサービス料金及び②ＩＳＰへの卸売料金の推移をサービス提供開始時

点から記載してください（どちらの料金も記載できない場合は，貴社の代表的な卸売先ＩＳ

Ｐとのセット料金について解答欄②に記載し，ＩＳＰ名についても記載してください。）。 

    また，無料キャンペーン等を行っていた期間についても，下記「注３ 記載例」を参考に

記載してください。 

 

 ①ユーザー向けＡＤＳＬサービス料金 

 １．５Ｍタイプ（下り） ８Ｍタイプ（下り） １２Ｍタイプ（下り） 
年 月 料 金（円） モデム

（円） 

年 月 料 金（円） モデム

（円）

年 月 料 金（円） モデム

（円）
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 ②ＩＳＰへの卸売料金 

  （または，貴社にとって代表的な卸売先ＩＳＰのセット料金：ＩＳＰ名        ） 

  １．５Ｍタイプ（下り） ８Ｍタイプ（下り） １２Ｍタイプ（下り） 
年 月 料 金（円） モデム

（円） 

年 月 料 金（円） モデム

（円）

年 月 料 金（円） モデム

（円）

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

注１ 料金については，モデムレンタル料金，スプリッタ料金，ＮＴＴ回線工事費及びＮＴＴ回線

使用料を除く電話回線共用型の料金を記載し，モデムレンタル料金については「モデム」の欄

にその料金を記載してください。 

 ２ 料金について，モデムレンタル料込みの料金設定をされている場合には，下記「注３ 記載

例」のように，その旨記載してください。 

 ３ 記載例 
１．５Ｍ（下り） ８Ｍ（下り） 

年月 料金（円） モデム（円） 年月 料金（円） モデム（円） 

2001.5 3500 円 500 円 2002.6 3000 円 左に含む 

2001.12 3000 円 500 円 2002.11 2800 円 左に含む 

2002.7 3 ヶ月間無料キャン

ペーン（2003．1 月

まで） 

480 円    

 

問１１ 貴社のタイプ別のＡＤＳＬサービスについて，初期費用の推移をサービス提供開始時点か

ら記載してください（貴社がユーザーから直接徴収する料金を記載してください。この方法

による記載ができない場合は，貴社の代表的な卸売先ＩＳＰが設定している料金の推移を記

載してください。）。 

    また，無料キャンペーン等を行っていた期間についても，下記「注２ 記載例」を参考に

記載してください。 

 

 １．５Ｍタイプ（下り） ８Ｍタイプ（下り） １２Ｍタイプ（下り） 
年 月 初期費用（円） 年 月 初期費用（円） 年 月 初期費用（円） 

      

      

      

      

      

      

      

  注１ 初期費用には，ＮＴＴ契約料及びＮＴＴ工事費を含みません。 

   ２ 記載例 
１．５Ｍ（下り） ８Ｍ（下り） 

年月 初期費用（円） 年月 初期費用（円） 

2001.5 3500 円 2002.6 3000 円 

2001.12 3000 円 2002.11 2800 円 

2002.7 3 ヶ月間無料キャンペーン

（2003．1 月まで） 

  



                                

 6

問１２ 料金の改定を行ったことがある方に伺います。これまでに貴社のＡＤＳＬの料金について，

どのような理由で改定しましたか。以下の中から選び○を付けてください。＜複数回答可＞ 

 

    Ａ 専用線等設備調達費の低下のため 

    Ｂ 技術革新によるコスト低下のため 

    Ｃ 他のＡＤＳＬサービス事業者との競争のため 

    Ｄ ＡＤＳＬサービス以外の他のブロードバンドサービスを提供する事業者との競争の

ため 

    Ｅ ユーザーからの要請が強いため 

    Ｆ その他（その内容：                             ） 

 

問１３ 貴社は現在のＡＤＳＬサービスの料金で費用を回収できていますか（収益を生んでいます

か。）。以下の中から選び○を付けてください。 

 

    Ａ 初期投資費用も毎年発生する費用も回収できている        

    Ｂ 初期投資費用は回収できたが，毎年発生する費用は回収できていない 

    Ｃ 初期投資費用は回収できていないが，毎年発生する費用は回収できている 

    Ｄ 初期投資費用も毎年発生する費用も回収できていない 

    

問１４ 問１３でＢ，Ｃ又はＤとお答えになった方に伺います。今後の費用の回収の見込みについ

てどのようにお考えですか。以下の中から選び○を付けてください。＜複数回答可＞ 

 

    Ａ 一定期間，現在の加入者数を維持できれば費用は回収できる 

    Ｂ 営業努力で加入者数をもっと増やせば費用を回収できる 

      →加入者数が何人になれば費用を回収できるとお考えですか （     ）人 

       Ｃ メンテナンスやネットワーク設計等を工夫して，コストを削減すれば費用を回収でき

る 

       Ｄ より速度の速いサービスや，回線提供以外のインターネット接続サービスやコンテン

ツなど付加サービスを提供することに成功すれば費用を回収できる 

    Ｅ 他事業者との料金競争上，コスト割れにならざるを得ず，費用回収のめどは立ちにく

い 

     Ｆ その他 

（自由に記載してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

 7

 

８ 参入について 

 

問１５ ＡＤＳＬサービス事業に参入した理由を以下の中から選び○を付けてください。＜複数回

答可＞ 

 

    Ａ ブロードバンド化に伴い他のブロードバンドサービスよりも普及することが予想さ

れたから 

    Ｂ ＩＰ電話サービス等多様な事業展開が可能だから 

    Ｃ 収益が見込まれたから 

    Ｄ 加入者が増加傾向にあったから 

    Ｅ 参入に要するコストが他のブロードバンドサービスに比べて少なくて済むから 

    Ｆ 制度上の規制が無い，又は少ないから 

    Ｇ 既存のＡＤＳＬサービス事業者の数が少なかったから 

    Ｈ 既存のＡＤＳＬサービス事業者の料金よりも安くサービスを提供することにより，既

存のＡＤＳＬサービス事業者に対抗できると考えたから 

    Ｉ その他 

その内容： 

 

 

問１６ ＡＤＳＬサービス事業への参入は容易でしたか，それとも困難でしたか。 

 

    Ａ 容易   Ｂ 困難 

 

問１７ 問１６でＡとお答えになった方に伺います。その理由を以下の中から選び○を付けてくだ

さい。＜複数回答可＞ 

 

 Ａ 必要なコストが低い 

 Ｂ コロケーションがスムーズに行えるなど，設備利用が容易 

 Ｃ コロケーションする設備のための電源の確保が容易 

 Ｄ ダークファイバーの利用が容易 

 Ｅ 規制が少ない 

 Ｆ 特に高度な技術を必要としない 

 Ｇ その他（その内容：                             ） 

上記Ａ～Ｇについて，より具体的な理由がありましたら記載してください。 
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問１８ 問１６でＢとお答えになった方に伺います。その理由を以下の中から選び○を付けてくだ

さい。＜複数回答可＞ 

 

 Ａ 必要なコストが高い 

 Ｂ コロケーションに時間がかかるなど，設備利用が困難 

 Ｃ コロケーションする設備のための電源の確保が困難 

 Ｄ ダークファイバーの利用が困難  

 Ｅ 規制が多い 

 Ｆ 特に高度な技術が必要 

 Ｇ その他（その内容：                             ） 

上記Ａ～Ｇについて，より具体的な問題点がありましたら記載してください。 

 

問１９ 競合他社のＡＤＳＬサービスを受けている顧客が，貴社ＡＤＳＬサービスに乗り換えるこ

とを困難にさせる要因はありますか。 

 

    Ａ ある   Ｂ ない 

 

問２０ 問１９でＡとお答えになった方に伺います。その要因を以下の中から選び○を付けてくだ

さい。＜複数回答可＞ 

  

     Ａ 事業者の変更に伴い，ユーザーにパソコン設定の変更をしてもらわなければならない

ため 

    Ｂ 事業者の変更に伴い，ユーザーにメールアドレスの変更をしてもらわなければならな

いため 

    Ｃ 事業者を変更するとユーザーがモデムの接続を変更するときなどにシステムトラブ

ルが起こることがあるため 

    Ｄ ユーザーの前契約の解約が，すぐにできない場合があるため 

    Ｅ ユーザーがインターネットサービスを利用できない期間が生じるため 

    Ｆ ユーザーがモデムの買替え，または，借替えをしなければならないため 

    Ｇ その他（その内容：                             ） 

上記Ａ～Ｇについて，より具体的な要因がありましたら記載してください。 

 

問２１ 現在ＡＤＳＬサービスを提供している方に伺います。 現在，サービス提供地域を拡大す

るに当たって，障害となっていることはありますか。 

 

    Ａ ある   Ｂ ない 
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問２２ 問２１でＡとお答えになった方に伺います。その理由を以下の中から選び○を付けてくだ

さい。＜複数回答可＞ 

 

 Ａ 必要なコストが高い 

 Ｂ コロケーションに時間がかかる等，設備利用が困難 

 Ｃ コロケーションする設備のための電源の確保が困難 

 Ｄ ダークファイバーの利用が困難  

 Ｅ 規制が多い 

 Ｆ 特に高度な技術が必要 

 Ｇ その他（その内容：                             ） 

上記Ａ～Ｇについて，より具体的な問題点がありましたら記載してください。 

 

問２３ ＡＤＳＬサービス事業から撤退した方に伺います。その理由を以下の中から選び○を付け

てください。＜複数回答可＞ 

 

    Ａ 加入者が増えず，収益が上がらなかったから 

    Ｂ サービス提供のためのコストが予想以上にかかったから 

    Ｃ 強力なＡＤＳＬサービス事業者が存在しており，料金改定やサービス内容にかかわり

なく競争上対抗できなくなったから 

    Ｄ 既存のＡＤＳＬサービス事業者の料金が低く，それに対抗できなかったから 

    Ｅ その他（その内容：                             ） 

 

９ サービス間競争，代替性  

 

問２４ 貴社の８Ｍ～１２ＭのＡＤＳＬ料金を設定する際に，競合する度合いが強いと思われるブ

ロードバンドサービスを以下の中から順に３つ並べてください。 

    さらに，この競合すると思われるブロードバンドサービスの料金に対して，月額利用料で

どれくらいの価格差をつければ対抗できるとお考えですか。例えば，競合サービスより2000

円安くすれば対抗できるとお考えならば価格差の欄に2000円と書いて「安」を，逆に1000

円高くても対抗できるとお考えならば価格差の欄に1000円と書いて「高」を選び○を付けて

ください。 

 

    Ａ  ＩＳＤＮサービス           Ｂ  ＦＴＴＨサービス   

    Ｃ  ＣＡＴＶインターネットサービス    Ｄ  ＦＷＡサービス 

    Ｅ  公衆無線ＬＡＮサービス            

    Ｆ  その他（サービス名：                       ） 

 

               上記サービスの記号      価格差 

    第一に競合するサービス （     ） よりも （       ）円（高・安） 

    第二に競合するサービス （     ） よりも （       ）円（高・安） 

    第三に競合するサービス （     ） よりも （       ）円（高・安） 
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問２５ ＡＤＳＬサービス以外の他のブロードバンドサービスを受けている顧客が，貴社ＡＤＳＬ

サービスに乗り換えることを困難にさせる要因はありますか。 

 

    Ａ ある   Ｂ ない 

 

問２６ 上記２６でＡとお答えになった方に伺います。その具体的な要因を記載してください。 

要因： 

 

問２７ 今後，ブロードバンドサービスで新たに参入したいと考えているものがありましたら以下

の中から選び○を付けてください。また，その理由を記載してください。＜複数回答可＞ 

 

    Ａ ＦＴＴＨサービス     

    Ｂ ＣＡＴＶインターネットサービス   

    Ｃ 公衆無線ＬＡＮサービス              

    Ｄ ＦＷＡサービス      

    Ｅ その他（サービス名：             ） 

    Ｆ なし 

理由： 

 

問２８ 問２７でお答えになったブロードバンドサービスのうち，提供したいが何らかの事情で提

供できないサービスがありましたら，当該サービス名と提供できない理由を記載してくださ

い。 

サービス名： 

理由： 
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１０ 加入者回線利用の問題点 

 

[開通までの期間] 

問２９－１ 加入者回線をＮＴＴ東西から借りてＡＤＳＬサービスを提供するに当たり，ＮＴＴ東

西に申し込んでから実際に利用開始されるまでに，平均でどれくらい日数がかかります

か。  

       日数：      日 

 

問２９－２ また，その日数は過去２，３年前と比べて延びましたか，短縮しましたか。以下の中

から選び○を付けてください。 

 

     Ａ 延びた  Ｂ 短縮した  Ｃ 変わらない  Ｄ わからない 

 

問２９－３ その日数はＮＴＴ東西のフレッツＡＤＳＬ事業でも同じでしょうか。以下の中から選

び○を付けてください。 

 

     Ａ 同じだと思う 

     Ｂ 違うと思う → フレッツＡＤＳＬの方が（      ）日程度（早い・遅い） 

     Ｃ わからない   

 

問３０ コロケーションについて以下の問題を感じたことがありましたら，該当するものに○を付

けてください。＜複数回答可＞ 

 

     Ａ コロケーションスペースの料金が高い 

    Ｂ コロケーションスペースが絶対的に不足している 

     Ｃ コロケーションスペースの配分の際に特定のＡＤＳＬ事業者が有利に扱われている 

     Ｄ コロケーションスペースの拡張などの要求に応えてくれない 

    Ｅ 特に問題はない 

    Ｆ その他特に問題がありましたら記載してください。 

   

 

問３１ ＮＴＴ東西の加入者回線網を利用するに当たって，局舎での電源確保の問題，ダークファ

イバーの利用の問題等，その他不都合なことがありましたら記載してください。 
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１１ ＡＤＳＬサービス全般について 

 

問３２ ＡＤＳＬサービス事業を行うに当たって，何か不都合な点はありますか（例えば，取引先

との問題，他社との競争上の問題，制度上の問題等）。 

    

    Ａ ある    Ｂ ない    

 

問３３ 問３３でＡとお答えになった方に伺います。その内容を具体的に記載してください。 

内容： 

 

アンケートは以上で終了です。御協力ありがとうございました。 
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※ 加入者数及び解約者数については，記載項目が同じでありましたら貴社作成の既存資料の添付

や電子媒体による回答で構いません。 

 

                                       
 

都道府県名：    （ＡＤＳＬサービス加入者数（累積数，開通済み，月末時点）及び解約者数（月

ごと，月末時点）） 

 
加入者数 解約者数  加入者数 解約者数 

2000．1 人 人 2001．11 人 人

2000．2 人 人 2001．12 人 人

2000．3 人 人 2002．1 人 人

2000．4 人 人 2002．2 人 人

2000．5 人 人 2002．3 人 人

2000．6 人 人 2002．4 人 人

2000．7 人 人 2002．5 人 人

2000．8 人 人 2002．6 人 人

2000．9 人 人 2002．7 人 人

2000．10 人 人 2002．8 人 人

2000．11 人 人 2002．9 人 人

2000．12 人 人 2002．10 人 人

2001．1 人 人 2002．11 人 人

2001．2 人 人 2002．12 人 人

2001．3 人 人 2003．1 人 人

2001．4 人 人 2003．2 人 人

2001．5 人 人 2003．3 人 人

2001．6 人 人 2003．4 人 人

2001．7 人 人 2003．5 人 人

2001．8 人 人 2003．6 人 人

2001．9 人 人 2003．7 人 人

2001．10 人 人

 

*お手数ですが，適宜この紙をコピー

していただき，貴社がサービスを提

供されている全都道府県につきま

して，記載してくださいますようお

願いいたします。 
別紙 



 

1 

ブロードバンド・サービス等に関するユーザー調査票 

 

○最初にモニターの方についてお伺いします。以下について御記入ください。 

モニター番号 
このアンケートを送付した封筒の宛名下に記載の７桁番号を記入してください。 

御氏名 
 

お住まいの都道府県名  

 

  プロフィール回答欄（調査票にお答えいただく方について，御回答ください。） 

性別 １ 男性  ２ 女性 

年齢        歳 

御職業 
１ 会社員  ２ 自営業    ３ 公務員  
４ 専業主婦 ５ パートタイム ６ 学生 
７ その他（            ） 

居住環境 １ 戸建  ２ 集合住宅・アパート（約     世帯） 

 

問１ 現在のパソコンの利用状況等について伺います。 

    

 問１－１ 現在パソコンを御利用ですか。 

 

  １ 利用している。 

  ２ 利用していない。 → 質問は以上です。御協力ありがとうございました。 

 

 問１－２ 具体的な利用状況について伺います。 

 

（１） パソコンの使用を始めて何年になりますか。 

   

          年 

 

（２） １日に平均何時間くらい仕事でパソコンを使用しますか。 

 

           時間 

 

（３） １日に平均何時間くらい仕事以外（趣味など）でパソコンを使用しますか。 

 

           時間 

調査票：ユーザーアンケート
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問２ 現在のインターネット利用状況について伺います。 

 

 問２－１ 現在，個人所有のパソコンでインターネットを利用していますか。 

    

１ 利用している。 

２ 利用していない。 → 質問は以上です。御協力ありがとうございました。 

 

 問２－２ 具体的なインターネットの利用状況について伺います。 

 

（１） １日に平均何通のメールを受け取りますか（営利目的の無差別のダイレクトメールは除

きます。）。 

 

            通 

 

（２） １日に平均何時間くらいインターネットを利用しますか。 

 

           時間 

 

（３） 仕事以外でのインターネットの主たる利用目的は何でしょうか。以下の選択肢の中から

該当するものに○を付けてください（複数回答可）。 

 

１ メール       ２ 掲示板     ３ チャット 

４ ニュース      ５ 情報収集     

６ ショッピング（オークション，各種売買取引を含む。） 

７ ゲーム       ８ 音楽      ９ 映画・動画 

 

（４） 上記（３）で選択された目的の中でよく利用するものを１つ選んで番号を御記入くださ

い。 

 

 

（５） インターネットの利用において重視する要素は何でしょうか。以下の選択肢の中から該

当するものに○を付けてください。 

 

   １ 通信速度       ２ 料金       ３ 通信の安定性  

   ４ 通信のセキュリティ  ５ 申込みから開通までに要する期間 
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（６） 上記（５）で選択された要素の中で特に重要なものを１つ選んで番号を記入してくださ

い。 

 

（７） パソコンでのインターネットの利用法について自分はよく知っている方だと思いますか。

以下の選択肢の中から該当するものに○を付けてください。 

１ 非常に詳しい方だと思う。 

２ 平均よりは知っている方だと思う。 

３ 平均的だと思う。 

４ 平均よりは知らない方だと思う。 

５ ほとんど知らないと思う。 

 

問２－３ 現在，インターネットに接続するために利用しているアクセス方法（回線の種類，ＩＳＰ

及び回線提供事業者）はどのようなものですか。アクセス方法，利用開始時期及び月額利用

料を御記入ください。 

   「回線の種類」，「ＩＳＰ」及び「回線提供事業者」の各欄については，下表に掲げた選択

肢の中から該当する番号を御記入ください。 

   また，「月額利用料」の欄には，ＩＳＰ利用料，回線利用料，モデムレンタル料金等を含

む総額としての月額利用料を御記入ください（ダイヤルアップ回線又は定額制でないＩＳＤ

Ｎ回線を御利用の方は，電話の基本料金を含めない平均的な月額利用料を御記入ください。）。   

アクセス方法 

回線の 
種類 ＩＳＰ 回線提供 

事業者 
利用開始時期 月額利用料 

        年   月 円

※ 現在２種類以上のアクセス方法を利用している場合は，主として利用しているアクセス方法について御記入く

ださい。 

 【選択肢】 

回線の種類（速度） ＩＳＰ 回線提供事業者 
１ ダイヤルアップ※ 
２ ＩＳＤＮ 
３ ＡＤＳＬ（   Ｍｂｐｓ） 
４ ＦＴＴＨ（   Ｍｂｐｓ） 
５ ＣＡＴＶ（   Ｍｂｐｓ） 
６ 公衆無線ＬＡＮ 
      （   Ｍｂｐｓ） 
７ ＦＷＡ （   Ｍｂｐｓ） 
８ その他（具体的に記入） 
 （          ） 

１ ＠ｎｉｆｔｙ 
２ ＯＣＮ 
３ Ｙａｈｏｏ！ＢＢ 
４ ＯＤＮ 
５ ＤＩＯＮ 
６ Ｓｏ‐ｎｅｔ 
７ ＢＩＧＬＯＢＥ 
８ ぷらら 
９ ＠ＮｅｔＨｏｍｅ 
10 その他（具体的に記入）

 （         ） 

１ ＮＴＴ東日本 
２ ＮＴＴ西日本 
３ アッカネットワークス 
４ Ｙａｈｏｏ！ＢＢ 
５ イーアクセス 
６ トーカイコム 
７ 有線ブロードネットワークス 
８ 東京電力（ＴＥＰＣＯひかり等） 
９ ケイ・オプティコム 
10 Ｊ－ＣＯＭ Ｂｒｏａｄｂａｎｄ東

京 
11 その他（具体的に記入） 
 （            ） 

※ 回線の種類でダイヤルアップとお答えいただいた場合の回線提供事業者とは，インターネットに接続する際の

アクセスポイントまで利用する電話会社のことをいいます。 
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問３ 現在までに，インターネットに接続するためのアクセス方法（回線の種類，ＩＳＰ及び回線提

供事業者）を変更したことがありますか。 

 

１ ある。 

２ ない。 → 問４（Ｐ５）にお進みください。 

 

 問３－１ 現在御利用のアクセス方法にされる以前は，どのようなアクセス方法を御利用でしたか。

下の表に従い，アクセス方法，利用期間及び月額利用料（ＩＳＰ利用料，回線利用料等含

む〔ダイヤルアップ回線又は定額制でないＩＳＤＮ回線を御利用の方は，電話の基本料金

を含めない平均的な月額利用料を御記入ください。〕。）を御記入ください。 

      「回線の種類」，「ＩＳＰ」及び「回線提供事業者」の各欄については，下表に掲げた選

択肢の中から該当する番号を御記入ください。 

また，現在までにアクセス方法を複数回変更されている場合には，最近２回までの変更

の履歴を御記入ください。 

 

アクセス方法 
 回線の 

種類 ＩＳＰ名 回線提供 
事業者名 

利用期間 月額利用料

１つ前     年  月～  年  月 円

２つ前     年  月～  年  月 円

※ ある時期に２種類以上のアクセス方法を利用していた場合は，主として利用していたアクセス方法につ

いて御記入ください。 

 

    【選択肢】 

回線の種類 ＩＳＰ 回線提供事業者 
１ ダイヤルアップ※ 
２ ＩＳＤＮ 
３ ＡＤＳＬ 
４ ＦＴＴＨ 
５ ＣＡＴＶ 
６ 公衆無線ＬＡＮ 
７ ＦＷＡ 
８ その他（具体的に記入） 

 （１つ前       ） 

 （２つ前       ） 

１ ＠ｎｉｆｔｙ 
２ ＯＣＮ 
３ Ｙａｈｏｏ！ＢＢ 
４ ＯＤＮ 
５ ＤＩＯＮ 
６ Ｓｏ‐ｎｅｔ 
７ ＢＩＧＬＯＢＥ 
８ ぷらら 
９ ＠ＮｅｔＨｏｍｅ 
10 その他（具体的に記入）

 （１つ前       ）

 （２つ前       ）

１ ＮＴＴ東日本 
２ ＮＴＴ西日本 
３ アッカネットワークス 
４ Ｙａｈｏｏ！ＢＢ 
５ イーアクセス 
６ トーカイコム 
７ 有線ブロードネットワークス 
８ 東京電力（ＴＥＰＣＯひかり等）
９ ケイ・オプティコム 
10 Ｊ－ＣＯＭ Ｂｒｏａｄｂａｎｄ

東京 
11 その他（具体的に記入） 

 （１つ前         ） 

 （２つ前         ） 
   ※ 回線の種類でダイヤルアップとお答えいただいた場合の回線提供事業者とは，インターネットに接続す

る際のアクセスポイントまで利用する電話会社のことをいいます。 
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問４ 問２－３で，現在御利用の回線の種類について，ダイヤルアップ，ＩＳＤＮ又は「その他」と

お答えになった方に伺います。→ それ以外の回線を御利用の方は問５（Ｐ６）にお進みくださ

い。 

 

 （１） ブロードバンド回線を利用していない理由は何ですか。以下の選択肢の中から該当するも

のに○を付けてください（複数回答可）。 

   

   １ ブロードバンド回線は料金が高いため。 

   ２ 現在利用している回線の通信速度に不満がないため。 

   ３ ブロードバンド回線でなくとも常時接続，定額制であるため。 

   ４ 加入手続等が面倒なため。 

   ５ インターネットやメールを利用している時間が短いため。 

   ６ ブロードバンドにしてまで利用したいコンテンツ等の付加サービスがないため。 

   ７ 現在住んでいる地域にブロードバンド回線を提供する事業者が存在しないため。 

８ 現在の回線を利用し始めた際にブロードバンド回線は普及していなかったため。 

９ ブロードバンド回線の接続の仕方についてよく分からないため。 

10 その他（                    ） 

 

（２） 上記（１）で選択された理由の中で特に重要なものを１つ選んで番号を御記入ください。 

 

 

 （３） 今後１，２年の間にいずれかのブロードバンド回線を利用してみたいと思いますか。「思う」

とお答えの場合は，具体的に利用してみたいブロードバンド回線の種類について，選択肢の

中から該当するものに○を付けてください（複数回答可）。 

   

１ 思う（〔具体的に利用してみたいブロードバンド回線の種類〕 １ ＡＤＳＬ 

     ２ ＦＴＴＨ ３ ＣＡＴＶ ４ 公衆無線ＬＡＮ ５ ＦＷＡ）。 

２ 思わない。 

 

 ⇒ 問６（Ｐ１０）に進んでください。 
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問５ 問２－３で，現在御利用の回線の種類について，ブロードバンド回線とお答えになった方に伺

います。 

 

 問５－１ 

（１） 現在御利用のブロードバンド回線を選ばれた（に変更された）理由は何ですか。以下の

選択肢の中から該当するものに○を付けてください（複数回答可）。 

 

１ 月額利用料が安かったため。 

２ 初期費用が安かったため。 

３ 月額利用料が定額制だったため。 

４ 通信速度が速かったため。  

５ 既にそのブロードバンド回線を提供している会社の別のサービスを利用していた

ため。 

６ 申込みから開通までの期間が短かったため。 

７ 利用開始のとき又は事業者を切り替えるときの手間が簡単だったため。 

８ ＩＰ電話や多チャンネル放送など他の付加サービスが魅力的だったため。 

９ 集合住宅全体にそのブロードバンド回線が利用できる設備や環境が整備されてい

たため。 

10 その他（                              ） 

 

（２） 上記（１）で選択された理由の中で特に重要なものを１つ選んで番号を御記入ください。 

 

 

（３） 現在御利用のブロードバンド回線を変更する具体的な予定はありますか。 

 

   １ ある。 → 問５－２（Ｐ７）へお進みください。 

   ２ 考えているが，何らかの事情があって変更できない。 

   ３ ない。 
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（４） 上記（３）で「２」又は「３」とお答えになった方に伺います。現在御利用のブロード

バンド回線を利用し続けている理由は何ですか。以下の選択肢の中から該当するものに○

を付けてください（複数回答可）。 

 

   １ 通信速度，利用料金及びサービス面において満足しているため。 

   ２ 回線変更に伴う工事が面倒なため。 

   ３ 回線を変更すると，メールアドレスの変更を周知することや，モデムの再設定とい

った手間がかかるため。 

   ４ 回線の種類を切り替える際に，インターネットを利用できない期間が生じるため。 

   ５ 現在住んでいる地域に，その回線以外にブロードバンドの回線が提供されていない

ため。 

   ６ 今以上に速度の速い回線を利用してまで，利用したいコンテンツやサービスが存在

しないため。 

   ７ 他のブロードバンド回線の月額利用料が高いため。 

   ８ 他のブロードバンド回線に変更する際の初期費用が高いため。 

   ９ 競争が激しいことにより，現在利用している回線の月額利用料が下がったり，通信

速度が上がってきているため（又は，そうなると考えられるため。）。 

   10 その他（                               ） 

 

（５） 上記（４）で選択された理由の中で特に重要なものを１つ選んで番号を御記入ください。 

 

 

 問５－２ 

    （１） 現在御利用のＩＳＰ（＠ｎｉｆｔｙ，ＯＣＮ，Ｙａｈｏｏ！ＢＢ等）を選ばれた理由は

何ですか。以下の選択肢の中から該当するものに○を付けてください（複数回答可）。 

 

    １ 他のＩＳＰより月額利用料が安かったため。 

    ２ 他のＩＳＰより顧客サービスなどの面で優れていたため。 

    ３ 他のＩＳＰよりも通信速度が速かったため。 

    ４ 既にそのＩＳＰの別のサービスを利用していたため。 

    ５ ＩＰ電話で話したい相手がそのＩＳＰを利用しているため。 

    ６ 知名度のあるＩＳＰだったため。 

    ７ 現在住んでいる地域には，そのＩＳＰしかいなかったため。 

    ８ ＩＰ電話や多チャンネル放送などの付加サービスが魅力的だったため。 

    ９ パソコンを購入した小売店や友人等から薦められたため。 

    10 自分が利用しようと思っていた回線の種類及び回線提供事業者によるインターネ

ット接続サービスを提供していたため。 

    11 その他（                               ） 
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（２） 上記（１）で選択された理由の中で特に重要なものを１つ選んで番号を御記入ください。 

 

 

（３） 現在御利用のＩＳＰを変更する具体的な予定はありますか。 

 

１ ある。 → 問５－３へお進みください。 

２ 考えているが，何らかの事情があって変更できない。 

３ ない。 

 

（４） 上記（３）で「２」又は「３」とお答えになった方に伺います。そのＩＳＰを利用し続

けている理由は何ですか。以下の選択肢の中から該当するもの1つに○を付けてください。 

 

   １ 通信速度，利用料金及びサービス面において満足しているため。 

２ ＩＳＰを変更すると，メールアドレスの変更を周知することや，モデムの再設定といった手間がかかるため。 

３ 現在住んでいる地域に，そのＩＳＰ以外に現在利用しているブロードバンド回線を

提供しているＩＳＰがいないため。 

   ４ 競争が激しいことにより，現在利用しているＩＳＰが月額利用料を下げてきている

ため（又は，そうなると考えられるため。）。 

５ その他（                              ） 

 

問５－３ 

（１） 現在御利用の回線提供事業者（ＮＴＴ東日本・西日本，アッカネットワークス，Ｙａｈｏ

ｏ！ＢＢ，東京電力，各ＣＡＴＶ事業者等）を選ばれた理由は何ですか。以下の選択肢の中

から該当するものに○を付けてください（複数回答可）。 

 

    １ 他の回線提供事業者より月額利用料が安かったため。 

    ２ 他の回線提供事業者より顧客サービスなどの面で優れていたため。 

    ３ 他の回線提供事業者より回線の品質（実効速度が速い等）がよかったため。 

    ４ 既にその回線提供事業者の別のサービスを利用していたため。    

    ５ ＩＰ電話で話したい相手がその回線提供事業者を利用していたため。     

    ６ 知名度のある回線提供事業者だったため。 

    ７ 現在住んでいる地域には，その回線提供事業者しかいなかったため。 

    ８ 現在住んでいる集合住宅では，その回線提供事業者を利用することになっていたため。 

    ９ パソコンを購入した小売店や友人等から薦められたため。 

    10 ＩＳＰを重視しており，回線提供事業者については，考慮していない。 

    11 その他（                               ） 
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（２） 上記（１）で選択された理由の中で特に重要なものを１つ選んで番号を御記入ください。 

 

 

（３） 現在御利用の回線提供事業者から，同一種類の回線を提供する事業者へ具体的に変更する

予定はありますか（例えば，現在，ＡＤＳＬ回線を御利用であれば，別のＡＤＳＬ回線提供

事業者へ変更することをいいます。）。 

 

１ ある。 → 問６（Ｐ１０）へお進みください。 

２ 考えているが，何らかの事情があって変更できない。 

３ ない。 

 

（４） 上記（３）で「２」又は「３」とお答えになった方に伺います。その回線提供事業者を利

用し続けている理由は何ですか。以下の選択肢の中から該当するものに○を付けてください

（複数回答可）。 

１ 通信速度，利用料金及びサービス面において満足しているため。 

２ 回線提供事業者を変更すると，メールアドレスの変更を周知することや，モデムの再

設定といった手間がかかるため。 

３ 回線提供事業者の変更に伴う工事費等が高いため。 

４ 現在住んでいる地域に，その回線提供事業者以外に同一種類のブロードバンドサービ

スを提供する事業者がいないため。 

５ 現在住んでいる集合住宅では，その回線提供事業者を利用することになっているため。 

６ 回線提供事業者の変更に伴いＩＳＰも変更しなければならないため。 

７ どの回線提供事業者も通信速度，利用料金に差がないと考えているため。 

  ８ 競争が激しいことにより，現在利用している回線提供事業者が月額利用料を下げたり，

通信速度を上げたりしているため（又は，そうなると考えられるため。）。 

９ その他（                             ） 

 

（５） 上記（４）で選択された理由の中で特に重要なものを１つ選んで番号を御記入ください。 
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問６ 今後，もし料金が下がったら利用してみたいとお考えのブロードバンド回線の種類について伺

います。 

 

（１） 下記の選択肢の中から料金が下がったら利用してみたいブロードバンド回線の種類につい

て以下の選択肢の中から該当するもの1つに○を付けてください。 

 

１ ＡＤＳＬ 

２ ＦＴＴＨ 

３ ＣＡＴＶ 

４ 公衆無線ＬＡＮ 

５ ＦＷＡ 

６ 特にない → 問７（Ｐ１１）にお進みください。 

 

（２） （１）で選択された種類のブロードバンド回線の月額利用料（ＩＳＰ利用料，回線利用料

等含む。）がいくらぐらいであれば，現在の回線をやめて，（１）で選択されたブロードバ

ンド回線に切り替えますか。 

         円 

 

（３） 仮に，回線の種類を切り替えても，モデムの再設定やメールアドレスの変更などを行わな

くてもよい場合があったとします。その場合，そうした手間をかけなくて済むならば，月額

利用料が（２）でお答えいただいた月額利用料より多少高くても構わないと考えますか。 

１ 多少高くても構わない。 

２ 手間のあるなしに関わらず，同じ金額しか支払わない。 → 問７（Ｐ１１）へお進

みください。 

    

（４） 上記（３）で「多少高くても構わない」とお答えになった方に伺います。その月額利用料

がいくらぐらいであれば回線の種類を切り替えますか。 

 

            円 
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問７ 現在御利用の回線の種類（ダイヤルアップ，ＩＳＤＮ，ＡＤＳＬ，ＦＴＴＨ等）はそのままで，

ＩＳＰ（＠ｎｉｆｔｙ，ＯＣＮ，Ｙａｈｏｏ！ＢＢ等）のみ変更する場合について伺います。 

    

（１） 他のＩＳＰが月額利用料（ＩＳＰ利用料，回線利用料等含む。）をいくらに設定すれば，

現在利用しているＩＳＰをやめて他のＩＳＰに切り替えますか。 

 

              円 

     ※いくら下がっても変えないという方は０円とお答えください。 

 

（２） 仮に，ＩＳＰを切り替えても，モデムの再設定やメールアドレスの変更などを行わなくて

もよい場合があったとします。その場合，そうした手間をかけなくて済むならば，月額利用

料が（１）でお答えいただいた月額利用料より多少高くても構わないと考えますか。 

         

１ 多少高くても構わない。 

２ 手間のあるなしに関わらず，同じ金額しか支払わない。 → 問８へお進みください。 

    

（３） 上記（２）で「多少高くても構わない」とお答えになった方に伺います。その月額利用料

がいくらぐらいであればＩＳＰを切り替えるますか。 

 

            円 

 

問８ もし，回線の種類又はＩＳＰを変更しても，メールアドレスの変更やモデムの再設定などを行

わなくてもよいという付加サービスがあるとしたら，いくらくらいであればその付加サービスを

利用しますか（月額ではなく一回払で済むものとしてお答えください。）。 

 

            円 

  ※そのようなサービスは必要ないと思われる方は０円とお答えください。 

 

 ⇒ 「ブロードバンド回線以外の回線を御利用の方」につきましては，質問は以上です。御協力

ありがとうございました。 
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問９ 現在，ブロードバンド回線を御利用の方に伺います。申込みから開通までの期間が長いという

ことを理由として，契約する回線提供事業者（ＮＴＴ東日本・西日本，アッカネットワークス，

Ｙａｈｏｏ！ＢＢ，東京電力，各ＣＡＴＶ事業者等）を，当初の予定から変更したことはありま

すか（例えば，Ａ事業者のＡＤＳＬ回線にしようと思ったが，Ａ事業者は申し込みから開通まで

の期間が長かったため，Ｂ事業者のＡＤＳＬ回線にしたという御経験はありますか。）。 

 

    １ ある。 

①当初予定していた事業者：                 

②加入した事業者：                     

    ２ ない。 

 

問１０ 現在ＩＰ電話を御利用になっていますか。 

 

１ 利用している。  

２ 利用していない。 → 問１２（Ｐ１４）にお進みください。 

     

問１１ 現在，ＩＰ電話を利用している方に伺います。 

 

（１） 現在御利用のＩＰ電話サービスについて，以下の選択肢の中から該当するものに○を付け

てください（複数回答可）。   

 

１ ＢＢ Ｐｈｏｎｅ 

２ ＠ｎｉｆｔｙフォン 

３ ＯＣＮ．Ｐｈｏｎｅ 

４ Ｓｏ－ｎｅｔフォン 

５ ぷららフォン 

６ その他（具体名：          ） 

 

 

（２） ＩＰ電話を始める際に，ＩＳＰ（＠ｎｉｆｔｙ，Ｙａｈｏｏ！ＢＢ，ＯＣＮ等）も変更し

ましたか。 

 

   １ 変更した。 

   ２ 変更しなかった。 
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（３） ＩＰ電話に加入した理由は何ですか。以下の選択肢の中から該当するものに○を付けてく

ださい（複数回答可）。 

    

   １ 加入しているＩＳＰがＩＰ電話サービスの提供を開始したため。 

   ２ 無料キャンペーンを行っていたため。 

   ３ 毎月の電話料金が安くなるため。 

   ４ 今後，普及していくと考えたため。 

   ５ 通話の品質が一般の固定電話と遜色がなくなってきたため。 

   ６ その他（                                ） 

 

（４） 上記（３）で選択された理由の中で特に重要なものを１つ選んで番号を御記入ください。 

 

 

（５） 現在御利用のＩＰ電話会社を選んだ理由は何ですか。以下の選択肢の中から該当するもの

に○を付けてください（複数回答可）。 

 
１ 通話品質がよいため。 

２ ユーザー数が多いことから，無料通話ができる相手が多いため。 

３ 固定電話・携帯電話にかけたときの通話料が他のＩＰ電話会社より安いため。 
４ 電話したい相手がそのＩＰ電話会社を使っていたため。 

５ 導入時の無料キャンペーン期間が長かったため。 

６ 顧客サービス・対応が良かったため。 
７ 知名度のある事業者だったため。 

８ これまで利用してきたＩＳＰが提供しているＩＰ電話だったため。 

９ 現在住んでいる地域で利用可能なＩＰ電話会社はその会社しかないため。 
10 その他（                               ） 

 

（６） 上記（５）で選択された理由の中で特に重要なものを１つ選んで番号を御記入ください。 

 

 

（７） ＩＰ電話に加入する際に，当該事業者が提供するＩＰ電話サービスに加入しているユーザ

ー数を考慮しましたか。もし，考慮した場合，その理由は何ですか。以下の選択肢の中から

該当するもの１つに○を付けてください。 

 
１ ユーザー数が多ければ，経営状況について信頼できるため考慮した。 

２ ユーザー数が多ければ，営業所が多く，顧客サービスが充実していると考えられるため，考慮した。 

３ ユーザー数が多ければ，無料通話ができる相手が多いと考えらえるため，考慮した。 

４ 考慮しなかった。 

５ その他（            ） 
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（８） ＩＰ電話の利用を始める前と利用を始めた後の固定電話（ＩＰ電話は除く）の月額通話料

は，どれくらい変わりましたか。 

 

利用前より         円程度（高く・安く）なった。 

 

（９） 現在，ＩＰ電話は同じ事業者又は提携関係にある事業者間でないと利用できないことや，

緊急電話及び携帯電話等への発信ができない等という問題点があります。今後，これらの問

題が解決された場合に，現在利用している固定電話の契約を解約しますか。 

 

    １ 解約すると思う（既に解約した場合も含む。）。 

    ２ 解約しないと思う。  

 

   → ＩＰ電話を御利用の方については，質問は以上です。御協力ありがとうございました。 

 

問１２ 現在，ＩＰ電話を利用していない方に伺います。 

 

（１） ＩＰ電話を利用していない理由は何ですか。以下の選択肢の中から該当するものに○を付

けてください（複数回答可）。 

   

  １ 現在加入しているＩＳＰでは，ＩＰ電話サービスを提供していないため。 

  ２ 固定電話の利用頻度が低いため。 

  ３ １１０番，１１９番などの緊急電話等の利用ができないため。 

  ４ 音質が悪いため。 

  ５ 接続がすぐ切れるため。 

  ６ 現在利用している一般の固定電話で満足しているため。 

  ７ ＩＰ電話のことをよく知らないため。 

  ８ その他（                     ） 

 

（２） さらに，上記（１）で選択していただいた理由の中で最も重要視した理由を１つ選んで番

号を御記入ください。 

 

 

（３） 今後１，２年の間でＩＰ電話を利用する予定はありますか。 

 

  １ ある。 

  ２ ない。 → 質問は以上です。御協力ありがとうございました。 
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（４） 上記（３）で「ある」とお答えになった方に伺います。現在，ＩＰ電話は同じ事業者又は

提携関係にある事業者間でないと利用できないことや，緊急電話及び携帯電話等への発信が

できない等という問題点があります。今後，これらの問題が解決された場合に，現在利用し

ている固定電話の契約を解約しますか。 

 

１ 解約すると思う。 

２ 解約しないと思う。     

 

 質問は以上です。御協力ありがとうございました。 

 


